
 
 

 

○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サー

ビス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年３月８日老企第40号厚生省老人保健福祉

局企画課長通知）（抄）  

1 

新 旧 

第１ （略） 第１ （略） 

第２ 居宅サービス単位数表（短期入所生活介護費から特定施設入居者生活介護

費に係る部分に限る。）及び施設サービス単位数表 

一 通則 

⑴・⑵ （略） 

第２ 居宅サービス単位数表（短期入所生活介護費から特定施設入居者生活介護

費に係る部分に限る。）及び施設サービス単位数表 

一 通則 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

①～③ （略） 

④ 都道府県知事（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19

第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）又は同法第 252 条の 22

第１項の中核市（以下「中核市」という。）においては、指定都市又は

中核市の市長。３の⑺ニｃ、７の⑻⑤を除き、以下同じ。）は、定員超

過利用が行われている事業所又は施設に対しては、その解消を行うよう

指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が２月以上継続する場

合には、特別な事情がある場合を除き、指定又は許可の取消しを検討す

るものとする。 

⑤ （略） 

⑶ 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

①～③ （略） 

④ 都道府県知事（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19

第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）又は同法第 252 条の 22

第１項の中核市（以下「中核市」という。）においては、指定都市又は

中核市の市長。３の⑹ニｃ、７の⑻⑤を除き、以下同じ。）は、定員超

過利用が行われている事業所又は施設に対しては、その解消を行うよう

指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が２月以上継続する場

合には、特別な事情がある場合を除き、指定又は許可の取消しを検討す

るものとする。 

⑤ （略） 
⑷ 常勤換算方法による職員数の算定方法等について 

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の

職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数点第

２位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配置

されていた職員数が一時的に１割の範囲内で減少した場合は、１月を超え

ない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなす

こととする。 

その他、常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②

のとおりとすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のため

の所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30

⑷ 常勤換算方法による職員数の算定方法について 

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の

職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数点第

２位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配置

されていた職員数が一時的に１割の範囲内で減少した場合は、１月を超え

ない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなす

こととする。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

案
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時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤

務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とす

る。 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基

本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理措置

又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられて

いる者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っ

ている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間と

して取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者が

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性健

康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、同条

第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関する制

度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限る。）の

規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ず

る措置による休業を取得中の期間において、当該要件において求められ

る資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数に換算す

ることにより、当該要件を満たすことが可能であることとする。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

⑸ （略） 

⑹ 夜勤体制による減算について 

①～③ （略） 

⑸ （略） 

⑹ 夜勤体制による減算について 

①～③ （略） 

④ 夜勤職員基準に定められる夜勤を行う職員の員数は、夜勤時間帯を通

じて配置されるべき職員の員数であり、複数の職員が交代で勤務するこ

とにより当該基準を満たして構わないものとする。 

また、夜勤職員基準に定められる員数に小数が生じる場合において

は、整数部分の員数の職員の配置に加えて、夜勤時間帯に勤務する別の

職員の勤務時間数の合計を 16 で除して得た数が、小数部分の数以上と

なるように職員を配置することとする。 

なお、この場合において、整数部分の員数の職員に加えて別の職員を

配置する時間帯は、夜勤時間帯に属していればいずれの時間でも構わ

ず、連続する時間帯である必要はない。当該夜勤時間帯において最も配

置が必要である時間に充てるよう努めることとする。 

（新設） 

⑤ （略） ④ （略） 



3 

 

⑺～⑼ （略） ⑺～⑼ （略） 

（削る） ⑽ 栄養管理について 

短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、介護老人保

健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院においては、栄養士が、各利

用者の年齢等に応じて適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制を整

備し、各利用者の栄養状態にあった栄養管理を行うこと。 

⑽ 文書の取扱いについて 

訪問通所サービス通知の第２の１の⑻を準用する。 

（新設） 

二 短期入所生活介護費 

⑴・⑵ （略）  

二 短期入所生活介護費 

⑴・⑵ （略）  

⑶ 併設事業所について 

① （略） 

⑶ 併設事業所について 

① （略） 

② 併設事業所における所定単位数の算定（職員の配置数の算定）並びに

人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算については、

本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、 

イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下

⑶並びに⑻、⑽、⑿及び⒆において同じ。）の併設事業所の場合は、

指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活介護の利用者数を

合算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護

職員の配置数を算定すること。したがって、例えば、前年度の平均入

所者数 70人の指定介護老人福祉施設に前年度の平均利用者数 20人の

短期入所生活介護事業所が併設されている場合は、併設型短期入所生

活介護費(Ⅰ)（３：１の人員配置に対応するもの）を算定するために必

要な介護職員又は看護職員は合計で 30 人であり、必要な夜勤を行う

職員の数は４人であること。 

なお、ユニット型同士が併設する場合は、指定介護老人福祉施設の

ユニット数と短期入所生活介護事業所のユニット数を合算した上で、

夜勤職員の配置数を算定すること。例えば、３ユニットの指定介護老

人福祉施設に、１ユニットの短期入所生活介護事業所が併設されてい

る場合は、２のユニットごとに夜勤職員を１人以上配置することが必

要であることから、必要な夜勤職員数は２人であること。 

また、ユニット型とユニット型以外が併設されている場合は、利用

者の処遇に支障がなく（災害が起こった際にも利用者の安全が確保で

きる等）、夜勤職員一人あたりの指定介護老人福祉施設の入所者数と短

② 併設事業所における所定単位数の算定（職員の配置数の算定）並びに

人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算については、

本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、 

イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下

⑶並びに⑻、⑽、⑿及び⒅において同じ。）の併設事業所の場合は、

指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活介護の利用者数を

合算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護

職員の配置数を算定すること。したがって、例えば、前年度の平均入

所者数 70人の指定介護老人福祉施設に前年度の平均利用者数 20人の

短期入所生活介護事業所が併設されている場合は、併設型短期入所生

活介護費(Ⅰ)（３：１の人員配置に対応するもの）を算定するために必

要な介護職員又は看護職員は合計で 30 人であり、必要な夜勤を行う

職員の数は４人であること。 

なお、ユニット型同士が併設する場合は、指定介護老人福祉施設の

ユニット数と短期入所生活介護事業所のユニット数を合算した上で、

夜勤職員の配置数を算定すること。例えば、３ユニットの指定介護老

人福祉施設に、１ユニットの短期入所生活介護事業所が併設されてい

る場合は、２のユニットごとに夜勤職員を１人以上配置することが必

要であることから、必要な夜勤職員数は２人であること。 

また、ユニット型とユニット型以外が併設されている場合は、利用

者の処遇に支障がなく（災害が起こった際にも利用者の安全が確保で

きる等）、夜勤職員一人あたりの指定介護老人福祉施設の入所者数と短
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期入所生活介護事業所の利用者数の合計が 20 人以下である場合には、

指定介護老人福祉施設と短期入所生活介護事業所の夜勤職員の兼務が

認められるものであること。例えば、３ユニットで入居者数 29 人のユ

ニット型指定介護老人福祉施設に、利用者数３人の多床室の短期入所

生活介護事業所が併設されている場合は、必要な夜勤職員数は二人で

あること。 

ロ （略） 

期入所生活介護事業所の利用者数の合計が 20 人以下である場合には、

指定介護老人福祉施設と短期入所生活介護事業所の夜勤職員の兼務が

認められるものであること。例えば、３ユニットで入居者数 29 人のユ

ニット型指定介護老人福祉施設に、利用者数３人の多床室の短期入所

生活介護事業所が併設されている場合は、必要な夜勤職員数は二人で

あること。 

ロ （略） 

③ 併設事業所における看護職員配置については、指定介護老人福祉施設

として必要な看護職員の数の算定根拠となる「入所者数」には、短期入

所生活介護の利用者数は含めない。すなわち、必要な看護職員数の算定

については、指定介護老人福祉施設と、併設する短期入所生活介護事業

所のそれぞれについて、区別して行うものとする。例えば、指定介護老

人福祉施設の入所者数が 50 人、併設する短期入所生活介護の利用者が

10 人である場合、当該指定介護老人福祉施設に配置すべき看護職員の数

は、入所者 50 人以下の場合の基準が適用され、常勤換算で２人以上と

なり、当該短期入所生活介護事業所については、看護職員の配置は義務

ではない。 

 

 

⑷～⑹  （略） 

③ 併設事業所における看護職員配置については、指定介護老人福祉施設

として必要な看護職員の数の算定根拠となる「入所者数」には、短期入

所生活介護の利用者数は含めない。すなわち、必要な看護職員数の算定

については、指定介護老人福祉施設と、併設する短期入所生活介護事業

所のそれぞれについて、区別して行うものとする。例えば、指定介護老

人福祉施設の入所者数が 50 人、併設する短期入所生活介護の利用者が

10 人である場合、当該指定介護老人福祉施設に配置すべき看護職員の数

は、入所者 50 人以下の場合の基準が適用され、常勤換算で２人以上と

なり、当該短期入所生活介護事業所については、看護職員の配置は義務

ではない。なお、併設の指定短期入所生活介護事業所の定員が 20 人以

上の場合には、短期入所生活介護事業所において看護職員を１名以上常

勤で配置しなければならないことに留意する。 

⑷～⑹ （略） 

⑺ 生活機能向上連携加算について 

① 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、指定訪問リハビリテーション事業所、

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施

している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が 200 床未満の

もの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が

存在しないものに限る。以下この⑺において同じ。）の理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この⑺において「理学療法士

等」という。）の助言に基づき、当該指定短期入所生活介護事業所の

機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者

（以下「機能訓練指導員等」という。）が共同してアセスメント、利

用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行ってい

ること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生

活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

⑺ 生活機能向上連携加算について 

（新設） 

① 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事

業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあっ

ては、許可病床数が 200 床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４

キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）の理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この⑺において「理学療法士等」

という。）が、当該指定短期入所生活介護事業所を訪問し、当該事業所

の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者

（以下「機能訓練指導員等」という。）と共同してアセスメント、利用

者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っているこ

と。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の

留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 
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この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」と

は、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行ってい

る病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若

しくは介護医療院であること。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、

診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院

若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介

護医療院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーショ

ン事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーショ

ンを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のＡＤ

Ｌ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及び

ＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する状況

について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテ

ーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施

設の場において把握し、又は、指定短期入所生活介護事業所の機能訓

練指導員等と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いて

把握した上で、当該指定短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員等

に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用い

る場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用

者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等と

機能訓練指導員等で事前に方法等を調整するものとする。 

（新設） 

ハ 個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方

法等の内容を記載しなければならない。目標については、利用者又は

その家族の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見も

踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、

段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目

標とすること。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を短期入所生

活介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計

画の作成に代えることができるものとすること。 

② ①の個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施

方法等の内容を記載しなければならない。目標については、利用者又は

その家族の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏

まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階

的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とす

ること。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を短期入所生活介護計

画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に

代えることができるものとすること。また、個別機能訓練加算を算定し

ている場合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと。 

ニ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上

を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者

の心身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供していること。 

③ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を

目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心

身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供していること。 

（削る） 
 

④ 個別機能訓練計画の進捗状況等について、３月ごとに１回以上、理学

療法士等が指定短期入所生活介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等と

共同で評価した上で、機能訓練指導員等が利用者又はその家族に対して

個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記録す
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るとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。 

（削る） 
 

⑤ 各月における評価内容や目標の達成度合いについて、機能訓練指導員

等が、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、必要に応

じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、理学療法士等から必要

な助言を得た上で、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、

歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭

管理、服薬状況等）の改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変

更など適切な対応を行うこと。 

ホ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いに

ついて、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理

学療法士等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又

はその家族の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改

善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応

を行うこと。 

・理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに１回以上、

個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員

等が利用者又はその家族（以下このホにおいて「利用者等」という。）

に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を

説明していること。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等（リアルタイ

ムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下

同じ。）を活用して行うことができるものとすること。ただし、テ

レビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければ

ならないこと。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介

護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ

イン」等に対応していること。 

（新設） 

ヘ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用

者ごとに保管され、常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が

可能であるようにすること。 

⑥ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者

ごとに保管され、常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能

であるようにすること。 

ト 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は個別機能訓練計画に基づき個別機能訓

練を提供した初回の月に限り、算定されるものである。なお、イの助

言に基づき個別機能訓練計画を見直した場合には、本加算を再度算定

（新設） 



7 

 

することは可能であるが、利用者の急性憎悪等により個別機能訓練計

画を見直した場合を除き、当該月の翌月及び翌々月は本加算を算定し

ない。 

② 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、指定訪問リハビリテーション事業所、

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施

している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定短期入所生活介護

事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利用者

の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っているこ

と。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上

の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」と

は、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行ってい

る病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若

しくは介護医療院であること。 

（新設） 

ロ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いに

ついて、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理

学療法士等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又

はその家族の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改

善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応

を行うこと。 

・理学療法士等は、３月ごとに１回以上指定短期入所生活介護事業所

を訪問し、機能訓練指導員等と共同で個別機能訓練の進捗状況等に

ついて評価した上で、機能訓練指導員等が、利用者又はその家族に

対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説

明し記録するとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこ

と。 

 

ハ ①ハ、ニ及びヘによること。なお、個別機能訓練加算を算定してい

る場合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと。 

 

⑻ 機能訓練指導員の加算について 

注８の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に従事する

常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であることから、併設

の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者については、たとえ

⑻ 機能訓練指導員の加算について 

注６の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に従事する

常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であることから、併設

の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者については、たとえ
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常勤の職員であったとしても加算の算定要件は満たさないことに留意す

ること。ただし、利用者数（指定介護老人福祉施設に併設される短期入所

生活介護事業所又は空床利用型の短期入所生活介護事業所においてはそ

の本体施設の入所者数を含む。）が 100 人を超える場合であって、別に専

ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されているときは、そ

の他の機能訓練指導員については、「常勤換算方法で利用者の数を 100 で

除した数以上」という基準を満たす限りにおいて、併設の通所介護事業所

の機能訓練指導員を兼務して差し支えないこと。例えば、入所者数 100 人

の指定介護老人福祉施設に併設される利用者数 20 人の短期入所生活介護

事業所において、２人の常勤の機能訓練指導員がいて、そのうちの一人が

指定介護老人福祉施設及び指定短期入所生活介護事業所の常勤専従の機

能訓練指導員である場合であっては、もう一人の機能訓練指導員は、勤務

時間の５分の１だけ指定介護老人福祉施設及び短期入所生活介護事業所

の機能訓練指導員の業務に従事し、その他の時間は併設の通所介護事業所

の機能訓練指導員の業務に従事するときは、通所介護、短期入所生活介護

及び介護福祉施設サービスの機能訓練指導員に係る加算の全てが算定可

能となる。 

⑼ 個別機能訓練加算について 

①～⑥ （略） 

⑦ 個別機能訓練を行う場合は、機能訓練指導員等が居宅を訪問した上で

利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）を

確認し、多職種共同で個別機能訓練計画を作成した上で実施することと

し、その後３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅

での生活状況を確認した上で、利用者又はその家族（以下この⑦におい

て「利用者等」という。）に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含

む。）や進捗状況等を説明し記録するとともに訓練内容の見直し等を行

う。また、評価内容や目標の達成度合いについて、当該利用者を担当す

る介護支援専門員等に適宜報告・相談し、必要に応じて利用者等の意向

を確認の上、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目

標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等（リアルタイムで

の画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）

を活用して行うことができるものとすること。ただし、テレビ電話装置

等の活用について当該利用者等の同意を得なければならないこと。な

常勤の職員であったとしても加算の算定要件は満たさないことに留意す

ること。ただし、利用者数（指定介護老人福祉施設に併設される短期入所

生活介護事業所又は空床利用型の短期入所生活介護事業所においてはそ

の本体施設の入所者数を含む。）が 100 人を超える場合であって、別に専

ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されているときは、そ

の他の機能訓練指導員については、「常勤換算方法で利用者の数を 100 で

除した数以上」という基準を満たす限りにおいて、併設の通所介護事業所

の機能訓練指導員を兼務して差し支えないこと。例えば、入所者数 100 人

の指定介護老人福祉施設に併設される利用者数 20 人の短期入所生活介護

事業所において、２人の常勤の機能訓練指導員がいて、そのうちの一人が

指定介護老人福祉施設及び指定短期入所生活介護事業所の常勤専従の機

能訓練指導員である場合であっては、もう一人の機能訓練指導員は、勤務

時間の５分の１だけ指定介護老人福祉施設及び短期入所生活介護事業所

の機能訓練指導員の業務に従事し、その他の時間は併設の通所介護事業所

の機能訓練指導員の業務に従事するときは、通所介護、短期入所生活介護

及び介護福祉施設サービスの機能訓練指導員に係る加算の全てが算定可

能となる。 

⑼ 個別機能訓練加算について 

①～⑥ （略） 

⑦ 個別機能訓練を行う場合は、機能訓練指導員等が居宅を訪問した上で

利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）を

確認し、多職種共同で個別機能訓練計画を作成した上で実施することと

し、その後３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅

での生活状況を確認した上で、利用者又はその家族に対して個別機能訓

練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記録するとともに

訓練内容の見直し等を行う。また、評価内容や目標の達成度合いについ

て、当該利用者を担当する介護支援専門員等に適宜報告・相談し、必要

に応じて利用者又は家族の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬ及びＩ

ＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切

な対応を行うこと。 
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お、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生

労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガ

イドライン」等を遵守すること。 

⑧ （略） 

⑨ 注８の機能訓練指導員の加算を算定している場合であっても、別途個

別機能訓練加算に係る訓練を実施した場合は、同一日であっても個別機

能訓練加算を算定できるが、この場合にあっては、注８の機能訓練指導

員の加算に係る常勤専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練加算に係る

機能訓練指導員として従事することはできず、別に個別機能訓練加算に

係る機能訓練指導員の配置が必要である。また、個別機能訓練加算は、

心身機能への働きかけだけでなく、ＡＤＬ（食事、排泄、入浴等）やＩ

ＡＤＬ（調理、洗濯、掃除等）などの活動への働きかけや、役割の創出

や社会参加の実現といった参加への働きかけを行い、心身機能、活動、

参加といった生活機能にバランスよく働きかけるものである。なお、当

該加算の目的・趣旨に沿った目標設定や実施内容等の項目等について

は、別に通知するところによるものとする。 

⑽・⑾ （略） 

⑿ 夜勤職員配置加算について 

① （略） 

 

 

 

 

⑧ （略） 

⑨ 注６の機能訓練指導員の加算を算定している場合であっても、別途個

別機能訓練加算に係る訓練を実施した場合は、同一日であっても個別機

能訓練加算を算定できるが、この場合にあっては、注６の機能訓練指導

員の加算に係る常勤専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練加算に係る

機能訓練指導員として従事することはできず、別に個別機能訓練加算に

係る機能訓練指導員の配置が必要である。また、個別機能訓練加算は、

心身機能への働きかけだけでなく、ＡＤＬ（食事、排泄、入浴等）やＩ

ＡＤＬ（調理、洗濯、掃除等）などの活動への働きかけや、役割の創出

や社会参加の実現といった参加への働きかけを行い、心身機能、活動、

参加といった生活機能にバランスよく働きかけるものである。なお、当

該加算の目的・趣旨に沿った目標設定や実施内容等の項目等について

は、別に通知するところによるものとする。 

⑽・⑾ （略） 

⑿ 夜勤職員配置加算について 

① （略） 

② 指定介護老人福祉施設の併設事業所である場合又は特別養護老人ホ

ームの空床において指定短期入所生活介護を行う場合にあっては、指定

短期入所生活介護の利用者数と本体施設である指定介護老人福祉施設

の入所者数を合算した人数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」と

した場合に必要となる夜勤職員の数を、夜勤基準に定める要件に従い上

回って配置した場合に、加算を行う。 

② 指定介護老人福祉施設の併設事業所である場合又は特別養護老人ホ

ームの空床において指定短期入所生活介護を行う場合にあっては、指定

短期入所生活介護の利用者数と本体施設である指定介護老人福祉施設

の入所者数を合算した人数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」と

した場合に必要となる夜勤職員の数を１以上（利用者の動向を検知でき

る見守り機器を利用者の数の 100 分の 15 以上の数設置し、かつ、見守

り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等

が行われている場合は、10 分の９以上）上回って配置した場合に、加算

を行う。 

③ （略） ③ （略） 

④ 夜勤職員基準第一号ハの⑴㈡及び⑵㈡ただし書に規定する見守り機

器（利用者がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知

できるセンサーであり、当該センサーから得られた情報を外部通信機能

により職員に通報できる利用者の見守りに資する機器をいう。以下同

④ 夜勤職員基準第１号ハの「見守り機器」は、利用者がベッドから離れ

ようとしている状態又は離れたことを検知できるセンサー及び当該セ

ンサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる機器

であり、利用者の見守りに資するものとする。また、「見守り機器を安
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じ。）を使用する場合における基準については、以下のとおり取り扱う

こととする。 

イ 必要となる夜勤職員の数が 0.9を加えた数以上である場合において

は、次の要件を満たすこと。 

ａ 利用者の 10 分の１以上の数の見守り機器を設置すること。 

ｂ 「見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会」は、３月

に１回以上行うこと。「見守り機器を安全かつ有効に活用するための

委員会」は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコ

ミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行う

ことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働

省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」等を遵守すること。 

ロ 必要となる夜勤職員の数が 0.6 を加えた数以上である場合（夜勤基

準第第一号ロの⑴㈠ｆの規定に該当する場合は 0.8を加えた数以上で

ある場合）においては、次の要件を満たすこと。 

ａ 利用者が使用するすべての居室に見守り機器を設置すること。 

ｂ インカム（マイクロホンが取り付けられたイヤホンをいう。以下

同じ。）等の職員間の連絡調整の迅速化に資する機器及び見守り機器

の情報を常時受信可能なスマートフォンやタブレット端末等の機器

を、全ての夜勤職員が使用し、利用者の状況を常時把握すること 

ｃ 「見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会」（以下

「見守り機器等活用委員会」という。）は３月に１回以上行うこと。

「見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会」は、テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個

人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

また、見守り機器等活用委員会には、管理者だけでなく実際に夜

勤を行う職員を含む幅広い職種やユニットリーダー等の役割の者が

参画するものとし、実際に夜勤を行う職員の意見を尊重するよう努

めることとする。 

ｄ 「利用者の安全及びケアの質の確保に関する事項」を実施するこ

と。具体的には次の事項等の実施により利用者の安全及びケアの質

全かつ有効に活用するための委員会」は、３月に１回以上行うこととす

る。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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の確保を行うこととする。 

⑴ 見守り機器等を使用する場合においても、一律に定時巡回等を

とりやめることはせず、個々の利用者の状態に応じて、個別に定

時巡視を行うこと。 

⑵  見守り機器等から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情

報を利用者の状態把握に活用すること。 

⑶ 見守り機器等の使用に起因する事業所内で発生した介護事故又

はヒヤリ・ハット事例（介護事故には至らなかったが介護事故が

発生しそうになった事例をいう。）（以下「ヒヤリ・ハット事例等」

という。）の状況を把握し、その原因を分析して再発の防止策を

検討すること。 

ｅ 「夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮」に関する

事項を実施すること。具体的には、実際に夜勤を行う職員に対して

アンケートやヒアリング等を行い、見守り機器等の導入後における

次の事項等を確認し、人員配置の検討等が行われていること。 

⑴ ストレスや体調不安等、職員の心身の負担が増えていないかど

うか 

⑵ 夜勤時間帯において、負担が過度に増えている時間帯がないか

どうか 

⑶ 休憩時間及び時間外勤務等の状況 

ｆ 日々の業務の中で予め時間を定めて見守り機器等の不具合がな

いことを確認する等のチェックを行う仕組みを設けること。また、

見守り機器等のメーカーと連携し、定期的に点検を行うこと。 

ｇ 見守り機器等の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知、

その事例を通じた再発防止策の実習等を含む職員研修を定期的に行

うこと。 

この場合の要件で夜勤職員配置加算を取得する場合においては、３月

以上の試行期間を設けることとする。利用者の安全及びやケアの質の確

保を前提にしつつ、試行期間中から見守り機器等活用委員会を設置し、

当該委員会において、見守り機器等の使用後の人員体制とその際の夜勤

にあたる職員の負担のバランスに配慮しながら、見守り機器等の使用に

あたり必要な人員体制等を検討し、安全体制及びケアの質の確保、職員

の負担軽減が図られていることを確認した上で、「テクノロジーの活用」

に係る届出をすること。なお、試行期間中においては、通常の夜勤職員
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配置加算の要件を満たすこととする。 

届出にあたり、都道府県等が当該委員会における検討状況を確認でき

るよう、当該委員会の議事概要を提出すること。また、介護事業所のテ

クノロジー活用に関して、厚生労働省が行うケアの質や職員の負担への

影響に関する調査・検証等への協力に努めること。 

⒀・⒁ （略） 

⒂ 利用者に対して送迎を行う場合 

利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と

認められる利用者に対して、指定短期入所生活介護事業所の従業者が当該

利用者の居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は、

片道につき加算の対象となる。 

⒃～⒅ （略） 

⒀・⒁ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

⒂～⒄ （略） 

⒆ 認知症専門ケア加算について 

①・② （略） 

⒅ 認知症専門ケア加算について 

①・② （略） 

③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成

事業の実施について」（平成 18 年３月 31 日老発第 0331010 号厚生労働

省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営につ

いて」（平成 18 年３月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計画課長通知）

に規定する「認知症介護実践リーダー研修」、認知症看護に係る適切な

研修を指すものとする。 

③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成

事業の実施について」（平成 18 年３月 31 日老発第 0331010 号厚生労働

省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営につ

いて」（平成 18 年３月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計画課長通知）

に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。ただし、

平成 31 年３月 31 日までの間にあっては、「認知症介護に係る専門的な

研修を修了している者」とあるのは、認知症介護実践リーダー研修の研

修対象者（認知症介護実践者等養成事業実施要綱（平成 21 年３月 26 日

老発第 0326003 号。以下「要綱」という。）４⑴③イに掲げる者）に該

当する者であって、かつ、平成 30 年９月 30 日までの間に当該研修の受

講の申し込みを行っている者を含むものとする。 

④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、

テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション

が可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものと

する。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守するこ

と。 

（新設） 

⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者

等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者

等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑
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な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」、認知症看護に

係る適切な研修を指すものとする。 

な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」を指すものとす

る。ただし、平成 31 年３月 31 日までの間にあっては、「認知症介護の

指導に係る専門的な研修を修了している者」とあるのは、認知症介護指

導者研修の研修対象者（要綱４⑸③において都道府県等から推薦を受け

た者又は介護保険施設・事業所等の長から推薦を受けた者）に該当する

者であって、かつ、平成 30 年９月 30 日までの間に当該研修の受講の申

し込みを行っている者を含むものとする。 

⑥ （略） ⑤ （略） 

⒇ （略） ⒆ （略） 

(21) サービス提供体制強化加算について 

①・② （略） 

⒇ サービス提供体制強化加算について 

①・② （略） 

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものと

する。 

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものと

する。具体的には、平成 21 年４月における勤続年数３年以上の者とは、

平成 21 年３月 31 日時点で勤続年数が３年以上である者をいう。 

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、

同一法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等

においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を

含めることができるものとする。 

⑤・⑥ （略） 

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、

同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等に

おいてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含

めることができるものとする。 

⑤・⑥ （略） 

(22) 介護職員処遇改善加算について 

介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改

善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事

務処理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。 

(21) 介護職員処遇改善加算について 

介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改

善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ

いて」）を参照すること。 

(23) 介護職員等特定処遇改善加算について 

介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員

処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並

びに事務処理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。 

(22) 介護職員等特定処遇改善加算について 

介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員

等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式

例の提示について」）を参照すること。 

３ 短期入所療養介護費 

⑴ 介護老人保健施設における短期入所療養介護 

① 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定するための基準につい

て 

この場合の短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベッドを利

用して行われるものであることから、所定単位数の算定（職員の配置数

の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に係るものを除

３ 短期入所療養介護費 

⑴ 介護老人保健施設における短期入所療養介護 

① 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定するための基準につい

て 

この場合の短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベッドを利

用して行われるものであることから、所定単位数の算定（職員の配置数

の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に係るものを除



14 

 

く。）・夜勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケア加算については、

介護老人保健施設の本体部分と常に一体的な取扱いが行われるものであ

ること。したがって、認知症ケア加算については、６の⒀を、また、緊

急時施設療養費については、６の(32)を準用すること。また、注 14 により、

施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出並びに認知症ケア加算の

届出については、本体施設である介護老人保健施設について行われてい

れば、短期入所療養介護については行う必要がないこと。 

ただし、特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定した場合

は、認知症ケア加算について算定できない。 

また、平成二十七年度よりリハビリテーション機能強化加算を本体報

酬に包括化したことを踏まえ、以下の事項についてあわせて留意すべき

ものであること。 

イ～ヘ （略） 

く。）・夜勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケア加算については、

介護老人保健施設の本体部分と常に一体的な取扱いが行われるものであ

ること。したがって、認知症ケア加算については、６の⑽を、また、緊

急時施設療養費については、６の(26)を準用すること。また、注 14 により、

施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出並びに認知症ケア加算の

届出については、本体施設である介護老人保健施設について行われてい

れば、短期入所療養介護については行う必要がないこと。 

ただし、特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定した場合

は、認知症ケア加算について算定できない。 

また、平成二十七年度よりリハビリテーション機能強化加算を本体報

酬に包括化したことを踏まえ、以下の事項についてあわせて留意すべき

ものであること。 

イ～ヘ （略） 

② 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健施設短期入

所療養介護費（ⅰ）又は（ⅲ）を算定する介護老人保健施設における短期入所

療養介護について 

イ・ロ （略） 

ハ 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準

について 

ａ 施設基準第 14 号イ⑴㈧Ａの基準における居宅とは、病院、診療

所及び介護保険施設を除くものである。また、この基準において、

算定日が属する月の前６月間における退所者のうち、居宅において

介護を受けることとなった者の占める割合については、以下の式に

より計算すること。 

（a）～（d）（略） 

ｂ 施設基準第 14 号イ⑴㈧Ｂの基準における、30・４を当該施設の

入所者の平均在所日数で除して得た数については、短期入所療養介

護の利用者を含まないものとする。また、平均在所日数については、

直近３月間の数値を用いて、以下の式により計算すること。 

（a）～（d） （略） 

ｃ 施設基準第 14 号イ⑴㈧Ｃの基準における、入所者のうち、入所

期間が１月を超えると見込まれる者の入所予定日前 30 日以内又は

入所後７日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅

を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針

② 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健施設短期入

所療養介護費（ⅰ）又は（ⅲ）を算定する介護老人保健施設における短期入所

療養介護について 

イ・ロ （略） 

ハ 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準

について 

ａ 施設基準第 14 号イ⑴㈦Ａの基準における居宅とは、病院、診療

所及び介護保険施設を除くものである。また、この基準において、

算定日が属する月の前６月間における退所者のうち、居宅において

介護を受けることとなった者の占める割合については、以下の式に

より計算すること。 

（a）～（d）（略） 

ｂ 施設基準第 14 号イ⑴㈦Ｂの基準における、30・４を当該施設の

入所者の平均在所日数で除して得た数については、短期入所療養介

護の利用者を含まないものとする。また、平均在所日数については、

直近３月間の数値を用いて、以下の式により計算すること。 

（a）～（d） （略） 

ｃ 施設基準第 14 号イ⑴㈦Ｃの基準における、入所者のうち、入所

期間が１月を超えると見込まれる者の入所予定日前 30 日以内又は

入所後７日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅

を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針
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の決定を行った者の占める割合については、以下の式により計算す

ること。 

（a）～（c） （略） 

（d） （a）において、退所後生活することが見込まれる居宅を訪

問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の

決定を行うこととは、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員等が協力

して、退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、必要な情

報を収集するとともに、当該入所者が退所後生活する居宅の状況

に合わせ、入所者の意向を踏まえ、入浴や排泄等の生活機能につ

いて、入所中に到達すべき改善目標を定めるとともに当該目標に

到達するために必要な事項について入所者及びその家族等に指

導を行い、それらを踏まえ退所を目的とした施設サービス計画の

策定及び診療方針の決定を行うことである。また、指導日及び指

導内容の要点については診療録等に記載すること。 

（e） （略） 

ｄ 施設基準第 14 号イ⑴㈧Ｄの基準における、新規退所者のうち、

入所期間が１月を超えると見込まれる者の退所前 30 日以内又は退

所後 30 日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を

訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行

った者の占める割合については、以下の式により計算すること。 

（a）～（c） （略） 

（d） （a）において、退所後の療養上の指導とは、医師、看護職

員、支援相談員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄

養士、介護支援専門員等が協力して、退所後生活することが見込

まれる居宅を訪問し、①食事、入浴、健康管理等居宅療養に関す

る内容、②退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及

び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、

食事訓練、排泄訓練の内容、③家屋の改善の内容及び④退所する

者の介助方法の内容について必要な情報を収集するとともに、必

要な事項について入所者及びその家族等に指導を行うことをい

う。また、指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載すること。 

なお、同一の入所者について、当該退所後の療養上の指導のた

めの訪問と施設基準第 14 号イ⑴㈧Ｃで規定する退所を目的とし

の決定を行った者の占める割合については、以下の式により計算す

ること。 

（a）～（c） （略） 

（d） （a）において、退所後生活することが見込まれる居宅を訪

問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の

決定を行うこととは、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、栄養士、介護支援専門員等が協力して、

退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、必要な情報を収

集するとともに、当該入所者が退所後生活する居宅の状況に合わ

せ、入所者の意向を踏まえ、入浴や排泄等の生活機能について、

入所中に到達すべき改善目標を定めるとともに当該目標に到達

するために必要な事項について入所者及びその家族等に指導を

行い、それらを踏まえ退所を目的とした施設サービス計画の策定

及び診療方針の決定を行うことである。また、指導日及び指導内

容の要点については診療録等に記載すること。 

（e） （略） 

ｄ 施設基準第 14 号イ⑴㈦Ｄの基準における、新規退所者のうち、

入所期間が１月を超えると見込まれる者の退所前 30 日以内又は退

所後 30 日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を

訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行

った者の占める割合については、以下の式により計算すること。 

（a）～（c） （略） 

（d） （a）において、退所後の療養上の指導とは、医師、看護職

員、支援相談員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、

介護支援専門員等が協力して、退所後生活することが見込まれる

居宅を訪問し、①食事、入浴、健康管理等居宅療養に関する内容、

②退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上

を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事

訓練、排泄訓練の内容、③家屋の改善の内容及び④退所する者の

介助方法の内容について必要な情報を収集するとともに、必要な

事項について入所者及びその家族等に指導を行うことをいう。ま

た、指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載すること。 

なお、同一の入所者について、当該退所後の療養上の指導のた

めの訪問と施設基準第 14 号イ⑴㈦Ｃで規定する退所を目的とし
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た施設サービス計画の策定及び診療方針を決定するための訪問

を同一日に行った場合には、ｄ（a）の（ⅰ）に掲げる数には含めな

い。 

（e） （略） 

ｅ 施設基準第 14 号イ⑴㈧Ｅの基準については、当該施設において、

算定日が属する月の前３月間に提供実績のある訪問リハビリテー

ション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護の種類数を

用いること。 

ただし、当該施設と同一敷地内又は隣接若しくは近接する敷地の

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、相互に

職員の兼務や施設の共用等が行われているものにおいて、算定日が

属する月の前３月間に提供実績のある訪問リハビリテーション、通

所リハビリテーション及び短期入所療養介護の種類数を含むこと

ができる。 

ｆ 施設基準第 14 号イ⑴㈧Ｆの基準における、常勤換算方法で算定

したリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士（以下「理学療法士等」という。）の数を入所者の数で除

した数に 100を乗じた数については、以下の式により計算すること。 

（a）～（d） （略） 

ｇ 施設基準第 14 号イ⑴㈧Ｇの基準において、常勤換算方法で算定

した支援相談員の数を入所者の数で除した数に 100を乗じた数につ

いては、以下の式により計算すること。 

（a）～（c） 

ｈ 施設基準第 14 号イ⑴㈧Ｈの基準における、入所者のうち要介護

状態区分が要介護４又は要介護５の者の占める割合については、以

下の式により計算すること。 

（a）（略） 

ｉ 施設基準第 14 号イ⑴㈧Ｉの基準における、入所者のうち、喀痰

吸引が実施された者の占める割合については、以下の式により計算

すること。 

（a） （略） 

ｊ 施設基準第 14 号イ⑴㈧Ｊの基準における、入所者のうち、経管

栄養が実施された者の占める割合については、以下の式により計算

すること。 

た施設サービス計画の策定及び診療方針を決定するための訪問

を同一日に行った場合には、ｄ（a）の（ⅰ）に掲げる数には含めな

い。 

（e） （略） 

ｅ 施設基準第 14 号イ⑴㈦Ｅの基準については、当該施設において、

算定日が属する月の前３月間に提供実績のある訪問リハビリテー

ション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護の種類数を

用いること。 

ただし、当該施設と同一敷地内又は隣接若しくは近接する敷地の

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、相互に

職員の兼務や施設の共用等が行われているものにおいて、算定日が

属する月の前３月間に提供実績のある訪問リハビリテーション、通

所リハビリテーション及び短期入所療養介護の種類数を含むこと

ができる。 

ｆ 施設基準第 14 号イ⑴㈦Ｆの基準における、常勤換算方法で算定

したリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士（以下「理学療法士等」という。）の数を入所者の数で除

した数に 100を乗じた数については、以下の式により計算すること。 

（a）～（d） （略） 

ｇ 施設基準第 14 号イ⑴㈦Ｇの基準において、常勤換算方法で算定

した支援相談員の数を入所者の数で除した数に 100を乗じた数につ

いては、以下の式により計算すること。 

（a）～（c） 

ｈ 施設基準第 14 号イ⑴㈦Ｈの基準における、入所者のうち要介護

状態区分が要介護４又は要介護５の者の占める割合については、以

下の式により計算すること。 

（a）（略） 

ｉ 施設基準第 14 号イ⑴㈦Ｉの基準における、入所者のうち、喀痰

吸引が実施された者の占める割合については、以下の式により計算

すること。 

（a） （略） 

ｊ 施設基準第 14 号イ⑴㈦Ｊの基準における、入所者のうち、経管

栄養が実施された者の占める割合については、以下の式により計算

すること。 
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（a） （略） 

③ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）について 

イ ３⑴②ハを準用する。 

ロ 「地域に貢献する活動」とは、以下の考え方によるものとする。 

（a） 地域との連携については、介護老人保健施設の人員、施設及

び設備並びに運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 40 号。以下

「介護老人保健施設基準」という。）第 35 条において、地域住民又

はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流

に努めなければならないと定めているところであるが、当該基準に

おいては、自らの創意工夫によって更に地域に貢献する活動を行う

こと。 

（b） （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

④ 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健施設短期入

所療養介護費（ⅱ）又は（ⅳ）を算定する介護老人保健施設における短期入所

療養介護について 

イ 所定単位数の算定区分について 

当該介護老人保健施設における短期入所療養介護について、適用す

べき所定単位数の算定区分については、月の末日において、それぞれ

の算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満た

さなくなった月の翌々月に変更の届出を行い、当該月から、介護老人

保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健施設短期入所療養介

護費（ⅰ）若しくは（ⅲ）、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

（Ⅰ）のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（ⅰ）若しく

は経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（ⅰ）、介護老

人保健施設短期入所療養介護費（Ⅳ）の介護老人保健施設短期入所療養

介護費（ⅰ）若しくは（ⅱ）又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養

介護費（Ⅳ）のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費若しく

は経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定す

（a） （略） 

③ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）について 

イ ３⑴②ハを準用する。 

ロ 「地域に貢献する活動」とは、以下の考え方によるものとする。 

（a） 地域との連携については、基準省令第 35 条において、地域住

民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との

交流に努めなければならないと定めているところであるが、当該基

準においては、自らの創意工夫によって更に地域に貢献する活動を

行うこと。 

 

 

（b） （略） 

（c） 当該基準については、平成 30 年度に限り、平成 31 年度中に

当該活動を実施する場合を含むものとしているところであるが、各

施設において地域の実情に合わせた検討を行い、可能な限り早期か

ら実施することが望ましいものであること。また、既に当該基準に

適合する活動を実施している介護老人保健施設においては、更に創

意工夫を行うよう努めることが望ましい。 

④ 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健施設短期入

所療養介護費（ⅱ）又は（ⅳ）を算定する介護老人保健施設における短期入所

療養介護について 

イ 所定単位数の算定区分について 

当該介護老人保健施設における短期入所療養介護について、適用す

べき所定単位数の算定区分については、月の末日において、それぞれ

の算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満た

さなくなった月の翌々月に変更の届出を行い、当該月から、介護老人

保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健施設短期入所療養介

護費（ⅰ）若しくは（ⅲ）、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護

費（Ⅰ）のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（ⅰ）若しくは

（ⅲ）、介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅳ）の介護老人保健施設短

期入所療養介護費（ⅰ）若しくは（ⅱ）又はユニット型介護老人保健施設短

期入所療養介護費（Ⅳ）のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介

護費（ⅰ）若しくは（ⅱ）を算定することとなる。（ただし、翌月の末日に

おいて当該施設基準を満たしている場合を除く。） 
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ることとなる。（ただし、翌月の末日において当該施設基準を満たし

ている場合を除く。） 

ロ・ハ （略） 

⑤ （略） 

⑥ 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）若しくは介護老人保健施設

短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養

介護費（Ⅱ）若しくはユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）

を算定する介護老人保健施設（以下この号において「介護療養型老人保

健施設」という。）における短期入所療養介護について 

イ 所定単位数の算定区分について 

介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護について、適用

すべき所定単位数の算定区分については、それぞれの算定区分に係る

施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなくなった事実

が発生した月の翌月に変更の届出を行い、当該月から、介護老人保健

施設短期入所療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健施設短期入所療養介護費

（ⅰ）から（ⅳ）、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）のユ

ニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費若しくは経過的ユニ

ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費の（ⅰ）若しくは（ⅱ）、介護

老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅳ）の介護老人保健施設短期入所療

養介護費（ⅰ）若しくは（ⅱ）又はユニット型介護老人保健施設短期入所療

養介護費（Ⅳ）のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費若し

くは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定

することとなる。 

ロ～ニ （略） 

 

 

ロ・ハ （略） 

⑤ （略） 

⑥ 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）若しくは介護老人保健施設

短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養

介護費（Ⅱ）若しくはユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）

を算定する介護老人保健施設（以下この号において「介護療養型老人保

健施設」という。）における短期入所療養介護について 

イ 所定単位数の算定区分について 

介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護について、適用

すべき所定単位数の算定区分については、それぞれの算定区分に係る

施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなくなった事実

が発生した月の翌月に変更の届出を行い、当該月から、介護老人保健

施設短期入所療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健施設短期入所療養介護費

（ⅰ）から（ⅳ）、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）のユ

ニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（ⅰ）から（ⅳ）、介護老人

保健施設短期入所療養介護費（Ⅳ）の介護老人保健施設短期入所療養介

護費（ⅰ）若しくは（ⅱ）又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介

護費（Ⅳ）のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（ⅰ）若しく

は（ⅱ）を算定することとなる。 

 

 

ロ～ニ （略） 

⑵～⑷ （略） ⑵～⑷ （略） 

⑸ 総合医学管理加算 

① 本加算は、居宅サービス計画において当該日に短期入所を利用するこ

とが計画されていない居宅要介護者に対して、居宅サービス計画を担当

する居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携し、利用者又は家族の

同意の上、治療管理を目的として、指定短期入所療養介護事業所により

短期入所療養介護が行われた場合に７日を限度として算定できる。 

利用にあたり、医療機関における対応が必要と判断される場合にあっ

ては、速やかに医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医

療が受けられるように取りはからう必要がある。 

（新設） 
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② 利用にあたり、診断等に基づき、診療方針を定め、治療管理として投

薬、検査、注射、処置等を行うこと。 

③ 算定する場合にあっては、診療方針、診断名、診断を行った日、実施

した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。 

④ 利用終了日から７日以内に、利用者の主治の医師に対して、利用者の

同意を得て、診療状況を示す文書を交付すること。また、交付した文書

の写しを診療録に添付するとともに、主治の医師からの当該利用者に係

る問合せに対しては、懇切丁寧に対応するものとする。 

⑤ 主治の医師への文書の交付がない場合には、利用期間中を通じて、算

定できなくなることに留意すること。ただし、利用者又はその家族の同

意が得られない場合は、この限りではない。 

⑥ 利用中に入院することとなった場合は、医療機関に診療状況を示す文

書を添えて必要な情報提供を行った場合に限り、入院した日を除いて算

定できる。 

⑦ 緊急時施設療養費を算定した場合には、本加算は算定できないもので

あること。 

⑹ 病院又は診療所における短期入所療養介護 

① 療養病床（医療法等の一部を改正する法律（平成 12 年法律第 141 号）

附則第２条第３項第５号に規定する経過的旧療養型病床群を含む。以下

同じ。）を有する病院、病床を有する診療所、老人性認知症疾患療養病

棟を有する病院における短期入所療養介護 

イ 指定介護療養型医療施設の病床であって、介護療養施設サービスが

行われるもの（以下「介護保険適用病床」という。）における短期入

所療養介護については、所定単位数の算定（職員の配置数の算定）並

びに定員超過利用、夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及

び加算については、本体施設と常に一体的な取扱いが行われるもので

あり、７の⑴、⑶から⑺まで、⑽①、③及び⑤並びに⒁を準用するこ

と。この場合、７の⑽①及び⑤の準用に際しては「医師及び介護支援

専門員」とあるのは、「医師」と読み替えるものとする。 

⑸ 病院又は診療所における短期入所療養介護 

① 療養病床（医療法等の一部を改正する法律（平成 12 年法律第 141 号）

附則第２条第３項第５号に規定する経過的旧療養型病床群を含む。以下

同じ。）を有する病院、病床を有する診療所、老人性認知症疾患療養病

棟を有する病院における短期入所療養介護 

イ 指定介護療養型医療施設の病床であって、介護療養施設サービスが

行われるもの（以下「介護保険適用病床」という。）における短期入

所療養介護については、所定単位数の算定（職員の配置数の算定）並

びに定員超過利用、夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及

び加算については、本体施設と常に一体的な取扱いが行われるもので

あり、７の⑴、⑶から⑺まで、⑼①、③及び⑤並びに⒀を準用するこ

と。この場合、７の⑼①及び⑤の準用に際しては「医師及び介護支援

専門員」とあるのは、「医師」と読み替えるものとする。 

ロ 医療保険適用病床における短期入所療養介護についても、夜勤体制

による加算及び減算並びに療養環境による減算については、介護保険

適用病床における短期入所療養介護の場合と同様に行うものとする。

また、適用すべき所定単位数（人員配置）については、人員配置の算

定上、配置されている看護職員を適宜介護職員とみなすことにより、

ロ 医療保険適用病床における短期入所療養介護についても、夜勤体制

による加算及び減算並びに療養環境による減算については、介護保険

適用病床における短期入所療養介護の場合と同様に行うものとする。

また、適用すべき所定単位数（人員配置）については、人員配置の算

定上、配置されている看護職員を適宜介護職員とみなすことにより、
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最も有利な所定単位数を適用することとする。例えば、60 床の病棟で、

看護職員が 12 人、介護職員が 13 人配置されていて、診療報酬上、看

護職員５：１（12 人以上）、介護職員５：１（12 人以上）の点数を算

定している場合については、看護職員のうち２人を介護職員とみなす

ことにより、短期入所療養介護については看護職員６：１（10 人以上）、

介護職員４：１（15 人以上）に応じた所定単位数が適用されるもので

あること。なお、７の⑴、⑶から⑺まで、⑽①、③及び⑤並びに⒁は、

医療保険適用病床の短期入所療養介護についても準用する。この場

合、７の⑽①及び⑤の準用に際しては「医師及び介護支援専門員」と

あるのは、「医師」と読み替えるものとする。 

最も有利な所定単位数を適用することとする。例えば、60 床の病棟で、

看護職員が 12 人、介護職員が 13 人配置されていて、診療報酬上、看

護職員５：１（12 人以上）、介護職員５：１（12 人以上）の点数を算

定している場合については、看護職員のうち２人を介護職員とみなす

ことにより、短期入所療養介護については看護職員６：１（10 人以上）、

介護職員４：１（15 人以上）に応じた所定単位数が適用されるもので

あること。なお、７の⑴、⑶から⑺まで、⑼①、③及び⑤並びに⒀は、

医療保険適用病床の短期入所療養介護についても準用する。この場

合、７の⑼①及び⑤の準用に際しては「医師及び介護支援専門員」と

あるのは、「医師」と読み替えるものとする。 

ハ～ト （略） ハ～ト （略） 

② 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)若しくは

(Ⅱ)(ⅱ)若しくは(ⅳ)又はユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)若

しくは(Ⅲ)若しくは経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費

(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)を算定するための基準について 

イ～ニ （略） 

ホ 施設基準第 14 号ニ⑵㈡ｂの「経管栄養」の実施とは、経鼻経管又

は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ただし、過去１年

間に経管栄養が実施されていた者（入院期間が１年以上である入院患

者にあっては、当該入院期間中（入院時を含む。）に経管栄養が実施

されていた者）であって、経口維持加算を算定している者又は管理栄

養士が栄養ケア・マネジメントを実施する者（令和２年度以前におい

ては、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されていた者）

は、経管栄養が実施されている者として取り扱うものとすること。「喀

痰吸引」の実施とは、過去１年間に喀痰吸引が実施されていた者（入

院期間が１年以上である入院患者にあっては、当該入院期間中（入院

時を含む。）に喀痰吸引が実施されていた者）であって、口腔衛生管

理加算を算定されている者又は平成 27 年度から令和２年度の口腔衛

生管理体制加算の算定要件を満たしている者（平成 26 年度以前にお

いては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定

されていた者及び平成 27 年度から令和２年度においては口腔衛生管

理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者）については、

喀痰吸引が実施されている者として取り扱うものとすること。「イン

スリン注射」の実施においては、自ら実施する者は除くものであるこ

② 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)若しくは

(Ⅱ)(ⅱ)若しくは(ⅳ)又はユニット型病院療養病床短期入所療養介護費

(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅴ)若しくは(Ⅵ)を算定するための基準について 

 

イ～ニ （略） 

ホ 施設基準第 14 号ニ⑵㈡ｂの「経管栄養」の実施とは、経鼻経管又

は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ただし、過去１年

間に経管栄養が実施されていた者（入院期間が１年以上である入院患

者にあっては、当該入院期間中（入院時を含む。）に経管栄養が実施

されていた者）であって、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を

算定されている者については、経管栄養が実施されている者として取

り扱うものとすること。「喀痰吸引」の実施とは、過去１年間に喀痰

吸引が実施されていた者（入院期間が１年以上である入院患者にあっ

ては、当該入院期間中（入院時を含む。）に喀痰吸引が実施されてい

た者）であって、口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定

されている者（平成 26 年度以前においては、口腔機能維持管理加算

又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者）については、喀

痰吸引が実施されている者として取り扱うものとすること。「インス

リン注射」の実施においては、自ら実施する者は除くものであること。

同一の者について、例えば、「喀痰吸引」と「経管栄養」の両方を実

施している場合、二つの処置を実施しているため、喀痰吸引と経管栄

養を実施しているそれぞれの人数に含めること。 
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と。同一の者について、例えば、「喀痰吸引」と「経管栄養」の両方

を実施している場合、二つの処置を実施しているため、喀痰吸引と経

管栄養を実施しているそれぞれの人数に含めること。 

ヘ （略） 

ト 施設基準第 14 号ニ⑵㈢の基準については、同号ニ⑵㈢ａからｃま

でのすべてに適合する入院患者等の入院延べ日数が、全ての入院患者

等の入院延べ日数に占める割合が、基準を満たすものであること。当

該割合の算出にあたっては、小数点第３位以下は切り上げるものとす

る。ただし、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来

院が見込めないような場合も、医師、看護職員、介護職員等が入院患

者等の状態等に応じて随時、入院患者等に対するターミナルケアにつ

いて相談し、共同してターミナルケアを行っていると認められる場合

を含む。この場合には、適切なターミナルケアが行われていることが

担保されるよう、職員間の相談日時、内容等を記録するとともに、本

人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来院がなかった旨を

記載しておくことが必要である。ターミナルケアにあたっては、厚生

労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する

ガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケア

の方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要

な情報の共有等の支援に努めること。 

ヘ （略） 

ト 施設基準第 14 号ニ⑵㈢の基準については、同号ニ⑵㈢ａからｃま

でのすべてに適合する入院患者等の入院延べ日数が、全ての入院患者

等の入院延べ日数に占める割合が、基準を満たすものであること。当

該割合の算出にあたっては、小数点第３位以下は切り上げるものとす

る。ただし、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来

院が見込めないような場合も、医師、看護職員、介護職員等が入院患

者等の状態等に応じて随時、入院患者等に対するターミナルケアにつ

いて相談し、共同してターミナルケアを行っていると認められる場合

を含む。この場合には、適切なターミナルケアが行われていることが

担保されるよう、職員間の相談日時、内容等を記録するとともに、本

人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来院がなかった旨を

記載しておくことが必要である。 

チ・リ （略） 

③ 診療所短期入所療養介護費（Ⅰ）（ⅱ）、（ⅲ）、（ⅴ）、若しくは（ⅵ）又はユニット

型診療所短期入所療養介護費（Ⅱ）若しくは（Ⅲ）若しくは経過的ユニット型

診療所短期入所療養介護費（Ⅱ）若しくは（Ⅲ）を算定するための基準につい

て 

（略） 

 (6-1) 介護医療院における短期入所療養介護 

① （略） 

② Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模介護医療院以外の

介護医療院が行う短期入所療養介護の場合）又はユニット型Ⅰ型介護医

療院短期入所療養介護費（併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユ

ニット型介護医療院が行う短期入所療養介護の場合）を算定するための

基準について 

イ～ホ （略） 

チ・リ （略） 

③ 診療所短期入所療養介護費（Ⅰ）（ⅱ）、（ⅲ）、（ⅴ）、若しくは（ⅵ）又はユニット

型診療所短期入所療養介護費（Ⅱ）（Ⅲ）（Ⅴ）若しくは（Ⅵ）を算定するための基

準について 

 

（略） 

 (5-1) 介護医療院における短期入所療養介護 

① （略） 

② Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模介護医療院以外の

介護医療院が行う短期入所療養介護の場合）又はユニット型Ⅰ型介護医

療院短期入所療養介護費（併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユ

ニット型介護医療院が行う短期入所療養介護の場合）を算定するための

基準について 

イ～ホ （略） 
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へ 施設基準第 14 号ヨ⑴㈠ｈⅱ又は施設基準第 14 号ヨ⑵㈠ｂⅱの「経

管栄養」の実施とは、経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養

の実施を指す。ただし、過去１年間に経管栄養が実施されていた者（入

所期間が１年以上である入所者にあっては、当該入所期間中（入所時

を含む。）に経管栄養が実施されていた者）であって、経口維持加算

を算定している者又は管理栄養士が栄養ケア・マネジメントを実施す

る者（令和 2年度以前においては、経口維持加算又は栄養マネジメン

ト加算を算定されていた者）は、経管栄養が実施されている者として

取り扱うものとすること。「喀痰吸引」の実施とは、過去１年間に喀

痰吸引が実施されていた者（入所期間が１年以上である入所者にあっ

ては、当該入所期間中（入所時を含む。）に喀痰吸引が実施されてい

た者）であって、口腔衛生管理加算を算定されている者又は平成 30

年度から令和２年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たして

いる者(平成30年度から令和２年度においては口腔衛生管理加算又は

口腔衛生管理体制加算を算定されていた者)については、喀痰吸引が

実施されている者として取り扱うものとすること。「インスリン注射」

の実施においては、自ら実施する者は除くものであること。同一の者

について、例えば、「喀痰吸引」と「経管栄養」の両方を実施してい

る場合、二つの処置を実施しているため、喀痰吸引と経管栄養を実施

しているそれぞれの人数に含めること。 

へ 施設基準第 14 号ヨ⑴㈠ｈⅱ又は施設基準第 14 号ヨ⑵㈠ｂⅱの「経

管栄養」の実施とは、経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養

の実施を指す。ただし、過去１年間に経管栄養が実施されていた者（入

所期間が１年以上である入所者にあっては、当該入所期間中（入所時

を含む。）に経管栄養が実施されていた者）であって、経口維持加算

又は栄養マネジメント加算を算定されている者については、経管栄養

が実施されている者として取り扱うものとすること。「喀痰吸引」の

実施とは、過去１年間に喀痰吸引が実施されていた者（入所期間が１

年以上である入所者にあっては、当該入所期間中（入所時を含む。）

に喀痰吸引が実施されていた者）であって、口腔衛生管理加算又は口

腔衛生管理体制加算を算定されている者については、喀痰吸引が実施

されている者として取り扱うものとすること。「インスリン注射」の

実施においては、自ら実施する者は除くものであること。同一の者に

ついて、例えば、「喀痰吸引」と「経管栄養」の両方を実施している

場合、二つの処置を実施しているため、喀痰吸引と経管栄養を実施し

ているそれぞれの人数に含めること。 

ト （略） 

チ 施設基準第 14号ヨ⑴㈠ｉ又は施設基準第 14号ヨ⑵㈠ｃの基準につ

いては、同号ⅰからⅲまでのすべてに適合する入所者等の入所延べ日

数が、全ての入所者等の入所延べ日数に占める割合が、基準を満たす

ものであること。当該割合の算出にあたっては、小数点第３位以下は

切り上げるものとする。ただし、本人が十分に判断をできる状態にな

く、かつ、家族の来所が見込めないような場合も、医師、看護職員、

介護職員等が入所者等の状態等に応じて随時、入所者等に対するター

ミナルケアについて相談し、共同してターミナルケアを行っていると

認められる場合を含む。この場合には、適切なターミナルケアが行わ

れていることが担保されるよう、職員間の相談日時、内容等を記録す

るとともに、本人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来所

がなかった旨を記載しておくことが必要である。ターミナルケアにあ

たっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プ

ト （略） 

チ 施設基準第 14号ヨ⑴㈠ｉ又は施設基準第 14号ヨ⑵㈠ｃの基準につ

いては、同号ⅰからⅲまでのすべてに適合する入所者等の入所延べ日

数が、全ての入所者等の入所延べ日数に占める割合が、基準を満たす

ものであること。当該割合の算出にあたっては、小数点第３位以下は

切り上げるものとする。ただし、本人が十分に判断をできる状態にな

く、かつ、家族の来所が見込めないような場合も、医師、看護職員、

介護職員等が入所者等の状態等に応じて随時、入所者等に対するター

ミナルケアについて相談し、共同してターミナルケアを行っていると

認められる場合を含む。この場合には、適切なターミナルケアが行わ

れていることが担保されるよう、職員間の相談日時、内容等を記録す

るとともに、本人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来所

がなかった旨を記載しておくことが必要である。 
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ロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重

した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及び

その家族と必要な情報の共有等の支援に努めること。 

リ 施設基準第 14 号ヨ⑴㈠ｆにおける「生活機能を維持改善するリハ

ビリテーション」とは、以下の考え方によるものとする。 

ａ （略） 

ｂ 生活機能を維持改善するリハビリテーションについても、「リハ

ビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する

事務処理手順例及び様式例の提示について」（平成 18 年３月 27 日

老老発 0327001）の考え方は適用されるものである。具体的には、

入所者等ごとに解決すべき日常生活動作上の課題の把握（アセスメ

ント）を適切に行い、改善に係る目標を設定し、計画を作成した上

で、当該目標を達成するために必要なリハビリテーションを、機能

訓練室の内外を問わず、また時間にこだわらず療養生活の中で随時

行い、入所者等の生活機能の維持改善に努めなければならないこ

と。 

ヌ 施設基準第 14 号ヨ⑴㈠ｇにおける「地域に貢献する活動」とは、

以下の考え方によるものとする。 

ａ 地域との連携については、介護医療院の人員、施設及び設備並び

に運営に関する基準（平成 30 年厚労省令第５号。以下「介護医療

院基準」という。）第 39 条において、地域住民又はその自発的な活

動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければな

らないと定めているところであるが、Ⅰ型介護医療院短期入所療養

介護費（Ⅰ）を算定すべき介護医療院においては、自らの創意工夫に

よって更に地域に貢献する活動を行うこと。 

ｂ （略） 

（削る） 

リ 施設基準第 14 号ヨ⑴㈠ｆにおける「生活機能を維持改善するリハ

ビリテーション」とは、以下の考え方によるものとする。 

ａ （略） 

ｂ 生活機能を維持改善するリハビリテーションについても、「リハ

ビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する

事務処理手順例及び様式例の提示について」（平成 18 年３月 27 日

老老発 0327001）の考え方は適用されるものである。具体的には、

入所者等ごとに解決すべき日常生活動作上の課題の把握（アセスメ

ント）を適切に行い、改善に係る目標を設定し、計画を作成した上

で、当該目標を達成するために必要なリハビリテーションを、機能

訓練室の内外を問わず、また時間にこだわらず療養生活の中で随時

行い、入所者等の生活機能の維持改善に努めなければならないこ

と。 

ヌ 施設基準第 14 号ヨ⑴㈠ｇにおける「地域に貢献する活動」とは、

以下の考え方によるものとする。 

ａ 地域との連携については、基準省令第 39 条において、地域住民

又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交

流に努めなければならないと定めているところであるが、Ⅰ型介護

医療院短期入所療養介護費（Ⅰ）を算定すべき介護医療院においては、

自らの創意工夫によって更に地域に貢献する活動を行うこと。 

 

 

ｂ （略） 

ｃ 当該基準については、平成 30 年度に限り、平成 31 年度中に当該

活動を実施する場合を含むものとしているところであるが、各施設

において地域の実情に合わせた検討を行い、可能な限り早期から実

施することが望ましいものであること。また、既に当該基準に適合

する活動を実施している介護医療院においては、更に創意工夫を行

うよう努めることが望ましい。 

③ （略） 

④ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模介護医療院以外の

③ （略） 

④ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模介護医療院以外の
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介護医療院が行う短期入所療養介護の場合）又はユニット型Ⅱ型介護医

療院短期入所療養介護費（併設型小規模ユニット型介護医療院以外の介

護医療院が行う短期入所療養介護の場合）を算定するための基準につい

て 

イ～ハ （略） 

ニ 施設基準第 14 号タ⑴㈠ｅⅱの「経管栄養」の実施とは、経鼻経管

又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ただし、過去１

年間に経管栄養が実施されていた者（入所期間が１年以上である入所

者にあっては、当該入所期間中（入所時を含む。）に経管栄養が実施

されていた者）であって、経口維持加算を算定している者又は管理栄

養士が栄養ケア・マネジメントを実施する者（令和 2年度以前におい

ては、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されていた者）

は、経管栄養が実施されている者として取り扱うものとすること。「喀

痰吸引」の実施とは、過去１年間に喀痰吸引が実施されていた者（入

所期間が１年以上である入所者にあっては、当該入所期間中（入所時

を含む。）に喀痰吸引が実施されていた者）であって、口腔衛生管理

加算を算定されている者又は平成 30 年度から令和２年度の口腔衛生

管理体制加算の算定要件を満たしている者(平成30年度から令和２年

度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定さ

れていた者)については、喀痰吸引が実施されている者として取り扱

うものとすること。同一の者について、例えば、「喀痰吸引」と「経

管栄養」の両方を実施している場合、二つの処置を実施しているため、

喀痰吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数に含める。 

介護医療院が行う短期入所療養介護の場合）又はユニット型Ⅱ型介護医

療院短期入所療養介護費（併設型小規模ユニット型介護医療院以外の介

護医療院が行う短期入所療養介護の場合）を算定するための基準につい

て 

イ～ハ （略） 

ニ 施設基準第 14 号タ⑴㈠ｅⅱの「経管栄養」の実施とは、経鼻経管

又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ただし、過去１

年間に経管栄養が実施されていた者（入所期間が１年以上である入所

者にあっては、当該入所期間中（入所時を含む。）に経管栄養が実施

されていた者）であって、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を

算定されているものについては、経管栄養が実施されている者として

取り扱うものとすること。「喀痰吸引」の実施とは、過去１年間に喀

痰吸引が実施されていた者（入所期間が１年以上である入所者にあっ

ては、当該入所期間中（入所時を含む。）に喀痰吸引が実施されてい

た者）であって、口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定

されている者については、喀痰吸引が実施されている者として取り扱

うものとすること。同一の者について、例えば、「喀痰吸引」と「経

管栄養」の両方を実施している場合、二つの処置を実施しているため、

喀痰吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数に含める。 

 

ホ・ヘ （略） 

⑤ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模介護医療院が行う

短期入所療養介護の場合）又はユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養

介護費（併設型小規模ユニット型介護医療院が行う短期入所療養介護の

場合）を算定するための基準について 

イ～ハ （略） 

ニ 施設基準第 14 号タ⑴㈡ｄⅱの「経管栄養」の実施とは、経鼻経管

又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ただし、過去１

年間に経管栄養が実施されていた者（入所期間が１年以上である入所

者にあっては、当該入所期間中（入所時を含む。）に経管栄養が実施

されていた者）であって、経口維持加算を算定している者又は管理栄

ホ・ヘ （略） 

⑤ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費（併設型小規模介護医療院が行う

短期入所療養介護の場合）又はユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養

介護費（併設型小規模ユニット型介護医療院が行う短期入所療養介護の

場合）を算定するための基準について 

イ～ハ （略） 

ニ 施設基準第 14 号タ⑴㈡ｄⅱの「経管栄養」の実施とは、経鼻経管

又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ただし、過去１

年間に経管栄養が実施されていた者（入所期間が１年以上である入所

者にあっては、当該入所期間中（入所時を含む。）に経管栄養が実施

されていた者）であって、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を
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養士が栄養ケア・マネジメントを実施する者（令和 2年度以前におい

ては、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されていた者）

は、経管栄養が実施されている者として取り扱うものとすること。「喀

痰吸引」の実施とは、過去１年間に喀痰吸引が実施されていた者（入

所期間が１年以上である入所者にあっては、当該入所期間中（入所時

を含む。）に喀痰吸引が実施されていた者）であって、口腔衛生管理

加算を算定されている者又は平成 30 年度から令和２年度の口腔衛生

管理体制加算の算定要件を満たしている者(平成30年度から令和２年

度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定さ

れていた者)については、喀痰吸引が実施されている者として取り扱

うものとすること。同一の者について、例えば、「喀痰吸引」と「経

管栄養」の両方を実施している場合、二つの処置を実施しているため、

喀痰吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数に含める。 

算定されているものについては、経管栄養が実施されている者として

取り扱うものとすること。「喀痰吸引」の実施とは、過去１年間に喀

痰吸引が実施されていた者（入所期間が１年以上である入所者にあっ

ては、当該入所期間中（入所時を含む。）に喀痰吸引が実施されてい

た者）であって、口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定

されている者については、喀痰吸引が実施されている者として取り扱

うものとすること。同一の者について、例えば、「喀痰吸引」と「経

管栄養」の両方を実施している場合、二つの処置を実施しているため、

喀痰吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数に含める。 

ホ・ヘ （略） 

⑥～⑧ （略） 

⑺ 指定短期入所療養介護費を算定するための基準について 

イ 指定短期入所療養介護費は、施設基準第 15 号に規定する基準に従い、

以下の通り、算定すること。 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 施設基準第 15 号ハに規定する指定短期入所療養介護費 

短期入所療養介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健施

設基準第 41 条第２項第１号イ⑶、介護医療院基準第 45 条第２項１号

イ⑶又は健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第 83号）

附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平

成 11 年厚生省令第 41 号。以下「指定介護療養型医療施設基準」とい

う。）第 39 条第２項第１号イ⑶、第 40 条第２項第１号イ⑶若しくは

第 41 条第２項第１号イ⑶を満たすものに限る。）（｢ユニット型個室」

という。）の利用者に対して行われるものであること。 

 

 

ｄ 施設基準第 15 号ニに規定する指定短期入所療養介護費 

短期入所療養介護が、ユニットに属する療養室等（指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省

ホ・ヘ （略） 

⑥～⑧ （略） 

⑹ 指定短期入所療養介護費を算定するための基準について 

イ 指定短期入所療養介護費は、施設基準第 15 号に規定する基準に従い、

以下の通り、算定すること。 

ａ・ｂ （略） 
ｃ 施設基準第 15 号ハに規定する指定短期入所療養介護費 

短期入所療養介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健施

設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 11 年厚生省

令第 40 号。以下「介護老人保健施設基準」という。）第 41 条第２項

第１号イ⑶（ⅰ）又は健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18 年法

律第 83 号）附則第 130 条の２第１項の規定によりなおその効力を有

するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関

する基準（平成 11 年厚生省令第 41 号。以下「指定介護療養型医療施

設基準」という。）第 39 条第２項第１号イ⑶（ⅰ）、第 40 条第２項第１

号イ⑶（ⅰ）若しくは第 41 条第２項第１号イ⑶（ⅰ）を満たすものに限る。）

（｢ユニット型個室」という。）の利用者に対して行われるものである

こと。 

ｄ 施設基準第 15 号ニに規定する指定短期入所療養介護費 

短期入所療養介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健施

設基準第 41 条第２項第１号イ⑶（ⅱ）又は指定介護療養型医療施設基準
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令（令和３年厚生労働省令第９号。以下「令和３年改正省令」という。）

による改正前の介護老人保健施設基準第 41 条第２項第１号イ⑶（ⅱ）、

令和３年改正省令による改正前の介護医療院基準第 45 条第２項第１

号イ⑶（ⅱ）又は令和３年改正省令による改正前の指定介護療養型医療

施設基準第 39 条第２項第１号イ⑶（ⅱ）、第 40 条第２項第１号イ⑶（ⅱ）

若しくは第 41 条第２項第１号イ⑶（ⅱ）（指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成 17

年厚生労働省令第 139 号。以下「指定居宅サービス基準改正省令」と

いう。）附則第５条第１項又は第７条第１項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）を満たすものに限るものとし、介護老人保健

施設基準第 41 条第２項第１号イ⑶又は指定介護療養型医療施設基準

第 39 条第２項第１号イ⑶、第 40 条第２項第１号イ⑶若しくは第 41

条第２項第１号イ⑶を満たすものを除く。）の利用者に対して行われ

るものであること。 

ロ （略） 

第 39 条第２項第１号イ⑶（ⅱ）、第 40 条第２項第１号イ⑶（ⅱ）若しくは

第 41 条第２項第１号イ⑶（ⅱ）（指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成 17 年厚生労

働省令第 139 号。以下「指定居宅サービス基準改正省令」という。）

附則第５条第１項又は第７条第１項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）を満たすものに限るものとし、介護老人保健施設基

準第 41 条第２項第１号イ⑶（ⅰ）又は指定介護療養型医療施設基準第 39

条第２項第１号イ⑶（ⅰ）、第 40 条第２項第１号イ⑶（ⅰ）若しくは第 41

条第２項第１号イ⑶（ⅰ）を満たすものを除く。）の利用者に対して行わ

れるものであること。 

 

 

 

 

ロ （略） 
⑻～⑽ （略） 

⑾ 緊急短期入所受入加算について 

①・② （略） 

③ 本加算の算定対象期間は原則として７日以内とし、その間に緊急受入

れ後に適切な介護を受けられるための方策について、担当する指定居宅

介護支援事業所の介護支援専門員と密接な連携を行い、相談すること。

ただし、利用者の介護を行う家族等の疾病が当初の予想を超えて長期間

に及んだことにより在宅への復帰が困難となったこと等やむを得ない

事情により、７日以内に適切な方策が立てられない場合には、その状況

を記録した上で 14 日を限度に引き続き加算を算定することができるこ

と。その場合であっても、利用者負担軽減に配慮する観点から、機械的

に加算算定を継続するのではなく、随時、適切なアセスメントによる代

替手段の確保等について、十分に検討すること。 

④～⑥ （略） 

⑺～⑼ （略） 

⑽ 緊急短期入所受入加算について 

①・② （略） 

③ ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が、緊急に居宅サ

ービス計画の変更を必要とした利用者を受け入れる際の初期の手間を

評価したものであるためであり、利用開始後８日目以降の短期入所療養

介護の利用の継続を妨げるものではないことに留意すること。また、緊

急に受入れを行った事業所については、当該利用者が速やかに居宅にお

ける生活に復帰できるよう、居宅介護支援事業者と密接な連携を行い、

相談すること。 

 

 

 

④～⑥ （略） 

⑿ （略） ⑾ （略） 
⒀ 療養食加算について 

２の⒃を準用する。 

⑿ 療養食加算について 

２の⒂を準用する。 

⒁ 認知症専門ケア加算について 

２の⒆①から⑤を準用する。 

⒀ 認知症専門ケア加算について 

２の⒅①から⑤を準用する。 
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⒂ サービス提供体制強化加算について 

① ２の(21)①から④まで及び⑥を準用する。 

② （略） 

⒁ サービス提供体制強化加算について 

① ２の⒇①から④まで及び⑥を準用する。 

② （略） 

⒃ 介護職員処遇改善加算について 

２の(22)を準用する。 

⒂ 介護職員処遇改善加算について 

２の(21)を準用する。 

⒄ 介護職員等特定処遇改善加算について 

２の(23)を準用する。 

⒃ 介護職員等特定処遇改善加算について 

２の(22)を準用する。 

４ 特定施設入居者生活介護費 

⑴ （略） 

⑵ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費について 

① 報酬の算定及び支払方法について 

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費は、基本サービス部分

（当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が自ら

行う特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活

相談等に相当する部分）及び各サービス部分（当該事業者が委託する指

定居宅サービス事業者（以下「受託居宅サービス事業者」という。）が

提供する居宅サービス部分）からなり、イ及びロの単位数を合算したも

のに特定施設入居者生活介護の１単位の単価を乗じて得た額が一括し

て外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われ

る。 

介護職員が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合の介護

報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ適用されることとな

る。 

なお、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者におい

ては、居宅サービス基準上、看護職員の配置は義務付けられていない。 

イ 基本サービス部分は１日につき 83 単位とする。 

ロ （略） 

②・③ （略） 

⑶・⑷ （略） 

４ 特定施設入居者生活介護費 

⑴ （略） 

⑵ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費について 

① 報酬の算定及び支払方法について 

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費は、基本サービス部分

（当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が自ら

行う特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活

相談等に相当する部分）及び各サービス部分（当該事業者が委託する指

定居宅サービス事業者（以下「受託居宅サービス事業者」という。）が

提供する居宅サービス部分）からなり、イ及びロの単位数を合算したも

のに特定施設入居者生活介護の１単位の単価を乗じて得た額が一括し

て外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われ

る。 

介護職員が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合の介護

報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ適用されることとな

る。 

なお、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者におい

ては、居宅サービス基準上、看護職員の配置は義務付けられていない。 

イ 基本サービス部分は１日につき 82 単位とする。 

ロ （略） 

②・③ （略） 

⑶・⑷ （略） 

⑸ 入居継続支援加算について 

① 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和 62 年厚生省令第 49 号）

第１条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合については、届出

日の属する月の前４月から前々月までの３月間のそれぞれの末日時点

の割合の平均について算出すること。また、届出を行った月以降におい

⑸ 入居継続支援加算について 

① 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和 62 年厚生省令第 49 号）

第１条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合については、届出

日の属する月の前３月のそれぞれの末日時点の割合の平均について算

出すること。また、届出を行った月以降においても、毎月において直近
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ても、毎月において前４月から前々月までの３月間のこれらの割合がそ

れぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの割合について

は、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直

ちに訪問通所サービス通知第１の５の届出を提出しなければならない。 

②・③ （略） 

３月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要で

ある。これらの割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を

下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知第１の５の届出

を提出しなければならない。 

②・③ （略） 

④ 必要となる介護福祉士の数が常勤換算方法で入居者の数が７又はそ

の端数を増すごとに１以上である場合においては、次の要件を満たすこ

と。 

イ 「業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器を

複数種類使用」とは、以下に掲げる介護機器を使用することであり、

少なくともａからｃまでに掲げる介護機器は使用することとする。そ

の際、ａの機器は全ての居室に設置し、ｂの機器は全ての介護職員が

使用すること。 

ａ 見守り機器 

ｂ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するＩＣＴ機器 

ｃ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の

効率化に資するＩＣＴ機器 

ｄ 移乗支援機器 

ｅ その他業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資す

る機器 

介護機器の選定にあたっては、事業所の現状の把握及び業務面にお

いて抱えている課題の洗い出しを行い、業務内容を整理し、従業者そ

れぞれの担うべき業務内容及び介護機器の活用方法を明確化した上

で、洗い出した課題の解決のために必要な種類の介護機器を選定する

こと。 

ロ 介護機器の使用により業務効率化が図られた際、その効率化された

時間は、ケアの質の向上及び職員の負担の軽減に資する取組に充てる

こと。 

ケアの質の向上への取組については、幅広い職種の者が共同して、

見守り機器やバイタルサイン等の情報を通じて得られる入居者の記

録情報等を参考にしながら、適切なアセスメントや入居者の身体の状

況等の評価等を行い、必要に応じ、業務体制を見直すこと。 

ハ 「介護機器を安全かつ有効に活用するための委員会」（以下「介護

機器活用委員会」という。）は３月に１回以上行うこと。介護機器活

（新設） 
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用委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応して

いること。 

また、介護機器活用委員会には、管理者だけでなく実際にケアを行

う職員を含む幅広い職種や役割の者が参画するものとし、実際にケア

を行う職員の意見を尊重するよう努めることとする。 

ニ 「入居者の安全及びケアの質の確保」に関する事項を実施すること。

具体的には次の事項等の実施により利用者の安全及びケアの質の確

保を行うこととする。 

ａ 介護機器から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報を入

居者の状態把握に活用すること。 

ｂ 介護機器の使用に起因する施設内で発生したヒヤリ・ハット事例

等の状況を把握し、その原因を分析して再発の防止策を検討するこ

と。 

ホ 「職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮」に関する事項を実施す

ること。具体的には、実際にケアを行う介護福祉士を含めた介護職員

に対してアンケートやヒアリング等を行い、介護機器の導入後におけ

る次の事項等を確認し、人員配置の検討等が行われていること。 

ａ ストレスや体調不安等、職員の心身の負担が増えていないかどう

か 

ｂ １日の勤務の中で、職員の負担が過度に増えている時間帯がない

かどうか 

ｃ 休憩時間及び時間外勤務等の状況 

ヘ 日々の業務の中で予め時間を定めて介護機器の不具合がないこと

を確認する等のチェックを行う仕組みを設けること。また、介護機器

のメーカーと連携し、定期的に点検を行うこと。 

ト 介護機器の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知、その事

例を通じた再発防止策の実習等を含む職員研修を定期的に行うこと。 

この場合の要件で入居継続支援加算を取得する場合においては、３月

以上の試行期間を設けることとする。入居者の安全及びケアの質の確保

を前提にしつつ、試行期間中から介護機器活用委員会を設置し、当該委

員会において、介護機器の使用後の人員体制とその際の職員の負担のバ
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ランスに配慮しながら、介護機器の使用にあたり必要な人員体制等を検

討し、安全体制及びケアの質の確保、職員の負担軽減が図られているこ

とを確認した上で、届出をすること。なお、試行期間中においては、通

常の入居継続支援加算の要件を満たすこととする。 

届出にあたり、都道府県等が当該委員会における検討状況を確認でき

るよう、当該委員会の議事概要を提出すること。また、介護施設のテク

ノロジー活用に関して、厚生労働省が行うケアの質や職員の負担への影

響に関する調査・検証等への協力に努めること。 

⑹ （略） 

⑺ 個別機能訓練加算について 

①～③ （略） 

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３月ごとに１回以上利用

者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。利用者に対す

る説明は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニ

ケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことがで

きるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利

用者の同意を得なければならないこと。なお、テレビ電話装置等の活用

に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守するこ

と。 

⑤ （略） 

⑥ 厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム

（Long-term care Information system For Evidence）」（以下「ＬＩＦ

Ｅ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出

頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に

関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

（令和３年●月●日老老発●第●号厚生労働省老健局老人保健課長通

知）を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィード

バック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成

（Plan）、当該計画に基づく個別機能訓練の実施（Do)、当該実施内容の

評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）

の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を

⑹ （略） 

⑺ 個別機能訓練加算について 

①～③ （略） 

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３月ごとに１回以上利用

者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ （略） 

（新設） 
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行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能

力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

⑻ ＡＤＬ維持等加算について 

① ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)について 

イ ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index を

用いて行うものとする。 

ロ 大臣基準告示第 16 号の２イ⑵における厚生労働省へのＡＤＬ値の

提出は、「科学的介護情報システム（Long-term care Information 

system For Evidence）」（以下、「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行う

こととする。 

ハ 大臣基準告示第 16 号の２イ⑶及びロ⑵におけるＡＤＬ利得は、評

価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ

値から、評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値

に、次の表の左欄に掲げる者に係る同表の中欄の評価対象利用開始月

に測定したＡＤＬ値に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる値を加え

た値を平均して得た値とする。 

（新設） 

 

 
 １ ２以外の者 ＡＤＬ値が０以上 25 以下 ２ 

ＡＤＬ値が 30 以上 50 以下 ２ 

ＡＤＬ値が 55 以上 75 以下 ３ 

ＡＤＬ値が80以上100以下 ４ 

２ 評価対象利用開始月

において、初回の要介

護認定（法第 27 条第１

項に規定する要介護認

定をいう。）があった月

から起算して 12月以内

である者 

ＡＤＬ値が０以上 25 以下 １ 

ＡＤＬ値が 30 以上 50 以下 １ 

ＡＤＬ値が 55 以上 75 以下 ２ 

ＡＤＬ値が80以上100以下 ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ ハにおいてＡＤＬ利得の平均を計算するに当たって対象とする者

は、ＡＤＬ利得の多い順に、上位 100 分の 10 に相当する利用者（そ

の数に１未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）

及び下位 100 分の 10 に相当する利用者（その数に１未満の端数が生

じたときは、これを切り捨てるものとする。）を除く利用者（以下「評
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価対象利用者」という。）とする。 

ホ 他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している

利用者については、リハビリテーションを提供している当該他の施設

や事業所と連携してサービスを実施している場合に限り、ＡＤＬ利得

の評価対象利用者に含めるものとする。 

ヘ 令和３年度については、評価対象期間において次のａからｃまでの

要件を満たしている場合に、評価対象期間の満了日の属する月の翌月

から 12 月（令和３年４月１日までに指定居宅サービス介護給付費単

位数表の通所介護費の注 12 に掲げる基準（以下この①において「基

準」という。）に適合しているものとして都道府県知事に届出を行う

場合にあっては、令和３年度内）に限り、ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）又

は（Ⅱ）を算定できることとする。 

ａ 大臣基準告示第 16 号の２イ⑴、⑵及び⑶並びにロ⑵の基準（イ

⑵については、厚生労働省への提出を除く。）を満たすことを示す書

類を保存していること。 

ｂ 厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システ

ム（Long-term care Information system For Evidence）」（以下「Ｌ

ＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、

提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連

加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示に

ついて」（令和３年●月●日老老発●第●号厚生労働省老健局老人保

健課長通知）を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィ

ードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画

の作成（Plan）、当該計画に基づく個別機能訓練の実施（Do)、当該

実施内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直

し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、

サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有す

る能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

ｃ ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を開始しようとする月の末日

までに、ＬＩＦＥを用いてＡＤＬ利得に係る基準を満たすことを確

認すること。 

ト 令和３年度の評価対象期間は、加算の算定を開始する月の前年の同
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月から 12 月後までの１年間とする。ただし、令和３年４月１日まで

に算定基準に適合しているものとして都道府県知事に届出を行う場

合については、次のいずれかの期間を評価対象期間とすることができ

る。 

ａ 令和２年４月から令和３年３月までの期間 

ｂ 令和２年１月から令和２年 12 月までの期間 

チ 令和４年度以降に加算を算定する場合であって、加算を取得する月

の前年の同月に、基準に適合しているものとして都道府県知事に届け

出ている場合には、届出の日から 12 月後までの期間を評価対象期間

とする。 

⑼・⑽ （略） 

⑾ 医療機関連携加算について 

①～④ （略） 

⑤ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（ＦＡＸを含

む。）又は電子メールにより行うことも可能とするが、協力医療機関等

に情報を提供した場合においては、協力医療機関の医師又は利用者の主

治医から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を得るこ

と。この場合において、複数の利用者の情報を同時に提供した場合には、

一括して受領の確認を得ても差し支えない。 

面談による場合について、当該面談は、テレビ電話装置等（リアルタ

イムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同

じ。）を活用して行うことができるものとする。なお、テレビ電話装置

等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚

生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵

守すること。 

⑿ 口腔衛生管理体制加算について 

① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設における利用

者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な

物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、その他当該施設におい

て日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれ

かに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、個々の利用者

の口腔ケア計画をいうものではない。 

また、「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」は、テレビ電話装置等

⑻・⑼ （略） 

⑽ 医療機関連携加算について 

①～④ （略） 

⑤ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（ＦＡＸを含

む。）又は電子メールにより行うことも可能とするが、協力医療機関等

に情報を提供した場合においては、協力医療機関の医師又は利用者の主

治医から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を得るこ

と。この場合において、複数の利用者の情報を同時に提供した場合には、

一括して受領の確認を得ても差し支えない。 

 

 

 

 

 

 

⑾ 口腔衛生管理体制加算について 

① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設における利用

者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な

物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、その他当該施設におい

て日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれ

かに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、個々の利用者

の口腔ケア計画をいうものではない。 
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（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をい

う。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。なお、個人情

報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の

適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安

全管理に関するガイドライン」等に対応していること。 

②・③ （略） 

 

 

 

 

②・③ （略） 

⒀ 口腔・栄養スクリーニング加算について 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリ

ーニング（以下「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスク

リーニング（以下「栄養スクリーニング」という。）は、利用者ごとに

行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利

用者について、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支

援専門員に対し、提供すること。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが 18．５未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支

援事業の実施について」（平成 18 年６月９日老発第 0609001 号厚生

労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの№11 の項目

が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が３．５ｇ／dl 以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

⑿ 栄養スクリーニング加算について 

① 栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスクリーニング

は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われること

に留意すること。 

 

② 栄養スクリーニング加算の算定に当たっては、利用者について、次に

掲げるイからニに関する確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に

対し、提供すること。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

イ ＢＭＩが 18．５未満である者 

ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援

事業の実施について」（平成 18 年６月９日老発第 0609001 号厚生労働

省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの№11 の項目が「１」

に該当する者 

ハ 血清アルブミン値が３．５ｇ／dl 以下である者 

ニ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

⒁ 科学的介護推進体制加算について 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利

用者ごとに注 14 に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の利用者

全員に対して算定できるものであること。 

② 情報の提出については、「科学的介護情報システム（Long-term care 

Information system For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用

いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、

「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方

（新設） 
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並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年●月●日老

老発●第●号厚生労働省老健局老人保健課長通知）を参照されたい。 

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくた

め、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイク

ル（PDCA サイクル）により、質の高いサービスを実施する体制を構築す

るとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、

次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に

提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。 

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービ

スを提供するためのサービス計画を作成する（Plan）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の

自立支援や重度化防止に資する介護を実施する（Do）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種

が共同して、事業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行

う（Check）。 

ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所

全体として、サービスの質の更なる向上に努める（Action）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能

力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

⒂ 退院・退所時連携加算について 

① 当該利用者の退院又は退所に当たって、当該医療提供施設の職員と面

談等を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、特定

施設サービス計画を作成し、特定施設サービスの利用に関する調整を行

った場合には、入居日から 30 日間に限って、１日につき 30 単位を加算

すること。 

当該面談等は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコ

ミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うこ

とができるものとする。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

②・③ （略） 

⒀ 退院・退所時連携加算について 

① 当該利用者の退院又は退所に当たって、当該医療提供施設の職員と面

談等を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、特定

施設サービス計画を作成し、特定施設サービスの利用に関する調整を行

った場合には、入居日から 30 日間に限って、１日につき 30 単位を加算

すること。 

 

 

 

 

 

 

②・③ （略） 

⒃ 看取り介護加算について 

① 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき

⒁ 看取り介護加算について 

① 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき
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回復の見込みがないと診断した利用者について、その旨を本人又はその

家族等（以下「利用者等」という。）に対して説明し、その後の療養及

び介護に関する方針についての合意を得た場合において、利用者等とと

もに、医師、生活相談員、看護職員、介護職員、介護支援専門員等が共

同して、随時、利用者等に対して十分な説明を行い、療養及び介護に関

する合意を得ながら、利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が

迎えられるよう支援することを主眼として設けたものである。 

②～⑥ （略）  

⑦ 利用者等に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得

た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意

を得た旨を記載しておくことが必要である。 

また、利用者が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来訪が

見込まれないような場合も、医師、生活相談員、看護職員、介護職員等

が利用者の状態等に応じて随時、利用者に対する看取り介護について相

談し、共同して看取り介護を行っていると認められる場合には、看取り

介護加算の算定は可能である。 

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保されるよ

う、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、利用者

の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず特定施設への来訪がなか

った旨を記載しておくことが必要である。 

なお、家族が利用者の看取りについて共に考えることは極めて重要で

あり、指定特定施設入居者生活介護事業者は、連絡を取ったにもかかわ

らず来訪がなかったとしても、継続的に連絡を取り続け、可能な限り家

族の意思を確認しながら介護を進める必要がある。 

⑧ 看取り介護加算は、利用者等告示第 29 号に定める基準に適合する看

取り介護を受けた利用者が死亡した場合に、死亡日を含めて 45 日を上

限として、特定施設において行った看取り介護を評価するものである。 

死亡前に自宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、自宅や入院

先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、当該特定施設に

おいて看取り介護を直接行っていない退居した日の翌日から死亡日ま

での間は、算定することができない。（したがって、退居した日の翌日

から死亡日までの期間が 45 日以上あった場合には、看取り介護加算を

算定することはできない。） 

なお、看取り介護に係る計画の作成及び看取り介護の実施にあたって

回復の見込みがないと診断した利用者について、その旨を本人又はその

家族等（以下「利用者等」という。）に対して説明し、その後の療養及

び介護に関する方針についての合意を得た場合において、利用者等とと

もに、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等が共同して、随時、

利用者等に対して十分な説明を行い、療養及び介護に関する合意を得な

がら、利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう

支援することを主眼として設けたものである。 

②～⑥ （略） 

⑦ 利用者等に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得

た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意

を得た旨を記載しておくことが必要である。 

また、利用者が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来訪が

見込まれないような場合も、医師、看護職員、介護職員等が利用者の状

態等に応じて随時、利用者に対する看取り介護について相談し、共同し

て看取り介護を行っていると認められる場合には、看取り介護加算の算

定は可能である。 

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保されるよ

う、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、利用者

の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず特定施設への来訪がなか

った旨を記載しておくことが必要である。 

なお、家族が利用者の看取りについて共に考えることは極めて重要で

あり、指定特定施設入居者生活介護事業者は、連絡を取ったにもかかわ

らず来訪がなかったとしても、継続的に連絡を取り続け、可能な限り家

族の意思を確認しながら介護を進める必要がある。 

⑧ 看取り介護加算は、利用者等告示第 29 号に定める基準に適合する看

取り介護を受けた利用者が死亡した場合に、死亡日を含めて 30 日を上

限として、特定施設において行った看取り介護を評価するものである。 

死亡前に自宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、自宅や入院

先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、当該特定施設に

おいて看取り介護を直接行っていない退居した日の翌日から死亡日ま

での間は、算定することができない。（したがって、退居した日の翌日

から死亡日までの期間が 30 日以上あった場合には、看取り介護加算を

算定することはできない。） 
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は、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに

関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・

ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必

要な情報の共有等に努めること。 

⑨・⑩ （略） 

 

 

 

 

⑨・⑩ （略） 

⑪ 利用者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊

期間が死亡日以前 45 日の範囲内であれば、当該入院又は外泊期間を除

いた期間について、看取り介護加算の算定が可能である。 

⑫ （略） 

⑪ 利用者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊

期間が死亡日以前 30 日の範囲内であれば、当該入院又は外泊期間を除

いた期間について、看取り介護加算の算定が可能である。 

⑫ （略） 

⑬ 看取り介護加算(Ⅱ)を算定する場合の「夜勤又は宿直を行う看護職員の

数が１以上」については、病院、診療所又は指定訪問看護ステーション

（以下この⑬において「病院等」という。）の看護師又は准看護師が、

当該病院等の体制に支障を来すことなく、特定施設において夜勤又は宿

直を行う場合についても、当該特定施設の施設基準を満たすものとして

差し支えない。 

また、特定施設と同一建物内に病院等が所在している場合、当該病院

等の体制に支障を来すことなく、当該病院等に勤務する看護師又は准看

護師が、特定施設において夜勤又は宿直を行った場合と同等の迅速な対

応が可能な体制を確保していれば、同様に当該特定施設の施設基準を満

たすものとして差し支えない。 

（新設） 

⒄ 認知症専門ケア加算について 

① （略） 

⒂ 認知症専門ケア加算について 

① （略） 

② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成

事業の実施について」（平成 18 年３月 31 日老発第 0331010 号厚生労働

省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営につ

いて」（平成 18 年３月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計画課長通知）

に規定する「認知症介護実践リーダー研修」」、認知症看護に係る適切な

研修を指すものとする。 

② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成

事業の実施について」（平成 18 年３月 31 日老発第 0331010 号厚生労働

省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営につ

いて」（平成 18 年３月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計画課長通知）

に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。ただし、

平成 28 年３月 31 日までの間にあっては、「認知症介護に係る専門的な

研修を修了している者」とあるのは、認知症介護実践リーダー研修の研

修対象者（認知症介護実践者等養成事業実施要綱（平成 21 年３月 26 日

老発第 0326003 号。以下「要綱」という。）４⑴③イに掲げる者）に該

当する者であって、かつ、平成 27 年９月 30 日までの間に当該研修の受

講の申し込みを行っている者を含むものとする。 

③ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、 （新設） 
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テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション

が可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものと

する。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守するこ

と。 

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者

等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑

な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」、認知症看護に

係る適切な研修を指すものとする。 

③ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者

等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑

な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」を指すものとす

る。ただし、平成 28 年３月 31 日までの間にあっては、「認知症介護の

指導に係る専門的な研修を修了している者」とあるのは、認知症介護指

導者研修の研修対象者（要綱４⑸③において都道府県等から推薦を受け

た者又は介護保険施設・事業所等の長から推薦を受けた者）に該当する

者であって、かつ、平成 27 年９月 30 日までの間に当該研修の受講の申

し込みを行っている者を含むものとする。 

⒅ サービス提供体制強化加算について 

①２の(21)①から④まで及び⑥を準用する。 

② （略） 

③ 提供する指定特定施設入居者生活介護の質の向上に資する取組につ

いては、サービスの質の向上や利用者の尊厳の保持を目的として、事業

所として継続的に行う取組を指すものとする。 

（例） 

・ ＬＩＦＥ（Long-term care Information system For Evidence）を

活用したＰＤＣＡサイクルの構築 

・ ＩＣＴ・テクノロジーの活用 

・ 高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほ

か、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供）等に

よる役割分担の明確化 

・ ケアに当たり、居室の定員が２以上である場合、原則としてポータ

ブルトイレを使用しない方針を立てて取組を行っていること 

実施に当たっては、当該取組の意義・目的を職員に周知するとともに、

適時のフォローアップや職員間の意見交換等により、当該取組の意義・

目的に則ったケアの実現に向けて継続的に取り組むものでなければな

らない。 

⒃ サービス提供体制強化加算について 

① ２の⒇①から④まで及び⑥を準用する。 

② （略） 

（新設） 
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⒆ 介護職員処遇改善加算について 

２(22)を準用する。 

⒄ 介護職員処遇改善加算について 

２(21)を準用する。 

⒇ 介護職員等特定処遇改善加算について 

２(23)を準用する。 

⒅ 介護職員等特定処遇改善加算について 

２の(22)を準用する。 

５ 介護福祉施設サービス 

⑴ （略） 

⑵ 介護福祉施設サービス費を算定するための基準について 

介護福祉施設サービス費は、施設基準第 48 号に規定する基準に従い、

以下の通り、算定すること。 

イ・ロ （略） 

ハ 施設基準第 48 号ハに規定する介護福祉施設サービス費 

介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護老人福祉

施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 12 年厚生省令第 39 号。

以下「指定介護老人福祉施設基準」という。）第 40 条第１項第１号イ⑶

（指定居宅サービス基準改正省令附則第３条の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）（以下「ユニット型個室」

という。）の入居者に対して行われるものであること。 

ニ 施設基準第 48 号ニに規定する介護福祉施設サービス費 

介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（令和３年改正省令

による改正前の指定介護老人福祉施設基準第 40 条第１項第１号イ⑶（ⅱ）

を満たすものに限るものとし、指定介護老人福祉施設基準第 40 条第１

項第１号イ⑶（指定居宅サービス基準改正省令附則第３条の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）（以下「ユニ

ット型個室的多床室」という。）の入居者に対して行われるものである

こと。 

⑶～⑸ （略） 

５ 介護福祉施設サービス 

⑴ （略） 

⑵ 介護福祉施設サービス費を算定するための基準について 

介護福祉施設サービス費は、施設基準第 48 号に規定する基準に従い、

以下の通り、算定すること。 

イ・ロ （略） 

ハ 施設基準第 48 号ハに規定する介護福祉施設サービス費 

介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護老人福祉

施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 12 年厚生省令第 39 号。

以下「指定介護老人福祉施設基準」という。）第 40 条第１項第１号イ⑶

（ⅰ）（指定居宅サービス基準改正省令附則第３条の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）（以下「ユニット型個室」

という。）の入居者に対して行われるものであること。 

ニ 施設基準第 48 号ニに規定する介護福祉施設サービス費 

介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護老人福祉

施設基準第 40 条第１項第１号イ⑶（ⅱ）を満たすものに限るものとし、同

（ⅰ）（指定居宅サービス基準改正省令附則第３条の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）（以下「ユニット型個室

的多床室」という。）の入居者に対して行われるものであること。 

 

 

⑶～⑸ （略） 

⑹ 安全管理体制未実施減算について 

安全管理体制未実施減算については、介護老人福祉施設基準第 35 条第

１項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月から基準

に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定

単位数から減算することとする。 

なお、同項第４号に掲げる安全対策を適切に実施するための担当者は、

令和３年改正省令の施行の日から起算して６月を経過するまでの間、経過

措置として、当該担当者を設置するよう努めることとしているため、当該

（新設） 
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期間中、当該減算は適用しない。 

⑺ 栄養管理に係る減算について 

栄養管理の基準を満たさない場合の減算については、指定介護老人福祉

施設基準第２条に定める栄養士又は管理栄養士の員数若しくは指定介護

老人福祉施設基準第 17 条の２（指定介護老人福祉施設基準第 49 条におい

て準用する場合を含む。）に規定する基準を満たさない事実が生じた場合

に、その翌々月から基準を満たさない状況が解決されるに至った月まで、

入所者全員について、所定単位数が減算されることとする（ただし、翌月

の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。）。 

（新設） 

⑻ 日常生活継続支援加算について 

① 注７の日常生活継続支援加算は、居宅での生活が困難であり、介護老

人福祉施設への入所の必要性が高いと認められる重度の要介護状態の

者や認知症である者等を積極的に入所させるとともに、介護福祉士資格

を有する職員を手厚く配置し、質の高い介護福祉施設サービスを提供す

ることにより、そうした入所者が可能な限り個人の尊厳を保持しつつ日

常生活を継続することができるよう支援することを評価するものであ

る。 

②・③ （略） 

④ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和 62 年厚生省令第 49 号）

第１条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合については、届出

日の属する月の前４月から前々月までの３月間のそれぞれの末日時点

の割合の平均について算出すること。また、届出を行った月以降におい

ても、毎月において前４月から前々月までの３月間のこれらの割合がそ

れぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの割合について

は、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直

ちに訪問通所サービス通知第１の５の届出を提出しなければならない。 

⑤ （略） 

⑹ 日常生活継続支援加算について 

① 注５の日常生活継続支援加算は、居宅での生活が困難であり、介護老

人福祉施設への入所の必要性が高いと認められる重度の要介護状態の

者や認知症である者等を積極的に入所させるとともに、介護福祉士資格

を有する職員を手厚く配置し、質の高い介護福祉施設サービスを提供す

ることにより、そうした入所者が可能な限り個人の尊厳を保持しつつ日

常生活を継続することができるよう支援することを評価するものであ

る。 

②・③ （略） 

④ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和 62 年厚生省令第 49 号）

第１条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合については、届出

日の属する月の前３月のそれぞれの末日時点の割合の平均について算

出すること。また、届出を行った月以降においても、毎月において直近

３月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要で

ある。これらの割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を

下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知第１の５の届出

を提出しなければならない。 

⑤ （略） 

⑥ 必要となる介護福祉士の数が常勤換算方法で入所者の数が７又はそ

の端数を増すごとに１以上である場合については、４の⑸④を準用す

る。 

（新設） 

⑦ 当該加算を算定する場合にあっては、ラのサービス提供体制強化加算

は算定できない。 

⑥ 当該加算を算定する場合にあっては、タのサービス提供体制強化加算

は算定できない。 

⑼ 看護体制加算について 

① 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合は、指定短期入所

⑺ 看護体制加算について 

① 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合は、指定短期入所
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生活介護事業所とは別に、必要な数の看護職員を配置する必要がある。

具体的には、２⑽①イのとおりとすること。 

② 特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行っ

ている場合にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者と指定短期入所

生活介護の利用者を合算したものを「入所者数」として取り扱い、一体

的に加算を行うこと。具体的には、２⑽①ロのとおりとすること。 

③・④ （略） 

生活介護事業所とは別に、必要な数の看護職員を配置する必要がある。

具体的には、２⑻①のとおりとすること。 

② 特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行っ

ている場合にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者と指定短期入所

生活介護の利用者を合算したものを「入所者数」として取り扱い、一体

的に加算を行うこと。具体的には、２⑺②のとおりとすること。 

③・④ （略） 

⑽ 夜勤職員配置加算について 

①～③ （略） 

⑻ 夜勤職員配置加算について 

① （略） 

② 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合又は特別養護老

人ホームの空床において指定短期入所生活介護を行っている場合にあ

っては、指定短期入所生活介護の利用者数と指定介護老人福祉施設の入

所者数を合算した人数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」とした

場合に必要となる夜勤職員の数を、夜勤基準に定める要件に従い上回っ

て配置した場合に、加算を行う。 

② 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合又は特別養護老

人ホームの空床において指定短期入所生活介護を行っている場合にあ

っては、指定短期入所生活介護の利用者数と指定介護老人福祉施設の入

所者数を合算した人数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」とした

場合に必要となる夜勤職員の数を１以上（入所者の動向を検知できる見

守り機器を入所者の数の 100 分の 15 以上の数設置し、かつ、見守り機

器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行

われている場合は、10 分の９以上）上回って配置した場合に、加算を行

う。 

③ （略） ③ （略） 

④ 夜勤職員基準第５号ロの⑴㈢及び⑶㈢ただし書に規定する見守り機

器を使用する場合における基準については、２⑿④を準用する。 

 

④ 夜勤職員基準第５号ロの「見守り機器」は、入所者がベッドから離れ

ようとしている状態又は離れたことを検知できるセンサー及び当該セ

ンサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる機器

であり、入所者の見守りに資するものとする。また、「見守り機器を安

全かつ有効に活用するための委員会」は、３月に１回以上行うこととす

る。 

⑾ 準ユニットケア加算について 

注 10 の準ユニットケア加算は、施設基準第 52 号において準用する第 43

号において定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た場合に算定されるが、その取扱いについては、以下のとおりとすること。

なお、施設の一部のみで準ユニットケア加算の要件を満たす場合、当該要

件を満たす部分に入所する者についてのみ準ユニットケア加算を算定し

て差し支えない。 

イ・ロ （略） 

⑼ 準ユニットケア加算について 

注８の準ユニットケア加算は、施設基準第 52 号において準用する第 43

号において定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た場合に算定されるが、その取扱いについては、以下のとおりとすること。

なお、施設の一部のみで準ユニットケア加算の要件を満たす場合、当該要

件を満たす部分に入所する者についてのみ準ユニットケア加算を算定し

て差し支えない。 

イ・ロ （略） 

⑿ 若年性認知症入所者受入加算について ⑽ 若年性認知症入所者受入加算について 
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２の⒁を準用する。 ２の⑿を準用する。 

⒀ （略） ⑾ （略） 

⒁ 個別機能訓練加算について 

４の⑺を準用する。 

⑿ 個別機能訓練加算について 

４の⑷を準用する。 

⒂ ＡＤＬ維持等加算について 

① ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)について 

イ ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index を

用いて行うものとする。 

ロ 大臣基準告示第 16 号の２イ⑵における厚生労働省へのＡＤＬ値の

提出は、「科学的介護情報システム（Long-term care Information 

system For Evidence）」（以下、「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行う

こととする。 

ハ 大臣基準告示第 16 号の２イ⑶及びロ⑵におけるＡＤＬ利得は、評

価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ

値から、評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値

に、次の表の左欄に掲げる者に係る同表の中欄の評価対象利用開始月

に測定したＡＤＬ値に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる値を加え

た値を平均して得た値とする。 

（新設） 

 

 
 １ ２以外の者 ＡＤＬ値が０以上 25 以下 ３ 

ＡＤＬ値が 30 以上 50 以下 ３ 

ＡＤＬ値が 55 以上 75 以下 ４ 

ＡＤＬ値が80以上100以下 ５ 

２ 評価対象利用開始月

において、初回の要介

護認定（法第 27 条第１

項に規定する要介護認

定をいう。）があった月

から起算して 12月以内

である者 

ＡＤＬ値が０以上 25 以下 ２ 

ＡＤＬ値が 30 以上 50 以下 ２ 

ＡＤＬ値が 55 以上 75 以下 ３ 

ＡＤＬ値が80以上100以下 ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ ハにおいてＡＤＬ利得の平均を計算するに当たって対象とする者

は、ＡＤＬ利得の多い順に、上位 100 分の 10 に相当する利用者（そ

の数に１未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）

及び下位 100 分の 10 に相当する利用者（その数に１未満の端数が生
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じたときは、これを切り捨てるものとする。）を除く利用者（以下「評

価対象利用者」という。）とする。 

ホ 他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している

利用者については、リハビリテーションを提供している当該他の施設

や事業所と連携してサービスを実施している場合に限り、ＡＤＬ利得

の評価対象利用者に含めるものとする。 

ヘ 令和３年度については、評価対象期間において次のａからｃまでの

要件を満たしている場合に、評価対象期間の満了日の属する月の翌月

から 12 月（令和３年４月１日までに指定居宅サービス介護給付費単

位数表の通所介護費の注 12 に掲げる基準（以下この①において「基

準」という。）に適合しているものとして都道府県知事に届出を行う

場合にあっては、令和３年度内）に限り、ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）又

は（Ⅱ）を算定できることとする。 

ａ 大臣基準告示第 16 号の２イ⑴、⑵及び⑶並びにロ⑵の基準（イ

⑵については、厚生労働省への提出を除く。）を満たすことを示す書

類を保存していること。 

ｂ 厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システ

ム（Long-term care Information system For Evidence）」（以下「Ｌ

ＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、

提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連

加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示に

ついて」（令和３年●月●日老老発●第●号厚生労働省老健局老人保

健課長通知）を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィ

ードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画

の作成（Plan）、当該計画に基づく個別機能訓練の実施（Do)、当該

実施内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直

し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、

サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有す

る能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

ｃ ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を開始しようとする月の末日

までに、ＬＩＦＥを用いてＡＤＬ利得に係る基準を満たすことを確

認すること。 



44 

 

ト 令和３年度の評価対象期間は、加算の算定を開始する月の前年の同

月から 12 月後までの１年間とする。ただし、令和３年４月１日まで

に算定基準に適合しているものとして都道府県知事に届出を行う場

合については、次のいずれかの期間を評価対象期間とすることができ

る。 

ａ 令和２年４月から令和３年３月までの期間 

ｂ 令和２年１月から令和２年 12 月までの期間 

チ 令和４年度以降に加算を算定する場合であって、加算を取得する月

の前年の同月に、基準に適合しているものとして都道府県知事に届け

出ている場合には、届出の日から 12 月後までの期間を評価対象期間

とする。 

⒃ 精神科を担当する医師に係る加算について 

① 注 16 に規定する「認知症（法第５条の２に規定する認知症をいう。

以下同じ。）である入所者」とは、次のいずれかに該当する者とするこ

と。 

イ・ロ （略） 

② （略） 

③ 注 16 において「精神科を担当する医師」とあるのは、精神科を標ぼ

うしている医療機関において精神科を担当している医師を指すもので

あることが原則であるが、過去に相当期間、精神科を担当する医師であ

った場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が担保

されていると判断できる場合は算定できる。 

④ 精神科を担当する医師について、注 15 による常勤の医師に係る加算

が算定されている場合は、注 16 の規定にかかわらず、精神科を担当す

る医師に係る加算は算定されないものであること。 

⑤・⑥ （略） 

⒄ 障害者生活支援体制加算について 

① 注 17 の「視覚障害者等」については、利用者等告示第 57 号において

準用する第 44 号において「視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害

のある者又は重度の知的障害者若しくは精神障害者」としたところであ

るが、より具体的には以下の者が該当するものであること。 

イ～ホ （略） 

② 注 17 の「入所者の数が 15 以上又は入所者のうち、視覚障害者等であ

る入所者の占める割合が 100 分の 30 以上」又は「入所者のうち、視覚

⒀ 精神科を担当する医師に係る加算について 

① 注 12 に規定する「認知症（法第５条の２に規定する認知症をいう。

以下同じ。）である入所者」とは、次のいずれかに該当する者とするこ

と。 

イ・ロ （略） 

② （略） 

③ 注 12 において「精神科を担当する医師」とあるのは、精神科を標ぼ

うしている医療機関において精神科を担当している医師を指すもので

あることが原則であるが、過去に相当期間、精神科を担当する医師であ

った場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が担保

されていると判断できる場合は算定できる。 

④ 精神科を担当する医師について、注 11 による常勤の医師に係る加算

が算定されている場合は、注 12 の規定にかかわらず、精神科を担当す

る医師に係る加算は算定されないものであること。 

⑤・⑥ （略） 

⒁ 障害者生活支援体制加算について 

① 注 13 の「視覚障害者等」については、利用者等告示第 57 号において

準用する第 44 号において「視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害

のある者又は重度の知的障害者若しくは精神障害者」としたところであ

るが、より具体的には以下の者が該当するものであること。 

イ～ホ （略） 

② 注 14 の「入所者の数が 15 以上又は入所者のうち、視覚障害者等であ

る入所者の占める割合が 100 分の 30 以上」又は「入所者のうち、視覚
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障害者等である入所者の占める割合が 100 分の 50 以上」という障害者

生活支援員に係る加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害者、言語機

能障害者、知的障害者及び精神障害者の合計数が 15 人以上又は入所者

に占める割合が 100分の 30以上若しくは 100分の 50以上であれば満た

されるものであること。この場合の障害者生活支援員の配置について

は、それぞれの障害に対応できる専門性を有する者が配置されているこ

とが望ましいが、例えば、視覚障害に対応できる常勤専従の障害者生活

支援員に加えて、聴覚障害、言語機能障害、知的障害及び精神障害に対

応できる非常勤職員の配置又は他の職種が兼務することにより、適切な

生活の支援を行うことができれば、当該加算の要件を満たすものとす

る。 

③ （略） 

⒅ 入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について 

① 注 18 により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は外泊の

期間は初日及び最終日は含まないので、連続して７泊の入院又は外泊を

行う場合は、６日と計算されること。 

（例） 

入院又は外泊期間：３月１日～３月８日（８日間） 

３月１日 入院又は外泊の開始………所定単位数を算定 

３月２日～３月７日（６日間）………１日につき 246 単位を算定可 

３月８日 入院又は外泊の終了………所定単位数を算定 

②～④ （略） 

障害者等である入所者の占める割合が 100 分の 50 以上」という障害者

生活支援員に係る加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害者、言語機

能障害者、知的障害者及び精神障害者の合計数が 15 人以上又は入所者

に占める割合が 100分の 30以上若しくは 100分の 50以上であれば満た

されるものであること。この場合の障害者生活支援員の配置について

は、それぞれの障害に対応できる専門性を有する者が配置されているこ

とが望ましいが、例えば、視覚障害に対応できる常勤専従の障害者生活

支援員に加えて、聴覚障害、言語機能障害、知的障害及び精神障害に対

応できる非常勤職員の配置又は他の職種が兼務することにより、適切な

生活の支援を行うことができれば、当該加算の要件を満たすものとす

る。 

③ （略） 

⒂ 入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について 

① 注 14 により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は外泊の

期間は初日及び最終日は含まないので、連続して７泊の入院又は外泊を

行う場合は、６日と計算されること。 

（例） 

入院又は外泊期間：３月１日～３月８日（８日間） 

３月１日 入院又は外泊の開始………所定単位数を算定 

３月２日～３月７日（６日間）………１日につき 246 単位を算定可 

３月８日 入院又は外泊の終了………所定単位数を算定 

②～④ （略） 

⒆ 外泊時在宅サービス利用の費用について 

①～⑤ （略） 

⑥ 加算の算定期間は、１月につき６日以内とする。また、算定方法は、

５の⒅の①、②及び④を準用する。 

⑦ （略） 

⒃ 外泊時在宅サービス利用の費用について 

①～⑤ （略） 

⑥ 加算の算定期間は、１月につき６日以内とする。また、算定方法は、

５の⒂の①、②及び④を準用する。 

⑦ （略） 

⒇ （略） ⒄ （略） 

(21) 再入所時栄養連携加算について 

① （略） 

② 当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該者の入院する医療機

関を訪問の上、当該医療機関での栄養に関する指導又はカンファレンス

に同席し、当該医療機関の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養ケ

ア計画を作成すること。 

⒅ 再入所時栄養連携加算について 

① （略） 

② 当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該者の入院する医療機

関を訪問の上、当該医療機関での栄養に関する指導又はカンファレンス

に同席し、当該医療機関の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養ケ

ア計画を作成すること。 
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指導又はカンファレンスへの同席は、テレビ電話装置等（リアルタイ

ムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同

じ。）を活用して行うことができるものとする。ただし、当該者又はそ

の家族（以下この②において「当該者等」という。）が参加する場合に

あっては、テレビ電話装置等の活用について当該者等の同意を得なけれ

ばならない。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係

事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労

働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応し

ていること。 

③ （略） 

(22) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ （略） 

⒆ （略） 

(23) 従来型個室に入所していた者の取扱いについて 

注 20 に規定する措置については、介護福祉施設サービスを受ける者で

あって、平成 17 年９月 30 日以前に従来型個室に入所し、平成 17 年 10 月

１日以後に当該従来型個室を退所するまでの間、継続して当該従来型個室

へ入所しており、併せて、当該期間中に、特別な居室の提供を受けた事に

伴う特別な室料を払っていないものが対象となること。ただし、当該者が、

当該従来型個室を１旦退所した後、再度、当該従来型個室に入所して介護

福祉施設サービスを受ける場合にあっては、注 20 に規定する措置の対象

とはならないこと。 

⒇ 従来型個室に入所していた者の取扱いについて 

注 15 に規定する措置については、介護福祉施設サービスを受ける者で

あって、平成 17 年９月 30 日以前に従来型個室に入所し、平成 17 年 10 月

１日以後に当該従来型個室を退所するまでの間、継続して当該従来型個室

へ入所しており、併せて、当該期間中に、特別な居室の提供を受けた事に

伴う特別な室料を払っていないものが対象となること。ただし、当該者が、

当該従来型個室を１旦退所した後、再度、当該従来型個室に入所して介護

福祉施設サービスを受ける場合にあっては、注 15 に規定する措置の対象

とはならないこと。 

（削る） (21) 栄養マネジメント加算について 

① 栄養ケア・マネジメントは、入所者ごとに行われるケアマネジメント

の一環として行われることに留意すること。 

また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、

原則として入所者全員に対して実施すべきものであること。 

② 施設に常勤の管理栄養士を１名以上配置して行うものであること。な

お、調理業務の委託先にのみ管理栄養士が配置されている場合は、当該

加算を算定できないこと。 

③ 常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の介護老人福祉施設、介護老

人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院又は地域密着型介護老人

福祉施設の栄養ケア・マネジメントを行う場合は、当該管理栄養士が所

属する施設のみ算定できること。 

ただし、施設が同一敷地内に１の介護老人福祉施設、介護老人保健施

設、介護療養型医療施設、介護医療院及び地域密着型介護老人福祉施設
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を併設している場合であって、双方の施設を兼務する常勤の管理栄養士

による適切な栄養ケア・マネジメントが実施されているときは、双方の

施設において算定出来ることとする。 

④ サテライト型施設を有する介護保険施設（以下この号において「本体

施設」という。）にあっては、次の取扱いとすること。 

イ 本体施設に常勤の管理栄養士を１名配置している場合（本体施設の

入所者数とサテライト型施設（１施設に限る。）の入所者数の合計数

に対して配置すべき栄養士の員数が１未満である場合に限る。）であ

って、当該管理栄養士が当該サテライト型施設に兼務し、適切に栄養

ケア・マネジメントを行っているときは、当該サテライト型施設にお

いても算定できることとする。 

ロ 本体施設に常勤の管理栄養士を２名以上配置している場合であっ

て、当該管理栄養士がサテライト型施設に兼務し、適切に栄養ケア・

マネジメントを行っているときは、当該サテライト施設（１施設に限

る。）においても算定できることとする。 

ハ イ又はロを満たす場合であり、同一敷地内に１の介護老人福祉施

設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院及び地域密

着型介護老人福祉施設を併設している場合であって、双方の施設を兼

務する常勤の管理栄養士による適切な栄養ケア・マネジメントが実施

されているときは、双方の施設において算定出来ることとする。 

⑤ 栄養ケア・マネジメントについては、以下のイからトまでに掲げると

おり、実施すること。 

イ 入所者ごとの低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握すること

（以下「栄養スクリーニング」という。）。 

ロ 栄養スクリーニングを踏まえ、入所者ごとの解決すべき課題を把握

すること（以下「栄養アセスメント」という。）。 

ハ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理のもと、医師、管理栄養

士、歯科医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同し

て、入所者ごとに、栄養補給に関する事項（栄養補給量、補給方法等）、

栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説明等）、解決すべ

き事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄

養ケア計画を作成すること。また、作成した栄養ケア計画については、

栄養ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、

その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、栄養
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ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、

その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものと

すること。 

ニ 栄養ケア計画に基づき、入所者ごとに栄養ケア・マネジメントを実

施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題（栄養補給方法の変更

の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性

等）があれば直ちに当該計画を修正すること。 

ホ 入所者ごとの栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機能の状

況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。その際、栄養スク

リーニング時に把握した入所者ごとの低栄養状態のリスクのレベル

に応じ、それぞれのモニタリング間隔を設定し、入所者ごとの栄養ケ

ア計画に記載すること。当該モニタリング間隔の設定に当たっては、

低栄養状態のリスクの高い者及び栄養補給方法の変更の必要性があ

る者（経管栄養法から経口栄養法への変更等）については、おおむね

２週間ごと、低栄養状態のリスクが低い者については、おおむね３月

ごとに行うこと。なお、低栄養状態のリスクが低い者も含め、少なく

とも月１回、体重を測定するなど、入所者の栄養状態の把握を行うこ

と。 

ヘ 入所者ごとに、おおむね３月を目途として、低栄養状態のリスクに

ついて、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見直しを行う

こと。 

ト 指定介護老人福祉施設基準第８条に規定するサービスの提供の記

録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の

栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マネジメ

ント加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要

はないものとすること。 

⑥ 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を得

られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始するものとすること。 

⑦ 栄養ケア・マネジメントを実施している場合には、個別の高齢者の栄

養状態に着目した栄養管理が行われるため、検食簿、喫食調査結果、入

所者の入退所簿及び食料品消費日計等の食事関係書類（食事箋及び献立

表を除く。）、入所者年齢構成表及び給与栄養目標量に関する帳票は、作

成する必要がないこと。 

(24) 栄養マネジメント強化加算について (22) 低栄養リスク改善加算について 
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（削る） 

 

 

 

 

① 栄養マネジメント強化加算は、原則として入所者全員を対象として入

所者ごとに大臣基準第 65 号の３に掲げる要件を満たした場合に、当該

施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 

 

 

 

 

② 大臣基準第 65 号の３イに規定する常勤換算方式での管理栄養士の員

数の算出方法は、以下のとおりとする。なお、当該算出にあたり、調理

業務の委託先において配置される栄養士及び管理栄養士の数は含むこ

とはできないこと。また、給食管理を行う常勤の栄養士が１名以上配置

されている場合は、管理栄養士が、給食管理を行う時間を栄養ケア・マ

ネジメントに充てられることを踏まえ、当該常勤の栄養士１名に加え

て、管理栄養士を常勤換算方式で、入所者の数を 70 で除して得た数以

上配置していることを要件とするが、この場合における「給食管理」と

は、給食の運営を管理として行う、調理管理、材料管理、施設等管理、

業務管理、衛生管理及び労働衛生管理を指すものであり、調理業務のみ

を行っている場合は、該当しないこと。なお、この場合においても、特

別な配慮を必要とする場合など、管理栄養士が給食管理を行うことを妨

げるものではない。 

イ 暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該施設において常勤の職員が

勤務すべき時間で除することによって算出するものとし、小数点第２

位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配

置されていた職員数が一時的に減少した場合は、１月を超えない期間

内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすこと

とする。 

ロ 員数を算定する際の入所者数は、当該年度の前年度（毎年４月１日

に始まり翌年３月 31 日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平

均を用いる（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。）。こ

低栄養リスク改善加算については、次に掲げる①から④までのとおり、

実施するものとすること。なお、当該加算における低栄養状態のリスク評

価は、「栄養マネジメント加算及び経口移行加算等に関する事務処理手順

例及び様式例の提示について」（平成 17 年９月７日老老発第 0907002 号）

に基づき行うこと。 

① 原則として、施設入所時に行った栄養スクリーニングにより、低栄養

状態の高リスク者に該当する者であって、低栄養状態の改善等のための

栄養管理が必要であるとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを

対象とすること。ただし、歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該

指示を受ける管理栄養士等が、対象となる入所者に対する療養のために

必要な栄養の指導を行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場合

に限る（以下同じ。）。 

② 月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員

その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行

い、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作

成すること（栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、

当該計画については、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理の対象

となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護

福祉施設サービスにおいては、当該計画に相当する内容を施設サービス

計画の中に記載する場合は、その記載をもって当該計画の作成に代える

ことができるものとすること。 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 
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の場合、入所者数の平均は、前年度の全入所者の延数を当該前年度の

日数で除して得た数とする。この平均入所者の算定に当たっては、小

数点第２位以下を切り上げるものとする。 

③ 当該加算における低栄養状態のリスク評価は、「栄養マネジメント加

算及び経口移行加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示につ

いて」（平成 17 年９月７日老老発第 0907002 号厚生労働省老健局老人保

健課長通知）に基づき行うこと。ただし、低栄養状態のリスクが中リス

ク者のうち、経口による食事の摂取を行っておらず、栄養補給法以外の

リスク分類に該当しない場合は、低リスク者に準じた対応とすること。 

 

④ 低栄養状態のリスクが、中リスク及び高リスクに該当する者に対し、

管理栄養士等が以下の対応を行うこと。 

 

 

 

 

 

イ 基本サービスとして、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護

支援専門員その他の職種の者が共同して作成する栄養ケア計画に、低

栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法や食事の観察の際に特

に確認すべき点等を示すこと。 

ロ 当該栄養ケア計画に基づき、食事の観察を週３回以上行い、当該入

所者の栄養状態、食事摂取量、摂食・嚥下の状況、食欲・食事の満足

感、嗜好を踏まえた食事の調整や、姿勢、食具、食事の介助方法等の

食事環境の整備等を実施すること。食事の観察については、管理栄養

士が行うことを基本とし、必要に応じ、関連する職種と連携して行う

こと。病欠等のやむを得ない事情により、管理栄養士が実施できない

場合は、介護職員等の他の職種の者が実施することも差し支えない

が、観察した結果については、管理栄養士に報告すること。 

なお、経口維持加算を算定している場合は、当該加算算定に係る食

事の観察を兼ねても差し支えない。 

ハ 食事の観察の際に、問題点が見られた場合は、速やかに関連する職

種と情報共有を行い、必要に応じて栄養ケア計画を見直し、見直し後

の計画に基づき対応すること。 

 

 

 

③ 当該計画に基づき、管理栄養士等は対象となる入所者に対し食事の観

察を週５回以上行い、当該入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食

事の調整等を実施すること。低栄養リスク改善加算の算定期間は、低栄

養状態の高リスク者に該当しなくなるまでの期間とするが、その期間は

入所者又はその家族の同意を得られた月から起算して６月以内の期間

に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は

算定しないこと。 

④ 低栄養状態の改善等のための栄養管理が、入所者又はその家族の同意

を得られた月から起算して、６月を超えて実施される場合でも、低栄養

状態リスクの改善が認められない場合であって、医師又は歯科医師の指

示に基づき、継続して低栄養状態の改善等のための栄養管理が必要とさ

れる場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。

ただし、この場合において、医師又は歯科医師の指示はおおむね２週間

ごとに受けるものとすること。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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ニ 当該入所者が退所し、居宅での生活に移行する場合は、入所者又は

その家族に対し、管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を行う

こと。また、他の介護保険施設や医療機関に入所（入院）する場合は、

入所中の栄養管理に関する情報（必要栄養量、食事摂取量、嚥下調整

食の必要性（嚥下食コード）、食事上の留意事項等）を入所先（入院

先）に提供すること。 

⑤ 低栄養状態のリスクが低リスクに該当する者については、④ロに掲げ

る食事の観察の際に、あわせて食事の状況を把握し、問題点がみられた

場合は、速やかに関連する職種と情報共有し、必要に応じて栄養ケア計

画を見直し、見直し後の計画に基づき対応すること。 

⑥ 大臣基準第 65 号の３ニに規定する厚生労働省への情報の提出につい

ては、「科学的介護情報システム（Long-term care Information system 

For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。

ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報シス

テム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及

び様式例の提示について」（令和３年●月●日老老発●第●号厚生労働

省老健局老人保健課長通知）を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィード

バック情報を活用し、利用者の状態に応じた栄養ケア計画の作成（Plan）、

当該計画に基づく支援の提供（Do）、当該支援内容の評価（Check）、その

評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイク

ル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能

力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

（新設） 

 

 

 

 

 

⑤ 褥瘡を有する場合であって、褥瘡マネジメント加算を算定している場

合は、低栄養リスク改善加算は算定できない。 

 

 

（新設） 

(25) （略） (23) （略） 

(26) 経口維持加算について 

① 経口維持加算(Ⅰ)については、次に掲げるイからニまでの通り、実施す

るものとすること 

イ （略） 

ロ 月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、

介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をす

るための食事の観察及び会議等を行い、継続して経口による食事の摂

取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維持計画の作成

を行うとともに、必要に応じた見直しを行うこと。また、当該経口維

(24) 経口維持加算について 

① 経口維持加算(Ⅰ)については、次に掲げるイからニまでの通り、実施す

るものとすること。 

イ （略） 

ロ 月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、

介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をす

るための食事の観察及び会議等を行い、継続して経口による食事の摂

取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維持計画を作成

すること。また、当該計画については、特別な管理の対象となる入所
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持計画の作成及び見直しを行った場合においては、特別な管理の対象

となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介

護福祉施設サービスにおいては、経口維持計画に相当する内容を施設

サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画

の作成に代えることができるものとすること。 

入所者の栄養管理をするための会議は、テレビ電話装置等（リアル

タイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以

下同じ。）を活用して行うことができるものとする。なお、個人情報

保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の

適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。 

ハ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別な管

理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂

取を進めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮のことを

いう。 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

②～④ （略） 

者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設

サービスにおいては、経口維持計画に相当する内容を施設サービス計

画の中に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代

えることができるものとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別な管

理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂

取を進めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮のことを

いう。経口維持加算(Ⅰ)の算定期間は、継続して経口による食事の摂取

を進めるための特別な管理により、当該入所者に摂食機能障害及び誤

嚥が認められなくなったと医師又は歯科医師が判断した日までの期

間とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得られた日の属

する月から起算して６月以内の期間に限るものとし、それを超えた場

合においては、原則として当該加算は算定しないこと。 

ニ 入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して

６月を超えた場合でも、水飲みテスト、頸部聴診法、造影撮影、内視

鏡検査等により、引き続き、摂食機能障害及び誤嚥が認められ、継続

して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要である

ものとして医師又は歯科医師の指示がなされ、また、当該特別な管理

を継続することについての入所者の同意が得られた場合にあっては、

引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、イ又はロに

おける医師又は歯科医師の指示は、おおむね１月ごとに受けるものと

すること。 

②～④ （略） 

（削る） (25) 口腔衛生管理体制加算について 

４の⑾を準用する。 

(27) 口腔衛生管理加算について 

① 口腔衛生管理加算については、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が

(26) 口腔衛生管理加算について 

① 口腔衛生管理加算については、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が
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施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行い、当該入所者に係る口腔清

掃等について介護職員へ具体的な技術的助言及び指導をした場合にお

いて、当該入所者ごとに算定するものである。 

 

② （略） 

③ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔衛生の管理

を行う歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の

要点（ただし、歯科医師から受けた指示内容のうち、特に歯科衛生士が

入所者に対する口腔衛生の管理を行うにあたり配慮すべき事項とす

る。）、当該歯科衛生士が実施した口腔衛生の管理の内容、当該入所者に

係る口腔清掃等について介護職員への具体的な技術的助言及び指導の

内容及びその他必要と思われる事項に係る記録（以下「口腔衛生管理に

関する実施記録」という。）を別紙様式３を参考として作成し、当該施

設に提出すること。当該施設は、当該口腔衛生管理に関する実施記録を

保管するとともに、必要に応じてその写しを当該入所者に対して提供す

ること。 

④ （略） 

⑤ 厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム

（Long-term care Information system For Evidence）」（以下「ＬＩＦ

Ｅ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出

頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に

関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

（令和３年●月●日老老発●第●号厚生労働省老健局老人保健課長通

知）を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィード

バック情報を活用し、入所者の状態に応じた口腔衛生の管理の内容の決

定（Plan）、当該決定に基づく支援の提供（Do)、当該支援内容の評価

（Check）、その評価結果を踏まえた当該支援内容の見直し・改善

（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの

質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能

力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

⑥ （略） 

口腔衛生管理体制加算を算定している施設の入所者に対して口腔ケア

を実施し、当該入所者に係る口腔ケアについて介護職員へ具体的な技術

的助言及び指導をした場合において、当該入所者ごとに算定するもので

ある。 

② （略） 

③ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔ケアを行う

歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点（た

だし、歯科医師から受けた指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に

対する口腔ケアを行うにあたり配慮すべき事項とする。）、当該歯科衛生

士が実施した口腔ケアの内容、当該入所者に係る口腔ケアについて介護

職員への具体的な技術的助言及び指導の内容及びその他必要と思われ

る事項に係る記録（以下「口腔衛生管理に関する実施記録」という。）

を別紙様式３を参考として作成し、当該施設に提出すること。当該施設

は、当該口腔衛生管理に関する実施記録を保管するとともに、必要に応

じてその写しを当該入所者に対して提供すること。 

 

④ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ （略） 

(28) 療養食加算について (27) 療養食加算について 
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２の⒃を準用する。なお、経口による食事の摂取を進めるための栄養管

理及び支援が行われている場合にあっては、経口移行加算又は経口維持加

算を併せて算定することが可能である。 

２の⒂を準用する。なお、経口による食事の摂取を進めるための栄養管

理及び支援が行われている場合にあっては、経口移行加算又は経口維持加

算を併せて算定することが可能である。 

(29) （略） (28) （略） 

(30) 看取り介護加算について 

① 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき

回復の見込みがないと診断した入所者について、その旨を入所者又はそ

の家族等（以下「入所者等」という。）に対して説明し、その後の療養

及び介護に関する方針についての合意を得た場合において、入所者等と

ともに、医師、看護職員、生活相談員、介護職員、管理栄養士、介護支

援専門員等が共同して、随時、入所者等に対して十分な説明を行い、療

養及び介護に関する合意を得ながら、入所者がその人らしく生き、その

人らしい最期が迎えられるよう支援することを主眼として設けたもの

である。 

②～④ （略） 

⑤ 看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護記録等に記録

するとともに、多職種連携を図るため、医師、生活相談員、看護職員、

介護職員、管理栄養士、介護支援専門員等による適切な情報共有に努め

ること。 

イ～ハ （略） 

⑥ （略） 

⑦ 看取り介護加算は、利用者等告示第 61 号に定める基準に適合する看

取り介護を受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含めて 45 日を上

限として、施設において行った看取り介護を評価するものである。 

死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、在宅や入院

先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、施設において看

取り介護を直接行っていない退所した日の翌日から死亡日までの間は、

算定することができない。（したがって、退所した日の翌日から死亡日

までの期間が 45 日以上あった場合には、看取り介護加算を算定するこ

とはできない。） 

なお、看取り介護に係る計画の作成及び看取り介護の実施にあたって

は、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに

関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・

ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必

(29) 看取り介護加算について 

① 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき

回復の見込みがないと診断した入所者について、その旨を入所者又はそ

の家族等（以下「入所者等」という。）に対して説明し、その後の療養

及び介護に関する方針についての合意を得た場合において、入所者等と

ともに、医師、看護職員、生活相談員、介護職員、介護支援専門員等が

共同して、随時、入所者等に対して十分な説明を行い、療養及び介護に

関する合意を得ながら、入所者がその人らしく生き、その人らしい最期

が迎えられるよう支援することを主眼として設けたものである。 

 

②～④ （略） 

⑤ 看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護記録等に記録

するとともに、多職種連携を図るため、医師、看護職員、介護職員、介

護支援専門員等による適切な情報共有に努めること。 

 

イ～ハ （略） 

⑥ （略） 

⑦ 看取り介護加算は、利用者等告示第 61 号に定める基準に適合する看

取り介護を受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含めて 30 日を上

限として、施設において行った看取り介護を評価するものである。 

死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、在宅や入院

先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、施設において看

取り介護を直接行っていない退所した日の翌日から死亡日までの間は、

算定することができない。（したがって、退所した日の翌日から死亡日

までの期間が 30 日以上あった場合には、看取り介護加算を算定するこ

とはできない。） 
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要な情報の共有等に努めること。 

⑧・⑨ （略） 

⑩ 入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊

期間が死亡日以前 45 日の範囲内であれば、当該入院又は外泊期間を除

いた期間について、看取り介護加算の算定が可能である。 

⑪ （略） 

 

⑧・⑨ （略） 

⑩ 入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊

期間が死亡日以前 30 日の範囲内であれば、当該入院又は外泊期間を除

いた期間について、看取り介護加算の算定が可能である。 

⑪ （略） 

⑫ 「24 時間連絡できる体制」については、⑼④を準用する。 ⑫ 「24 時間連絡できる体制」については、⑺④を準用する。 

⑬～⑮ （略） ⑬～⑮ （略） 

(31)・(32) （略） (30)・(31) （略） 

(33) 認知症専門ケア加算について 

① （略） 

② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成

事業の実施について」（平成 18 年３月 31 日老発第 0331010 号厚生労働

省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営につ

いて」（平成 18 年３月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計画課長通知）

に規定する「認知症介護実践リーダー研修」、認知症看護に係る適切な

研修を指すものとする。 

③ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、

テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション

が可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものと

する。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応しているこ

と。 

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者

等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑

な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」、認知症看護に

係る適切な研修を指すものとする。 

(32) 認知症専門ケア加算について 

① （略） 

② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成

事業の実施について」（平成 18 年３月 31 日老発第 0331010 号厚生労働

省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営につ

いて」（平成 18 年３月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計画課長通知）

に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

③ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者

等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑

な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」を指すものとす

る。 

(34) （略） (33) （略） 

(35) 褥瘡マネジメント加算について 

① 褥瘡マネジメント加算は、褥瘡管理に係る質の向上を図るため、多職

種の共同により、入所者が褥瘡管理を要する要因の分析を踏まえた褥瘡

ケア計画の作成（Plan）、当該計画に基づく褥瘡管理の実施（Do）、当該

実施内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該計画の見直し

(34) 褥瘡マネジメント加算について 

（新設） 
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（Action）といったサイクル（以下「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通

じて、継続的に褥瘡管理に係る質の管理を行った場合に加算するもので

ある。 

② 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)は、原則として入所者全員を対象として入所

者ごとに大臣基準第 71 号の２イに掲げる要件を満たした場合に、当該

施設の入所者全員（褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する者を

除く。）に対して算定できるものであること。 

③ 大臣基準第 71 号の２イ⑴の評価は、別紙様式●を用いて、褥瘡の状

態及び褥瘡の発生と関連のあるリスクについて実施すること。 

④ 大臣基準第 71 号の２イ⑴の施設入所時の評価は、大臣基準第 71 号の

２イ⑴から⑷までの要件に適合しているものとして都道府県知事に届

け出た日の属する月及び当該月以降の新規入所者については、当該者の

施設入所時に評価を行うこととし、届出の日の属する月の前月において

既に入所している者（以下「既入所者」という。）については、介護記

録等に基づき、施設入所時における評価を行うこと。 

⑤ 大臣基準第 71 号の２イ⑴の評価結果等の情報の提出については、「科

学的介護情報システム（Long-term care Information system For 

Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。Ｌ

ＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システ

ム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び

様式例の提示について」（令和３年●月●日老老発●第●号厚生労働省

老健局老人保健課長通知）を参照されたい。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能

力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

⑥ 大臣基準第 71 号の２イ⑵の褥瘡ケア計画は、褥瘡管理に対する各種

ガイドラインを参考にしながら、入所者ごとに、褥瘡管理に関する事項

に対し関連職種が共同して取り組むべき事項や、入所者の状態を考慮し

た評価を行う間隔等を検討し、別紙様式●を用いて、作成すること。な

お、介護福祉施設サービスにおいては、褥瘡ケア計画に相当する内容を

施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって褥瘡ケア計

画の作成に代えることができるものとするが、下線又は枠で囲う等によ

り、他の記載と区別できるようにすること。 

⑦ 大臣基準第 71 号の２イ⑶において、褥瘡ケア計画に基づいたケアを

実施する際には、褥瘡ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその

 

 

 

① 褥瘡マネジメント加算は、原則として入所者全員を対象として入所者

ごとに大臣基準第 71 号の２に掲げる要件を満たした場合に、当該事業

所の入所者全員に対して算定できるものであること。 

 

② 大臣基準第 71 号の２イの評価は、別紙様式４に示す褥瘡の発生と関

連のあるリスクについて実施すること。 

③ 大臣基準第 71 号の２イの施設入所時の評価は、大臣基準第 71 号の２

イからニまでの要件に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た日に、既に入所している者（以下、「既入所者」という。）については、

届出の日の属する月に評価を行うこと。 

 

 

④ 大臣基準第 71 条の２イの評価結果の厚生労働省への報告は、当該評

価結果を、介護給付費請求書等の記載要領に従って、褥瘡マネジメント

加算の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することによ

って行うこと。報告する評価結果は、施設入所時については、施設入所

後最初（既入所者については届出の日に最も近い日）に評価した結果、

それ以外の場合については、当該加算を算定する月に評価した結果のう

ち最も末日に近いものとすること。 

 

 

⑤ 大臣基準第 71 号の２のロの褥瘡ケア計画は、褥瘡管理に対する各種

ガイドラインを参考にしながら、入所者ごとに、褥瘡管理に関する事項

に対し関連職種が共同して取り組むべき事項や、入所者の状態を考慮し

た評価を行う間隔等を検討し、別紙様式５に示す様式を参考に、作成す

ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、褥瘡ケア計画に相当

する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって

褥瘡ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 

 

⑥ 大臣基準第 71 号の２のハにおいて、褥瘡ケア計画に基づいたケアを

実施する際には、褥瘡ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその
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家族に説明し、その同意を得ること。 

⑧ 大臣基準第 71 号の２イ⑷における褥瘡ケア計画の見直しは、褥瘡ケ

ア計画に実施上の問題（褥瘡管理の変更の必要性、関連職種が共同して

取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに実施すること。 

その際、ＰＤＣＡの推進及び褥瘡管理に係る質の向上を図る観点か

ら、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用すること。 

⑨ 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)は、褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件

を満たす施設において、④の評価の結果、施設入所時に褥瘡が発生する

リスクがあるとされた入所者について、施設入所日の属する月の翌月以

降に別紙様式●を用いて評価を実施し、当該月に別紙様式●に示す持続

する発赤（ｄ１）以上の褥瘡の発症がない場合に、所定単位数を算定で

きるものとする。 

ただし、施設入所時に褥瘡があった入所者については、当該褥瘡の治

癒後に、褥瘡の再発がない場合に算定できるものとする。 

⑩ 褥瘡マネジメント加算(Ⅲ)は、令和３年３月 31 日において、令和３

年度改定前の褥瘡マネジメント加算に係る届出を行う施設について、今

後ＬＩＦＥを用いた情報の提出に切り替えるように必要な検討を行う

ことを前提に、経過措置として、令和３年度末まで、従前の要件での算

定を認めるものである。 

⑪ 褥瘡管理に当たっては、施設ごとに当該マネジメントの実施に必要な

褥瘡管理に係るマニュアルを整備し、当該マニュアルに基づき実施する

ことが望ましいものであること。 

（削る） 

家族に説明し、その同意を得ること。 

⑦ 大臣基準第 71 号の２の二における褥瘡ケア計画の見直しは、褥瘡ケ

ア計画に実施上の問題（褥瘡管理の変更の必要性、関連職種が共同して

取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに実施すること。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

⑧ 大臣基準第 71 号の２に掲げるマネジメントについては、施設ごとに

当該マネジメントの実施に必要な褥瘡管理に係るマニュアルを整備し、

当該マニュアルに基づき実施することが望ましいものであること。 

⑨ 提出されたデータについては、国民の健康の保持増進及びその有する

能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

(36) 排せつ支援加算について 

① 排せつ支援加算は、排せつ支援の質の向上を図るため、多職種の共同

により、入所者が排せつに介護を要する要因の分析を踏まえた支援計画

の作成（Plan）、当該支援計画に基づく排せつ支援の実施（Do）、当該支

援内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該支援計画の見直し

（Action）といったサイクル（以下「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通

じて、継続的に排せつ支援の質の管理を行った場合に加算するものであ

る。 

② 排せつ支援加算(Ⅰ)は、原則として入所者全員を対象として入所者ごと

に大臣基準第 71 号の３に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入

(35) 排せつ支援加算について 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 



58 

 

所者全員（排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する者を除く。）に対して算

定できるものであること。 

③ 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ適切な介護が提供され

ていることを前提としつつ、さらに特別な支援を行うことにより、施設

入所時と比較して排せつの状態が改善することを評価したものである。

したがって、例えば、施設入所時において、入所者が尿意・便意を職員

へ訴えることができるにもかかわらず、職員が適時に排せつを介助でき

るとは限らないことを主たる理由としておむつへの排せつとしていた

場合、支援を行って排せつの状態を改善させたとしても加算の対象とは

ならない。 

④ 大臣基準第 71 号の３イ⑴の評価は、別紙様式○を用いて、排尿・排

便の状態及びおむつ使用の有無並びに特別な支援が行われた場合にお

けるそれらの３か月後の見込みについて実施する。 

 

⑤ 大臣基準第 71 号の３イ⑴の施設入所時の評価は、大臣基準第 71 号の

３イ⑴から⑶までの要件に適合しているものとして都道府県知事に届

け出た日の属する月及び当該月以降の新規入所者については、当該者の

施設入所時に評価を行うこととし、届出の日の属する月の前月以前から

既に入所している者（以下「既入所者」という。）については、介護記

録等に基づき、施設入所時における評価を行うこと。 

⑥ ④又は⑤の評価を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容を

支援の開始前に医師へ報告することとする。また、医師と連携した看護

師が④の評価を行う際、入所者の背景疾患の状況を勘案する必要がある

場合等は、医師へ相談することとする。 

⑦ 大臣基準第 71 号の３イ⑴の評価結果等の情報の提出については、「科

学的介護情報システム（Long-term care Information system For 

Evidence）」（以下、「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。Ｌ

ＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システ

ム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び

様式例の提示について」（令和３年●月●日老老発●第●号厚生労働省

老健局老人保健課長通知）を参照されたい。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能

力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

⑧ 大臣基準第 71 号の３イ⑵の「排せつに介護を要する入所者」とは、

 

 

① 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ適切な介護が提供され

ていることを前提としつつ、さらに特別な支援を行って排せつの状態を

改善することを評価したものである。したがって、例えば、入所者が尿

意・便意を職員へ訴えることができるにもかかわらず、職員が適時に排

せつを介助できるとは限らないことを主たる理由としておむつへの排

せつとしていた場合、支援を行って排せつの状態を改善させたとしても

加算の対象とはならない。 

 

② 「排せつに介護を要する入所者」とは、要介護認定調査の際に用いら

れる「認定調査員テキスト 2009 改訂版（平成 27 年４月改訂）」の方法

を用いて、排尿または排便の状態が、「一部介助」又は「全介助」と評

価される者をいう。 

③ 「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる」と

は、特別な支援を行わなかった場合には、当該排尿又は排便にかかる状

態の評価が不変又は悪化することが見込まれるが、特別な対応を行った

場合には、当該評価が６月以内に「全介助」から「一部介助」以上、又

は「一部介助」から「見守り等」以上に改善すると見込まれることをい

う。 

④ ③の見込みの判断を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容

を支援の開始前に医師へ報告することする。また、医師と連携した看護

師が③の見込みの判断を行う際、利用者の背景疾患の状況を勘案する必

要がある場合等は、医師へ相談することとする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「排せつに介護を要する入所者」とは、要介護認定調査の際に用いら
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要介護認定調査の際に用いられる「認定調査員テキスト 2009 改訂版（平

成 30 年４月改訂）」の方法を用いて、排尿又は排便の状態が、「一部介

助」若しくは「全介助」と評価される者又はおむつを使用している者を

いう。 

⑨ 大臣基準第 71 号の３イ⑵の「適切な対応を行うことにより、要介護

状態の軽減が見込まれる」とは、特別な支援を行わなかった場合には、

当該排尿若しくは排便又はおむつ使用にかかる状態の評価が不変又は

低下となることが見込まれるものの、適切な対応を行った場合には、排

尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善又はおむつ使用ありから使

用なしに改善すること、あるいは、排尿又は排便の状態の少なくとも一

方が改善し、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善することが見込

まれることをいう。 

⑩ 支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、

対象者が排せつに介護を要する要因を多職種が共同して分析し、それに

基づいて、別紙様式○の様式を用いて支援計画を作成する。要因分析及

び支援計画の作成に関わる職種は、④の評価を行った医師又は看護師、

介護支援専門員、及び支援対象の入所者の特性を把握している介護職員

を含むものとし、その他、疾患、使用している薬剤、食生活、生活機能

の状態等に応じ薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等を適宜

加える。なお、介護福祉施設サービスにおいては、支援計画に相当する

内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって支援

計画の作成に代えることができるものとするが、下線又は枠で囲う等に

より、他の記載と区別できるようにすること。 

⑪ （略） 

 

 

 

⑫ 当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与した者が、入所

者及びその家族に対し、排せつの状態及び今後の見込み、支援の必要性、

要因分析並びに支援計画の内容、当該支援は入所者及びその家族がこれ

らの説明を理解した上で支援の実施を希望する場合に行うものである

こと、及び支援開始後であってもいつでも入所者及びその家族の希望に

応じて支援計画を中断又は中止できることを説明し、入所者及びその家

族の理解と希望を確認した上で行うこと。 

れる「認定調査員テキスト 2009 改訂版（平成 27 年４月改訂）」の方法

を用いて、排尿または排便の状態が、「一部介助」又は「全介助」と評

価される者をいう。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、

対象者が排せつに介護を要する要因を多職種が共同して分析し、それに

基づいた支援計画を別紙様式６の様式を参考に作成する。要因分析及び

支援計画の作成に関わる職種は、③の判断を行った医師又は看護師、介

護支援専門員、及び支援対象の入所者の特性を把握している介護職員を

含むものとし、その他、疾患、使用している薬剤、食生活、生活機能の

状態等に応じ薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等を適宜加

える。なお、介護福祉施設サービスにおいては、支援計画に相当する内

容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって支援計

画の作成に代えることができるものとすること。 

 

⑥ 支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性が取れた計画

を、個々の入所者の特性に配慮しながら個別に作成することとし、画一

的な支援計画とならないよう留意する。また、支援において入所者の尊

厳が十分保持されるよう留意する。 

⑦ 当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与した者が、入所

者又はその家族に対し、現在の排せつにかかる状態の評価、③の見込み

の内容、⑤の要因分析及び支援計画の内容、当該支援は入所者又はその

家族がこれらの説明を理解した上で支援の実施を希望する場合に行う

ものであること、及び支援開始後であってもいつでも入所者又はその家

族の希望に応じて支援計画を中断又は中止できることを説明し、入所者

及びその家族の理解と希望を確認した上で行うこと。 
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（削る） 

 

 

⑬ 大臣基準第 71 号の３イ⑶における支援計画の見直しは、支援計画に

実施上の問題（排せつ支援計画の変更の必要性、関連職種が共同して取

り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに実施すること。 

その際、ＰＤＣＡの推進及び排せつ支援の質の向上を図る観点から、

ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用すること。 

⑭ 排せつ支援加算(Ⅱ)は、排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設にお

いて、施設入所時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が

改善し、かつ、いずれにも悪化がない場合又はおむつ使用ありから使用

なしに改善した場合に、算定できることとする。 

⑮ 排せつ支援加算(Ⅲ)は、排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設にお

いて、施設入所時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が

改善し、いずれにも悪化がなく、かつ、おむつ使用ありから使用なしに

改善した場合に、算定できることとする。 

⑯ 排せつ支援加算(Ⅳ)は、令和３年３月 31 日において、令和３年度改定

前の排泄支援加算に係る届出を行う施設について、今後ＬＩＦＥを用い

た情報の提出に切り替えるよう必要な検討を行うことを前提に、経過措

置として、令和３年度末まで、従前の要件での算定を認めるものである。 

⑧ 本加算の算定を終了した際は、その時点の排せつ状態の評価を記録

し、③における見込みとの差異があればその理由を含めて総括し、記録

した上で、入所者又はその家族に説明すること。 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

(37) 自立支援促進加算について 

① 自立支援促進加算は、入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの

質の向上を図るため、多職種共同による、入所者が自立支援の促進を要

する要因の分析を踏まえた支援計画の作成（Plan）、当該支援計画に基

づく自立支援の促進（Do）、当該支援内容の評価（Check）とその結果を

踏まえた当該支援計画の見直し（Action）といったサイクル（以下「Ｐ

ＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継続的に入所者の尊厳を保持し、

自立支援に係る質の管理を行った場合に加算するものである。 

② 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ、適切な介護が提供さ

れていることを前提としつつ、介護保険制度の理念に基づき、入所者が

尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう、特に必要な支援を実施していることを評価するものである。 

 このため、医師が、定期的に、全ての入所者に対する医学的評価及び

リハビリテーション、日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施

（新設） 
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するとともに、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職

種が、医学的評価、アセスメント及び支援実績に基づき、特に自立支援

のための対応が必要とされた者について、生活全般において適切な介護

を実施するための包括的な支援計画を策定し、個々の入所者や家族の希

望に沿った、尊厳の保持に資する取組や本人を尊重する個別ケア、寝た

きり防止に資する取組、自立した生活を支える取組、廃用性機能障害に

対する機能回復・重度化防止のための自立支援の取組などの特別な支援

を行っている場合に算定できるものである。なお、本加算は、画一的・

集団的な介護又は個別的ではあっても画一的な支援計画による取組を

評価するものではないこと、また、リハビリテーションや機能訓練の実

施を評価するものではないことから、個別のリハビリテーションや機能

訓練を実施することのみでは、加算の対象とはならないこと。 

③ 本加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準

第 71 号の４に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に

対して算定できるものであること。 

④ 大臣基準第 71 号の４イの自立支援に係る医学的評価は、医師が必要

に応じて関連職種と連携し、別紙様式○を用いて、当該時点における自

立支援に係る評価に加え、特別な支援を実施することによる入所者の状

態の改善可能性等について、実施すること。 

⑤ 大臣基準第 71 号の４ロの支援計画は、関係職種が共同し、別紙様式

○を用いて、訓練の提供に係る事項（離床・基本動作、ＡＤＬ動作、日々

の過ごし方及び訓練時間等）の全ての項目について作成すること。作成

にあたっては、④の医学的評価及び支援実績等に基づき、個々の入所者

の特性に配慮しながら個別に作成することとし、画一的な支援計画とな

らないよう留意すること。 

⑥ 当該支援計画の各項目は原則として以下のとおり実施すること。その

際、入所者及びその家族の希望も確認し、入所者の尊厳が支援に当たり

十分保持されるように留意すること。 

ａ 寝たきりによる廃用性機能障害を防ぐために、離床、座位保持又は

立ち上がりを計画的に支援する。 

ｂ 食事は、本人の希望に応じ、居室外で、車椅子ではなく普通の椅子

を用いる等、施設においても、本人の希望を尊重し、自宅等における

これまでの暮らしを維持できるようにする。食事の時間や嗜好等への

対応について、画一的ではなく、個人の習慣や希望を尊重する。 
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ｃ 排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、プライバシー

に配慮したトイレを使用することとし、特に多床室においては、ポー

タブルトイレの使用を前提とした支援計画を策定してはならない。 

ｄ 入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの

方法についても、個人の習慣や希望を尊重すること。 

ｅ 生活全般において、入所者本人や家族と相談し、可能な限り自宅で

の生活と同様の暮らしを続けられるようにする。 

ｆ リハビリテーション及び機能訓練の実施については、本加算におい

て評価をするものではないが、④の評価に基づき、必要な場合は、入

所者本人や家族の希望も確認して施設サービス計画の見直しを行う。 

⑧ 大臣基準第 71 号の４ロにおいて、支援計画に基づいたケアを実施す

る際には、対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得るこ

と。 

⑨ 大臣基準第 71 号の４ハにおける支援計画の見直しは、支援計画に実

施上に当たっての課題（入所者の自立に係る状態の変化、支援の実施時

における医学的観点からの留意事項に関する大きな変更、関連職種が共

同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）に応じ、必要に応じた見

直しを行うこと。 

その際、ＰＤＣＡの推進及びケアの向上を図る観点から、ＬＩＦＥへ

の提出情報とフィードバック情報を活用すること。 

⑩ 大臣基準第第 71 号の４ニの評価結果等の情報の提出については、「科

学的介護情報システム（Long-term care Information system For 

Evidence）」（以下、「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。提

出する評価結果等とは、別紙様式○に規定する現状の評価、支援の実施

による改善の可能性、要因分析及び支援計画の内容とし、情報の提出は、

当該評価等を実施した日又は当該計画を策定した日の属する月の末日

までに、その全てを遅滞なく提出することとする。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能

力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

(38) 科学的介護推進体制加算について 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として入所者全員を対象として、入

所者ごとに大臣基準第 71 号の５に掲げる要件を満たした場合に、当該

施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 

② 大臣基準第 71 号の５イ⑴及びロ⑴の情報の提出については、「科学的

（新設） 
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介護情報システム（Long-term care Information system For Evidence）」

（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの

提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦ

Ｅ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提

示について」（令和３年●月●日老老発●第●号厚生労働省老健局老人

保健課長通知）を参照されたい。 

③ 施設は、入所者に提供する施設サービスの質を常に向上させていくた

め、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイク

ル（PDCA サイクル）により、質の高いサービスを実施する体制を構築す

るとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、

次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に

提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。 

イ 入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービ

スを提供するための施設サービス計画を作成する（Plan）。 

ロ サービスの提供に当たっては、施設サービス計画に基づいて、入所

者の自立支援や重度化防止に資する介護を実施する（Do）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種

が共同して、施設の特性やサービス提供の在り方について検証を行う

（Check）。 

ニ 検証結果に基づき、入所者の施設サービス計画を適切に見直し、施

設全体として、サービスの質の更なる向上に努める（Action）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能

力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

(39) 安全対策体制加算について 

安全対策体制加算は、事故発生の防止のための指針の作成・委員会の開

催・従業者に対する研修の実施及びこれらを適切に実施するための担当者

の配置を備えた体制に加えて、当該担当者が安全対策に係る外部の研修を

受講し、組織的に安全対策を実施する体制を備えている場合に評価を行う

ものである。 

安全対策に係る外部の研修については、介護現場における事故の内容、

発生防止の取組、発生時の対応、施設のマネジメント等の内容を含むもの

であること。令和３年 10 月 31 日までの間にあっては、研修を受講予定（令

和３年４月以降、受講申込書等を有している場合）であれば、研修を受講

した者とみなすが、令和３年 10 月 31 日までに研修を受講していない場合

（新設） 
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には、令和３年４月～10 月に算定した当該加算については、遡り返還する

こと。 

また、組織的な安全対策を実施するにあたっては、施設内において安全

管理対策部門を設置し、事故の防止に係る指示や事故が生じた場合の対応

について、適切に従業者全員に行き渡るような体制を整備していることが

必要であること。 

(40) サービス提供体制強化加算について 

① ２の(21)①から④まで及び⑥並びに４の⒅③を準用する。 

② （略） 

(36) サービス提供体制強化加算について 

① ２の⒇①から④まで及び⑥を準用する。 

② （略） 

(41) 介護職員処遇改善加算について 

２の(22)を準用する。 

(37) 介護職員処遇改善加算について 

２の(21)を準用する。 

(42) 介護職員等特定処遇改善加算について 

２の(23)を準用する。 

(38) 介護職員等特定処遇改善加算について 

２の(22)を準用する。 

６ 介護保健施設サービス 

⑴  （略） 

⑵ 介護保健施設サービス費（Ⅰ）の介護保健施設サービス費（ⅰ）若しくは（ⅲ）

又はユニット型介護保健施設サービス費（Ⅰ）のユニット型介護保健施設サ

ービス費（ⅰ）若しくは（ⅲ）を算定する介護老人保健施設における介護保健施

設サービス及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）について 

３⑴②及び③を準用すること。 

⑶ 介護保健施設サービス費（Ⅰ）の介護保健施設サービス費（ⅱ）若しくは（ⅳ）

又はユニット型介護保健施設サービス費（Ⅰ）のユニット型介護保健施設サ

ービス費（ⅱ）若しくは（ⅳ）を算定する介護老人保健施設における介護保健施

設サービス及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）について 

３⑴④及び⑤を準用すること。 

⑷ （略） 
⑸ 介護保健施設サービス費を算定するための基準について 

① 介護保健施設サービス費は、施設基準第 56 号に規定する基準に従い、

以下の通り、算定すること。 

イ・ロ （略） 

ハ 施設基準第 56 号ハに規定する介護保健施設サービス費 

介護保健施設サービスが、ユニットに属する居室（介護老人保健施

設基準第 41 条第２項第１号イ⑶を満たすものに限る。）（「ユニット型

個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。 

６ 介護保健施設サービス 

⑴  （略） 

⑵ 介護保健施設サービス費（Ⅰ）の介護保健施設サービス費（ⅰ）若しくは（ⅲ）

又はユニット型介護保健施設サービス費（Ⅰ）のユニット型介護保健施設サ

ービス費（ⅰ）若しくは（ⅲ）を算定する介護老人保健施設における介護保健施

設サービス及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）について 

３⑴②及び③を準用すること。 

⑶ 介護保健施設サービス費（Ⅰ）の介護保健施設サービス費（ⅱ）若しくは（ⅳ）

又はユニット型介護保健施設サービス費（Ⅰ）のユニット型介護保健施設サ

ービス費（ⅱ）若しくは（ⅳ）を算定する介護老人保健施設における介護保健施

設サービス及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）について 

３⑴④及び⑤を準用すること。 

⑷ （略） 
⑸ 介護保健施設サービス費を算定するための基準について 

① 介護保健施設サービス費は、施設基準第 56 号に規定する基準に従い、

以下の通り、算定すること。 

イ・ロ （略） 

ハ 施設基準第 56 号ハに規定する介護保健施設サービス費 

介護保健施設サービスが、ユニットに属する居室（介護老人保健施

設基準第 41 条第２項第１号イ⑶（ⅰ）を満たすものに限る。）（「ユニッ

ト型個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。 
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ニ 施設基準第 56 号ニに規定する介護保健施設サービス費 

介護保健施設サービスが、ユニットに属する居室（令和３年改正省

令による改正前の介護老人保健施設基準第 41 条第２項第１号イ⑶（ⅱ）

（指定居宅サービス基準改正省令附則第５条第１項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限るものとし、介護

老人保健施設基準第 41 条第２項第１号イ⑶を満たすものを除く。）

（｢ユニット型個室的多床室」という。）の入居者に対して行われるも

のであること。 

②・③ （略） 

⑹・⑺ （略） 

ニ 施設基準第 56 号ニに規定する介護保健施設サービス費 

介護保健施設サービスが、ユニットに属する居室（介護老人保健施

設基準第 41 条第２項第１号イ⑶（ⅱ）（指定居宅サービス基準改正省令

附則第５条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を

満たすものに限るものとし、同（ⅰ）を満たすものを除く。）（｢ユニット

型個室的多床室」という。）の入居者に対して行われるものであるこ

と。 

 

②・③ （略） 

⑹・⑺ （略） 

⑻ 安全管理体制未実施減算について 

安全管理体制未実施減算については、介護老人保健施設基準第 36 条第

１項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月から基準

に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定

単位数から減算することとする。 

なお、同項第４号に掲げる安全対策を適切に実施するための担当者は、

令和３年改正省令の施行の日から起算して６月を経過するまでの間、経過

措置として、当該担当者を設置するよう努めることとしているため、当該

期間中、当該減算は適用しない。 

（新設） 

⑼ 栄養管理に係る減算について 

栄養管理の基準を満たさない場合の減算については、介護老人保健施設

基準第２条に定める栄養士又は管理栄養士の員数若しくは介護老人保健

施設基準第 17 条の２（介護老人保健施設基準第 50 条において準用する場

合を含む。）に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌々

月から基準を満たさない状況が解決されるに至った月まで、入所者全員に

ついて、所定単位数が減算されることとする（ただし、翌月の末日におい

て基準を満たすに至っている場合を除く。）。 

（新設） 

⑽・⑾ （略） 

⑿ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について 

①～⑦ （略） 

⑧ 注７の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合で

あっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合は当該リハビリ

テーション加算を算定することができる。 

⑨ （略） 

⑻・⑼ （略） 

⑽ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について 

①～⑦ （略） 

⑧ 注５の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合で

あっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合は当該リハビリ

テーション加算を算定することができる。 

⑨ （略） 
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⒀ 認知症ケア加算について 

① 注９において「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認

められることから介護を必要とする認知症の入所者」とあるのは日常生

活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当し、認知症専門棟において認知症

に対応した処遇を受けることが適当であると医師が認めた者をいうも

のであること。 

②・③ （略） 

⒁ （略） 

⑾ 認知症ケア加算について 

① 注７において「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認

められることから介護を必要とする認知症の入所者」とあるのは日常生

活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当し、認知症専門棟において認知症

に対応した処遇を受けることが適当であると医師が認めた者をいうも

のであること。 

②・③ （略） 

⑿ （略） 

⒂ 入所者が外泊したときの費用の算定について 

５の⒅（④のニを除く。）を準用する。この場合において「入院又は外

泊」とあるのは、「外泊」と読み替えるものとする。 

⒀ 入所者が外泊したときの費用の算定について 

５の⒂（④のニを除く。）を準用する。この場合において「入院又は外

泊」とあるのは、「外泊」と読み替えるものとする。 

⒃ 入所者が外泊したときの費用（在宅サービスを利用する場合）の算定に

ついて 

５の⒆を準用する。 

⒁ 入所者が外泊したときの費用（在宅サービスを利用する場合）の算定に

ついて 

５の⒃を準用する。 
⒄ ターミナルケア加算について 

イ ターミナルケア加算は、医師が一般に認められている医学的知見に基

づき回復の見込みがないと診断した入所者について、本人及び家族とと

もに、医師、看護職員、介護職員、支援相談員、管理栄養士等が共同し

て、随時本人又はその家族に対して十分な説明を行い、合意をしながら、

その人らしさを尊重した看取りができるよう支援することを主眼とし

て設けたものである。 

ロ ターミナルケア加算は、利用者等告示第 65 号に定める基準に適合す

るターミナルケアを受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含めて 45

日を上限として、介護老人保健施設において行ったターミナルケアを評

価するものである。 

死亡前に他の医療機関等に移った場合又は自宅等に戻った場合には、

当該施設においてターミナルケアを直接行っていない退所した日の翌日

から死亡日までの間は、算定することができない。（したがって、退所し

た日の翌日から死亡日までの期間が 45 日以上あった場合には、ターミナ

ルケア加算を算定することはできない。） 

なお、ターミナルケアに係る計画の作成及びターミナルケアにあたっ

ては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセス

に関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医

療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族

⒂ ターミナルケア加算について 

イ ターミナルケア加算は、医師が一般に認められている医学的知見に基

づき回復の見込みがないと診断した入所者について、本人及び家族とと

もに、医師、看護職員、介護職員等が共同して、随時本人又はその家族

に対して十分な説明を行い、合意をしながら、その人らしさを尊重した

看取りができるよう支援することを主眼として設けたものである。 

 

ロ ターミナルケア加算は、利用者等告示第 65 号に定める基準に適合す

るターミナルケアを受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含めて 30

日を上限として、老人保健施設において行ったターミナルケアを評価す

るものである。 

死亡前に他の医療機関等に移った場合又は自宅等に戻った場合には、

当該施設においてターミナルケアを直接行っていない退所した日の翌日

から死亡日までの間は、算定することができない。（したがって、退所し

た日の翌日から死亡日までの期間が 30 日以上あった場合には、ターミナ

ルケア加算を算定することはできない。） 
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と必要な情報の共有等に努めること。 

ハ 介護老人保健施設を退所した月と死亡した月が異なる場合でも算定

可能であるが、ターミナルケア加算は死亡月にまとめて算定することか

ら、入所者側にとっては、当該施設に入所していない月についても自己

負担を請求されることになるため、入所者が退所する際、退所の翌月に

亡くなった場合に、前月分のターミナルケア加算に係る一部負担の請求

を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要で

ある。 

ニ 介護老人保健施設は、施設退所の後も、継続して入所者の家族指導等

を行うことが必要であり、入所者の家族等との継続的な関わりの中で、

入所者の死亡を確認することが可能である。 

ホ 外泊又は退所の当日についてターミナルケア加算を算定できるかど

うかは、当該日に所定単位数を算定するかどうかによる。したがって、

入所者が外泊した場合（外泊加算を算定した場合を除く。）には、当該

外泊期間が死亡日以前 45 日の範囲内であれば、当該外泊期間を除いた

期間について、ターミナルケア加算の算定が可能である。 

ヘ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で

同意を得た場合は、その説明日時、内容等を記録するとともに、同意を

得た旨を記載しておくことが必要である。 

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来所が見

込めないような場合も、医師、看護職員、介護職員、支援相談員、管理

栄養士等が入所者の状態等に応じて随時、入所者に対するターミナルケ

アについて相談し、共同してターミナルケアを行っていると認められる

場合には、ターミナルケア加算の算定は可能である。 

この場合には、適切なターミナルケアが行われていることが担保され

るよう、職員間の相談日時、内容等を記録するとともに、本人の状態や、

家族と連絡を取ったにもかかわらず来所がなかった旨を記載しておくこ

とが必要である。 

なお、家族が入所者の看取りについてともに考えることは極めて重要

であり、施設としては、１度連絡を取ったにもかかわらず来所がなかっ

たとしても、定期的に連絡を取り続け、可能な限り家族の意思を確認し

ながらターミナルケアを進めていくことが重要である。 

ト ターミナルケア加算を算定するに当たっては、本人又はその家族が個

室でのターミナルケアを希望する場合には、当該施設は、その意向に沿

 

ハ 老人保健施設を退所した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能

であるが、ターミナルケア加算は死亡月にまとめて算定することから、

入所者側にとっては、当該施設に入所していない月についても自己負担

を請求されることになるため、入所者が退所する際、退所の翌月に亡く

なった場合に、前月分のターミナルケア加算に係る一部負担の請求を行

う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要であ

る。 

ニ 老人保健施設は、施設退所の後も、継続して入所者の家族指導等を行

うことが必要であり、入所者の家族等との継続的な関わりの中で、入所

者の死亡を確認することが可能である。 

ホ 外泊又は退所の当日についてターミナルケア加算を算定できるかど

うかは、当該日に所定単位数を算定するかどうかによる。したがって、

入所者が外泊した場合（外泊加算を算定した場合を除く。）には、当該

外泊期間が死亡日以前 30 日の範囲内であれば、当該外泊期間を除いた

期間について、ターミナルケア加算の算定が可能である。 

ヘ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で

同意を得た場合は、その説明日時、内容等を記録するとともに、同意を

得た旨を記載しておくことが必要である。 

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来所が見

込めないような場合も、医師、看護職員、介護職員等が入所者の状態等

に応じて随時、入所者に対するターミナルケアについて相談し、共同し

てターミナルケアを行っていると認められる場合には、ターミナルケア

加算の算定は可能である。 

この場合には、適切なターミナルケアが行われていることが担保され

るよう、職員間の相談日時、内容等を記録するとともに、本人の状態や、

家族と連絡を取ったにもかかわらず来所がなかった旨を記載しておくこ

とが必要である。 

なお、家族が入所者の看取りについてともに考えることは極めて重要

であり、施設としては、１度連絡を取ったにもかかわらず来所がなかっ

たとしても、定期的に連絡を取り続け、可能な限り家族の意思を確認し

ながらターミナルケアを進めていくことが重要である。 

ト ターミナルケア加算を算定するに当たっては、本人又はその家族が個

室でのターミナルケアを希望する場合には、当該施設は、その意向に沿
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えるよう考慮すべきであること。なお、個室に移行した場合の入所者に

ついては、注 13 に規定する措置の対象とする。 

えるよう考慮すべきであること。なお、個室に移行した場合の入所者に

ついては、注 11 に規定する措置の対象とする。 

⒅ 初期加算について 

① （略） 

② ５の⒇の①及び②は、この場合に準用する。 

⒃ 初期加算について 

① （略） 

② ５の⒄の①及び②は、この場合に準用する。 

⒆ 再入所時栄養連携加算について 

５の(21)を準用する。 

⒄ 再入所時栄養連携加算について 

５の⒅を準用する。 

⒇ 入所前後訪問指導加算について 

① （略） 

② 入所前後訪問指導加算(Ⅱ)は、①における施設サービス計画の策定等に

あたり、⑤に掲げる職種が会議を行い、次のイ及びロを共同して定めた

場合に、入所中に１回に限り加算を行うものである。なお、会議は、テ

レビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが

可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとす

る。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応しているこ

と。 

イ・ロ （略） 

③・④ （略） 

⑤ 入所前後訪問指導は、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員等が協力して行

うこと。 

⑥・⑦ （略） 

(21) 退所時等支援加算について 

① 試行的退所時指導加算 

イ （略） 

ロ 注１により算定を行う場合には、以下の点に留意すること。 

ａ～ｇ （略） 

ｈ 試行的退所時指導は、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士

又は作業療法士、管理栄養士、介護支援専門員等が協力して行うこ

と。 

ｉ・ｊ （略） 

⒅ 入所前後訪問指導加算について 

① （略） 

② 入所前後訪問指導加算(Ⅱ)は、①における施設サービス計画の策定等に

あたり、⑤に掲げる職種が会議を行い、次のイ及びロを共同して定めた

場合に、入所中に１回に限り加算を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

イ・ロ （略） 
③・④ （略） 

⑤ 入所前後訪問指導は、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士、栄養士、介護支援専門員等が協力して行うこ

と。 

⑥・⑦ （略） 

⒆ 退所時等支援加算について 

① 試行的退所時指導加算 

イ （略） 

ロ 注１により算定を行う場合には、以下の点に留意すること。 

ａ～ｇ （略） 

ｈ 試行的退所時指導は、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士

又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員等が協力して行うこと。 

 

ｉ・ｊ （略） 

② 退所時情報提供加算 ② 退所時情報提供加算 
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イ （略） 

ロ ①のロｇを準用する。 

イ （略） 

ロ ①のニを準用する。 

③ 入退所前連携加算(Ⅰ) 

イ 入所期間が１月を超えることが見込まれる入所者について、入所予

定日前 30 日以内又は入所後 30 日以内に、退所後の生活を見据え、退

所後に利用を希望する指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員と

連携し、退所後の居宅における居宅サービスの利用方針を定めるこ

と。 

ロ ５の(22)の③イ及びロを準用する。 

ハ ①のｇ及びｈを準用する。 

④ 入退所前連携加算(Ⅱ) 

イ ５の⒆の③イ及びロを準用する。 

ロ ①のｇ及びｈを準用する。 

⑤ 訪問看護指示加算 

イ～ホ （略） 

③ 退所前連携加算 

（新設） 

 

 

 

 

イ ５の⒆の③イ及びロを準用する。 

ロ ①のｇ及びｈを準用する。 

（新設） 

 

 

④ 老人訪問看護指示加算 

イ～ホ （略） 

(22) 従来型個室に入所していた者の取扱いについて 

５の(23)を準用する。 

⒇ 従来型個室に入所していた者の取扱いについて 

５の⒇を準用する。 

（削る） 

 

(23) 栄養マネジメント強化加算について 

５の(24)を準用する。 

(21) 栄養マネジメント加算について 

５の(21)を準用する。 

(22) 低栄養リスク改善加算について 

５の(22)を準用する。 

(24) 経口移行加算について 

５の(25)を準用する。 

(23) 経口移行加算について 

５の(23)を準用する。 

(25) 経口維持加算について 

５の(26)を準用する。 

(24) 経口維持加算について 

５の(24)を準用する。 

（削る） (25) 口腔衛生管理体制加算について 

４の⑾を準用する。 

(26) 口腔衛生管理加算について 

５の(27)を準用する。 

(26) 口腔衛生管理加算について 

５の(26)を準用する。 

(27) 療養食加算について 

５の(28)を準用する。 

(27) 療養食加算について 

５の(27)を準用する。 

(28) 在宅復帰支援機能加算について 

５の(31)を準用する。 

(28) 在宅復帰支援機能加算について 

５の(30)を準用する。 

(29) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)について (29) かかりつけ医連携薬剤調整加算について 
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① かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)は、入所者の薬物療法について、入

所中の総合的な評価並びに入所時及び退所時における当該入所者の主

治の医師との連携を評価するものであること。 

 

 

 

 

 

 

② 入所後１月以内に、別紙様式●を参考に、状況に応じて当該入所者の

処方の内容を変更する可能性があることについて主治の医師に説明し、

合意していること。その際、処方経緯等の情報を収集することが望まし

いこと。 

 

③ 入所中は、複数の薬剤の投与により期待される効果と副作用の可能性

等について、当該入所者の病状及び生活状況等に伴う服薬アドヒアラン

スの変動等について十分に考慮した上で、総合的に評価を行うこと。 

④ 総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指

針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編

（療養環境別））」（厚生労働省）及び日本老年医学会の関連ガイドライ

ン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。 

⑤ 退所時又は退所後１月以内に、別紙様式●を参考に、評価の内容、処

方内容の変更の理由・経緯、変更後の状態等について、主治の医師に情

報提供を行い、その内容を診療録に記載している場合に、当該入所者一

人につき１回を限度として、当該入所者の退所時に所定単位数を加算す

る。 

⑥ 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師又は常勤

の薬剤師が、高齢者の薬物療法に関する内容を含む研修を受講している

こと。ただし、高齢者の薬物療法に関する十分な経験を有する医師又は

薬剤師については、高齢者の薬物療法に関する研修を受講した者とみな

す。また、令和３年 10 月 31 日までの間にあっては、研修を受講予定（令

和３年４月以降、受講申込書などを持っている場合）であれば、研修を

受講した者とみなすが、10 月 31 日までに研修を受講していない場合に

は、４月～10 月に算定した当該加算については、遡り返還すること。 

① かかりつけ医連携薬剤調整加算は、内服を開始して４週間以上経過し

た内服薬が６種類以上処方されている入所者に対して、複数の薬剤の投

与により期待される効果と副作用の可能性等について、当該入所者の病

状及び生活状況等に伴う服薬アドヒアランスの変動等について十分に

考慮した上で、総合的に評価を行い、処方の内容を介護老人保健施設の

医師と当該入所者の主治の医師が共同し、総合的に評価及び調整し、当

該入所者に処方する内服薬を減少させることについて当該介護老人保

健施設の医師と当該主治の医師が合意した上で、処方される内服薬が減

少した場合について評価したものである。 

② かかりつけ医連携薬剤調整加算は、当該合意された内容に基づき、介

護老人保健施設の医師が、当該入所者に処方する内服薬について、入所

時に処方されていた内服薬の種類に比べ１種類以上減少させ、かつ、退

所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ継続して１

種類以上減少している場合に算定する。 

③ 入所時において当該入所者が処方されている内服薬のうち、頓服薬に

ついては内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以

内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。 

④ 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、

カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類と

して計算する。 

 

⑤ 当該加算を算定するに当たっては、合意した内容や調整の要点を診療

録に記載する。 

 

 

 

⑥ 退所時又は退所後１月以内に当該入所者の主治の医師に報告し、その

内容を診療録に記載した場合は、当該入所者一人につき１回を限度とし

て、当該入所者の退所時に所定単位数を加算する。 
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⑦ 令和３年３月 31 日までに入所した者について、処方内容の変更につ

いて主治の医師と合意しており、⑤及び⑥を満たす場合は、算定できる。 

⑦ 複数の医療機関から処方されている入所者の場合には、主治の医師と

調整し、当該入所者に処方する内服薬の減少について、退所時又は退所

後１月以内に当該入所者の主治の医師に報告し、診療録に記載する。 

(30) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)について 

① かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)の算定要件を満たすこと。 

② 入所期間が３月以上であると見込まれる入所者であること。 

③ 厚生労働省への情報の提出は、入所期間が３月を超えると見込まれる

入所者について、「科学的介護情報システム（Long-term care 

Information system For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用

いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、

「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年●月●日老

老発●第●号厚生労働省老健局老人保健課長通知）を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィード

バック情報を活用し、入所者の病状、服薬アドヒアランス等に応じた処

方の検討（Plan）、当該検討に基づく処方（Do）、処方後の状態等を踏ま

えた総合的な評価（Check）、その評価結果を踏まえた処方継続又は処方

変更（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービ

スの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能

力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

（新設） 

(31) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)について 

① かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)の算定要件を満たすこと。 

② 内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されて

いる入所者に対して、入所中に当該処方の内容を介護老人保健施設の医

師と当該入所者の主治の医師が共同し、総合的に評価及び調整を行い、

介護老人保健施設の医師が、当該入所者に処方する内服薬について、入

所時に処方されていた内服薬の種類に比べ１種類以上減少させ、かつ、

退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ継続して

１種類以上減少している場合に、当該入所者一人につき１回を限度とし

て、当該入所者の退所時に所定単位数を加算する。 

③ 入所時において当該入所者が処方されている内服薬のうち、頓服薬に

ついては内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以

内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。 

（新設） 
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④ 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、

カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類と

して計算する。 

⑤ 当該加算を算定するに当たっては、合意した内容や調整の要点を診療

録に記載する。 

(32) （略） (30) （略） 

(33) 所定疾患施設療養費(Ⅰ)について 

①・② （略） 

③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりである

こと。 

イ・ロ （略） 

ハ 帯状疱疹 

ニ 蜂窩織炎 

④ 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できる

ものであること。 

⑤ 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、

検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の

医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、

処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載し

ておくこと。 

（削る） 

⑥ （略） 

(31) 所定疾患施設療養費(Ⅰ)について 

①・② （略） 

③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりである

こと。 

イ・ロ （略） 

ハ 帯状疱疹（抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る） 

（新設） 

（新設） 

 

④ 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、

検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。 

 

 

 

⑤ 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。 

⑥ （略） 

(34) 所定疾患施設療養費(Ⅱ)について 

① 所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする状

態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が

行われた場合に、１回に連続する 10 日を限度とし、月１回に限り算定

するものであるので、１月に連続しない１日を 10 回算定することは認

められないものであること。 

② （略） 

③ 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであ

ること。 

イ・ロ （略） 

ハ 帯状疱疹 

ニ 蜂窩織炎 

(32) 所定疾患施設療養費(Ⅱ)について 

① 所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする状

態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が

行われた場合に、１回に連続する７日を限度とし、月１回に限り算定す

るものであるので、１月に連続しない１日を７回算定することは認めら

れないものであること。 

② （略） 

③ 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであ

ること。 

イ・ロ （略） 

ハ 帯状疱疹（抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る） 

（新設） 



73 

 

④ 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できる

ものであること。 

⑤ （略） 

（削る） 

 

⑥ （略） 

⑦ 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症

対策に関する内容（肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する

標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌）を

含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験

を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみな

す。 

（新設） 

 

④ （略） 

⑤ 請求に際して、給付費請求明細書の摘要欄に、診断、行った検査、治

療内容等を記入すること。 

⑥ （略） 

⑦ 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症

対策に関する内容（肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹に関する標準的な検

査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌）を含む研修を

受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医

師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。また、

平成 30 年 10 月 31 日までの間にあっては、研修を受講予定（平成 30 年

４月以降、受講申込書などを持っている場合）であれば、研修を受講し

た者とみなすが、10 月 31 日までに研修を受講していない場合には、４

月～10 月に算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うこと。 

(35) 認知症専門ケア加算について 

５の(33)を準用する。 

(33) 認知症専門ケア加算について 

５の(32)を準用する。 

(36) 認知症行動・心理症状緊急対応加算について 

５の(34)を準用する。 

(34) 認知症行動・心理症状緊急対応加算について 

５の(33)を準用する。 

(37) （略） 

(38) 地域連携診療計画情報提供加算について 

① 地域連携診療計画は、医科診療報酬点数表における入退院支援加算の

注４に掲げる地域連携診療計画加算を算定する保険医療機関（以下「計

画管理病院」という。）において作成され、当該計画管理病院からの転

院後又は退院後の治療を担う複数の連携保険医療機関又は介護サービ

ス事業所との間で共有して活用されるものであり、病名、入院時の症状、

予定されている診療内容、標準的な転院までの期間、転院後の診療内容、

連携する保険医療機関を退院するまでの標準的な期間（以下本区分にお

いて「総治療期間」という。）、退院に当たり予想される患者の状態に関

する退院基準、その他必要な事項が記載されたものである。 

② 当該加算は、以下の疾患について、医科診療報酬点数表における入退

院支援加算の注４に掲げる地域連携診療計画加算を算定して当該医療

機関を退院した患者が、介護老人保健施設に入所した場合に限り算定す

るものである。 

(35) （略） 

(36) 地域連携診療計画情報提供加算について 

① 地域連携診療計画は、医科診療報酬点数表における退院支援加算の注

４に掲げる地域連携診療計画加算を算定する保険医療機関（以下「計画

管理病院」という。）において作成され、当該計画管理病院からの転院

後又は退院後の治療を担う複数の連携保険医療機関又は介護サービス

事業所との間で共有して活用されるものであり、病名、入院時の症状、

予定されている診療内容、標準的な転院までの期間、転院後の診療内容、

連携する保険医療機関を退院するまでの標準的な期間（以下本区分にお

いて「総治療期間」という。）、退院に当たり予想される患者の状態に関

する退院基準、その他必要な事項が記載されたものである。 

② 当該加算は、以下の疾患について、医科診療報酬点数表における退院

支援加算の注４に掲げる地域連携診療計画加算を算定して当該医療機

関を退院した患者が、介護老人保健施設に入所した場合に限り算定する

ものである。 
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イ・ロ （略） 

③・④  
イ・ロ （略） 

③・④ （略） 
(39) リハビリテーションマネジメント計画書情報加算について 

① 厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム

（Long-term care Information system For Evidence）」（以下「ＬＩＦ

Ｅ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出

頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に

関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

（令和３年●月●日老老発●第●号厚生労働省老健局老人保健課長通

知）を参照されたい。 

② サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィード

バック情報を活用し、利用者の状態に応じたリハビリテーション実施計

画の作成（Plan）、当該計画に基づくリハビリテーションの実施（Do）、

当該実施内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直

し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サ

ービスの質の管理を行うこと。なお、評価は、リハビリテーション実施

計画書に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以

内に、その後はおおむね３月ごとにを行うものであること。 

③ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能

力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

（新設） 

(40) 褥瘡マネジメント加算について 

５の(35)を準用する。 

(37) 褥瘡マネジメント加算について 

５の(34)を準用する。 

(41) 排せつ支援加算について 

５の(36)を準用する。 

(38) 排せつ支援加算について 

５の(35)を準用する。 

(42) 自立支援促進加算について 

５の(37)を準用する。 

（新設） 

(43) 科学的介護推進体制加算について 

５の(38)を準用する。 

（新設） 

(44) 安全対策体制加算について 

５の(39)を準用する。 

（新設） 

(45) サービス提供体制強化加算について 

① ２の(21)①から④まで及び⑥並びに４の⒅③を準用する。 

② （略） 

(39) サービス提供体制強化加算について 

① ２の⒇①から④まで及び⑥を準用する。 

② （略） 

(46) 介護職員処遇改善加算について (40) 介護職員処遇改善加算について 
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２の(22)を準用する。 ２の(21)を準用する。 
(47) 介護職員等特定処遇改善加算について 

２の(23)を準用する。 

(41) 介護職員等特定処遇改善加算について 

２の(22)を準用する。 

７ 介護療養施設サービス 

⑴～⑻ （略） 

⑼ 一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合の減算につい

て 

① 施設基準第 65 号の２⑴の基準における入院患者等（当該指定介護療

養型医療施設である療養病床を有する病院の入院患者及び当該療養病

床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所の利用者をいう。以

下同じ。）の割合については、以下の式により計算すること。 

イ （略） 

ロ (Ａ)において、「喀痰吸引を必要とする入院患者等」については、過

去１年間に喀痰吸引が実施されていた者（入院期間が１年以上である

入院患者にあっては、当該入院期間中（入院時を含む。）に喀痰吸引

が実施されていた者）であって、口腔衛生管理加算を算定されている

者又は平成 27 年度から令和２年度の口腔衛生管理体制加算の算定要

件を満たしている者（平成 26 年度以前においては、口腔機能維持管

理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者及び平成

27 年度から令和２年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管

理体制加算を算定されていた者）については、喀痰吸引が実施されて

いる者として取り扱うものとすること。また、「経管栄養を必要とす

る入院患者等」とは、経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養

の実施を指す。ただし、過去１年間に経管栄養が実施されていた者（入

院期間が１年以上である入院患者にあっては、当該入院期間中（入院

時を含む。）に経管栄養が実施されていた者）であって、経口維持加

算を算定している者又は管理栄養士が栄養ケア・マネジメントを実施

する者（令和２年度以前においては、経口維持加算又は栄養マネジメ

ント加算を算定されていた者）は、経管栄養が実施されている者とし

て取り扱うものとすること。 

７ 介護療養施設サービス 

⑴～⑻ （略） 

⑼ 一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合の減算につい

て 

① 施設基準第 65 の２号⑴の基準における入院患者等（当該指定介護療

養型医療施設である療養病床を有する病院の入院患者及び当該療養病

床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所の利用者をいう。以

下同じ。）の割合については、以下の式により計算すること。 

イ （略） 

ロ (Ａ)において、「喀痰吸引を必要とする入院患者等」については、過

去１年間に喀痰吸引が実施されていた者（入院期間が１年以上である

入院患者にあっては、当該入院期間中（入院時を含む。）に喀痰吸引

が実施されていた者）であって、口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理

体制加算を算定されている者（平成 26 年度以前においては、口腔機

能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者）

については、喀痰吸引が実施されている者として取り扱うものとする

こと。また、「経管栄養を必要とする入院患者等」とは、経鼻経管又

は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ただし、過去１年

間に経管栄養が実施されていた者（入院期間が１年以上である入院患

者にあっては、当該入院期間中（入院時を含む。）に経管栄養が実施

されていた者）であって、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を

算定されている者については、経管栄養が実施されている者として取

り扱うものとすること。 

ハ （略） 

② （略） 

⑽ 所定単位数を算定するための施設基準について 

療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費又は

ハ （略） 

② （略） 

⑽ 所定単位数を算定するための施設基準について 

療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費又は
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認知症疾患型介護療養施設サービス費のそれぞれ所定単位数を算定する

ためには、看護職員及び介護職員の員数が所定の員数以上配置されること

のほか、次に掲げる基準を満たす必要があること。 

① 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サービス

費、ユニット療養型介護療養施設サービス費又はユニット型療養型経過

型介護療養施設サービス費（施設基準第 62 号において準用する施設基

準第 14 号ニからヘまで） 

イ・ロ （略） 

ハ 療養病棟の病室が、次の基準を満たすこと。 

ａ （略） 

ｂ ユニット型の場合 

（a） （略） 

（b） 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

の共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、１のユニ

ットの入院患者の定員は、おおむね 10 人以下としなければなら

ないこと。 

（c） １の病室の床面積等は、10・65 平方メートル以上とすること。

ただし、（a）ただし書の場合にあっては、21・3 平方メートル以上

とすること。 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

（d） （略） 

ニ・ホ （略） 

② 療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ）（ⅱ）、（ⅲ）、（ⅴ）若しくは（ⅵ）、（Ⅱ）（ⅱ）若し

くは（ⅳ）又はユニット型療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）若しくは（Ⅲ）

若しくは経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）若しくは

（Ⅲ）を算定するための基準について 

（略） 

③ 診療所型介護療養施設サービス費又はユニット型診療所型介護療養

施設サービス費（施設基準第 62 号において準用する施設基準第 14 号チ

認知症疾患型介護療養施設サービス費のそれぞれ所定単位数を算定する

ためには、看護職員及び介護職員の員数が所定の員数以上配置されること

のほか、次に掲げる基準を満たす必要があること。 

① 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サービス

費、ユニット療養型介護療養施設サービス費又はユニット型療養型経過

型介護療養施設サービス費（施設基準第 62 号において準用する施設基

準第 14 号ニからヘまで） 

イ・ロ （略） 

ハ 療養病棟の病室が、次の基準を満たすこと。 

ａ （略） 

ｂ ユニット型の場合 

（a） （略） 

（b） 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

の共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、１のユニ

ットの入院患者の定員は、おおむね 10 人以下としなければなら

ないこと。 

（c） １の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 

 

 

（ⅰ） 10・65 平方メートル以上とすること。ただし、（a）ただし

書の場合にあっては、21・３平方メートル以上とすること。 

（ⅱ） ユニットに属さない病室を改修したものについては、入院

患者同士の視線の遮断の確保を前提とした上で、病室を隔て

る壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し

支えないこと。 

（d） （略） 

ニ・ホ （略） 

② 療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ）（ⅱ）、（ⅲ）、（ⅴ）若しくは（ⅵ）、（Ⅱ）（ⅱ）若し

くは（ⅳ）又はユニット型療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）（Ⅲ）（Ⅴ）若しく

は（Ⅵ）を算定するための基準について 

 

（略） 

③ 診療所型介護療養施設サービス費又はユニット型診療所型介護療養

施設サービス費（施設基準第 62 号において準用する施設基準第 14 号チ
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及びリ） 

イ 療養病室が、次の基準を満たすこと。 

ａ （略） 

ｂ ユニット型の場合 

（a） （略） 

（b） 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

の共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、１のユニ

ットの入院患者の定員は、おおむね 10 人以下としなければなら

ないこと。 

（c） １の病室の床面積等は、10・65 平方メートル以上とすること。

ただし、（a）ただし書の場合にあっては、21・3平方メートル以上

とすること。 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

（d） （略） 

ロ （略） 

④ 診療所型介護療養施設サービス費（Ⅰ）（ⅱ）、（ⅲ）、（ⅴ）、若しくは（ⅵ）又はユ

ニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）若しくは（Ⅲ）若しくは経過

的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）若しくは（Ⅲ）を算定す

るための基準について 

３の⑹③を準用する。この場合において、「当該基準を満たす利用者

については、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示すいずれの状

態に適合するものであるかについて、記載要領に示す記号を用いてその

状態を記入すること。」とあるのは、「当該基準を満たす患者については、

給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示すいずれの状態に適合する

ものであるかについて、記載要領に示す記号を用いてその状態を記入す

ること。また、すべての患者（短期入所療養介護の利用者を除く。）に

ついて、医療資源を最も投入した傷病名を、医科診療報酬における診断

群分類（ＤＰＣ）コードの上６桁を用いて記載すること。」と読み替え

るものとする。 

及びリ） 

イ 療養病室が、次の基準を満たすこと。 

ａ （略） 

ｂ ユニット型の場合 

（a） （略） 

（b） 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

の共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、１のユニ

ットの入院患者の定員は、おおむね 10 人以下としなければなら

ないこと。 

（c） １の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 

 

 

（ⅰ） 10・65 平方メートル以上とすること。ただし、（a）ただし

書の場合にあっては、21・3平方メートル以上とすること。 

（ⅱ） ユニットに属さない病室を改修したものについては、入院

患者同士の視線の遮断の確保を前提とした上で、病室を隔て

る壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し

支えないこと。 

（d） （略） 

ロ （略） 

④ 診療所型介護療養施設サービス費（Ⅰ）（ⅱ）、（ⅲ）、（ⅴ）、若しくは（ⅵ）又はユ

ニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）（Ⅲ）（Ⅴ）若しくは（Ⅵ）を算定

するための基準について 

 

３の⑸③を準用する。この場合において、「当該基準を満たす利用者

については、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示すいずれの状

態に適合するものであるかについて、記載要領に示す記号を用いてその

状態を記入すること。」とあるのは、「当該基準を満たす患者については、

給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示すいずれの状態に適合する

ものであるかについて、記載要領に示す記号を用いてその状態を記入す

ること。また、すべての患者（短期入所療養介護の利用者を除く。）に

ついて、医療資源を最も投入した傷病名を、医科診療報酬における診断

群分類（ＤＰＣ）コードの上６桁を用いて記載すること。」と読み替え

るものとする。 



78 

 

⑤ （略） 

⑾ 介護療養施設サービス費を算定するための基準について 

① 介護療養施設サービス費は、施設基準第 66 号に規定する基準に従い、

以下の通り、算定すること。 

イ・ロ  

ハ 施設基準第 66 号ハに規定する介護療養施設サービス費 

介護療養施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護療養型

医療施設基準第 39 条第２項第１号イ⑶、第 40 条第２項第１号イ⑶又

は第 41条第２項第１号イ⑶を満たすものに限る。）（｢ユニット型個室」

という。）の入院患者に対して行われるものであること。 

ニ 施設基準第 66 号ニに規定する介護療養施設サービス費 

介護療養施設サービスが、ユニットに属する居室（令和３年改正省

令による改正前の指定介護療養型医療施設基準第 39 条第２項第１号

イ⑶（ⅱ）、第 40 条第２項第１号イ⑶（ⅱ）又は第 41 条第２項第１号イ⑶（ⅱ）

を満たすものに限るものとし、指定介護療養型医療施設基準介護老人

保健施設基準第 39 条第２項第１号イ⑶、第 40 条第２項第１号イ⑶又

は第 41 条第２項第１号イ⑶（指定居宅サービス基準改正省令附則第

７条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を満たす

ものを除く。）（｢ユニット型個室的多床室」という。）の入院患者に対

して行われるものであること。 

② ユニットに属する病室であって、各類型の介護療養施設サービス費の

注１による届出がなされているものについては、ユニット型介護療養施

設サービス費を算定するものとすること。 

⑤ （略） 

⑾ 介護療養施設サービス費を算定するための基準について 

① 介護療養施設サービス費は、施設基準第 66 号に規定する基準に従い、

以下の通り、算定すること。 

イ・ロ  

ハ 施設基準第 66 号ハに規定する介護療養施設サービス費 

介護療養施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護療養型

医療施設基準第 39 条第２項第１号イ⑶（ⅰ）、第 40 条第２項第１号イ⑶

（ⅰ）又は第 41 条第２項第１号イ⑶（ⅰ）を満たすものに限る。）（｢ユニッ

ト型個室」という。）の入院患者に対して行われるものであること。 

ニ 施設基準第 66 号ニに規定する介護療養施設サービス費 

介護療養施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護療養型

医療施設基準第 39 条第２項第１号イ⑶（ⅱ）、第 40 条第２項第１号イ⑶

（ⅱ）又は第 41 条第２項第１号イ⑶（ⅱ）を満たすものに限るものとし、

指定介護療養型医療施設基準介護老人保健施設基準第 39 条第２項第

１号イ⑶（ⅰ）、第 40 条第２項第１号イ⑶（ⅰ）又は第 41 条第２項第１号

イ⑶（ⅰ）（指定居宅サービス基準改正省令附則第７条第１項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）（｢ユニッ

ト型個室的多床室」という。）の入院患者に対して行われるものであ

ること。 

② ユニットに属する病室であって、各類型の介護療養施設サービス費の

注１による届出がなされているものについては、ユニット型介護療養施

設サービス費を算定するものとすること。 

⑿～⒁ （略） 

⒂ 移行計画未提出減算 

① 移行計画未提出減算は、別紙様式●により、令和６年４月１日までの

移行等に関する計画を、４月から９月まで及び 10 月から翌３月までの

半期ごとに都道府県知事に届け出ていない場合、当該半期経過後６月の

期間、減算することとしたもの。 

例えば、令和３年９月 30 日までに届け出ていない場合、令和３年 10

月１日から令和４年３月 30 日までの期間、減算となり、その後、令和

３年 11 月１日に届け出た場合は、令和４年４月１日から同年９月 30 日

までは減算されない。 

② 別紙様式●について、令和４年４月１日以降は、「令和４年４月１日

⑿～⒁ （略） 

（新設） 
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の予定病床数」の列を、令和５年４月１日以降は、「令和５年４月１日

の予定病床数」の列を削除して使用すること。 

③ 計画については、あくまでも届出時点の意向を示すものであり、届け

出た移行先以外への移行等を否定するものではないことに留意するこ

と。 

 

⒃ 安全管理体制未実施減算について 

安全管理体制未実施減算については、指定介護療養型医療施設基準第 34

条第１項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月から

基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入院患者全員について、

所定単位数から減算することとする。 

なお、同項第４号に掲げる安全対策を適切に実施するための担当者は、

令和３年改正省令の施行の日から起算して６月を経過するまでの間、経過

措置として、当該担当者を設置するよう努めることとしているため、当該

期間中、当該減算は適用しない。 

（新設） 

⒄ 栄養管理に係る減算について 

栄養管理の基準を満たさない場合の減算については、以下に規定する基

準を満たさない事実が生じた場合に、その翌々月から基準に満たさない状

況が解決されるに至った月まで、入院患者全員について、所定単位数が減

算されることとする（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至って

いる場合を除く。）。 

イ 指定介護療養型医療施設基準第２条又は指定介護療養型医療施設基

準附則第 19条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を置いていること。 

ロ 指定介護療養型医療施設基準第 17 条の２（指定介護療養型医療施設

基準第 50 条において準用する場合を含む。）に規定する基準に適合して

いること。 

（新設） 

⒅ 若年性認知症患者受入加算について 

２の⒄を準用する。 

⒂ 若年性認知症患者受入加算について 

２の⒁を準用する。 

⒆ 入院患者が外泊したときの費用の算定について 

６の⒂を準用する。 

⒃ 入院患者が外泊したときの費用の算定について 

６の⒀を準用する。 

⒇ 入院患者が試行的退院したときの費用の算定について 

①～⑤ 

⑥ 加算の算定期間は、１月につき６日以内とする。また、算定方法は、

５の⒄の①及び②を準用する。１回の試行的退院サービス費が月をまた

⒄ 入院患者が試行的退院したときの費用の算定について 

①～⑤ 

⑥ 加算の算定期間は、１月につき６日以内とする。また、算定方法は、

５の⒁の①及び②を準用する。１回の試行的退院サービス費が月をまた
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がる場合であっても、連続して算定できるのは６日以内とする。 

⑦・⑧ （略） 

がる場合であっても、連続して算定できるのは６日以内とする。 

⑦・⑧ （略） 

(21) （略） ⒅ （略） 

(22) 初期加算について 

６の⒅を準用する。 

(23) 退院時指導等加算について 

① 退院前訪問指導加算・退院後訪問指導加算 

イ～ニ （略） 

ホ 退院前訪問指導及び退院後訪問指導は、医師、看護職員、支援相談

員、理学療法士又は作業療法士、管理栄養士、介護支援専門員等が協

力して行うこと。 

ヘ・ト （略） 

②～⑤ （略） 

⒆ 初期加算について 

６の⒃を準用する。 

⒇ 退院時指導等加算について 

① 退院前訪問指導加算・退院後訪問指導加算 

イ～ニ （略） 

ホ 退院前訪問指導及び退院後訪問指導は、医師、看護職員、支援相談

員、理学療法士又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員等が協力し

て行うこと。 

ヘ・ト （略） 

②・③ （略） 

④ 退院前連携加算 

イ ５の(22)の③イ及びロを準用する。 

ロ （略） 

④ 退院前連携加算 

イ ５の⒆の③イ及びロを準用する。 

ロ （略） 

⑤ （略） ⑤ （略） 

(24) 従来型個室に入所していた者の取扱いについて 

５の(23)を準用する。 

(21) 従来型個室に入所していた者の取扱いについて 

５の⒇を準用する。 

（削る） 

 

(25) 低栄養リスク改善加算について 

低栄養リスク改善加算については、次に掲げる①から⑤までのとおり、

実施するものとすること。なお、当該加算における低栄養状態のリスク評

価は、「栄養マネジメント加算及び経口移行加算等に関する事務処理手順

例及び様式例の提示について」（平成 17 年９月７日老老発第 0907002 号）

に基づき行うこと。 

① 原則として、施設入所時に行った栄養スクリーニングにより、低栄養

状態の高リスク者に該当する者であって、低栄養状態の改善等のための

栄養管理が必要であるとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを

対象とすること。ただし、歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該

指示を受ける管理栄養士等が、対象となる入院患者に対する療養のため

に必要な栄養の指導を行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場

合に限る（以下同じ。）。 

(22) 栄養マネジメント加算について 

５の(21)を準用する。 

(23) 低栄養リスク改善加算について 

５の(22)を準用する。 

 

 

 

 

（新設） 
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② 月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員

その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行

い、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作

成すること（栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、

当該計画については、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理の対象

となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護

福祉施設サービスにおいては、当該計画に相当する内容を施設サービス

計画の中に記載する場合は、その記載をもって当該計画の作成に代える

ことができるものとすること。 

入所者の栄養管理をするための会議は、テレビ電話装置等（リアルタ

イムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同

じ。）を活用して行うことができるものとする。なお、個人情報保護委

員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン」等に対応していること。 

③ 当該計画に基づき、管理栄養士等は対象となる入院患者に対し食事の

観察を週５回以上行い、当該入院患者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえ

た食事の調整等を実施すること。低栄養リスク改善加算の算定期間は、

低栄養状態の高リスク者に該当しなくなるまでの期間とするが、その期

間は入院患者又はその家族の同意を得られた月から起算して６月以内

の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該

加算は算定しないこと。 

④ 低栄養状態の改善等のための栄養管理が、入院患者又はその家族の同

意を得られた月から起算して、６月を超えて実施される場合でも、低栄

養状態リスクの改善が認められない場合であって、医師又は歯科医師の

指示に基づき、継続して低栄養状態の改善等のための栄養管理が必要と

される場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとするこ

と。ただし、この場合において、医師又は歯科医師の指示はおおむね２

週間ごとに受けるものとすること。 

⑤ 褥瘡を有する場合であって、褥瘡マネジメント加算を算定している場

合は、低栄養リスク改善加算は算定できない。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

(26) 経口移行加算について 

５の(25)を準用する。 

(24) 経口移行加算について 

５の(23)を準用する。 

(27) 経口維持加算について (25) 経口維持加算について 
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５の(26)を準用する。 ５の(24)を準用する。 

  （削る） (26) 口腔衛生管理体制加算について 

４の⑾を準用する。 

(28) 口腔衛生管理加算について 

① 口腔衛生管理加算については、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が

口腔衛生管理体制加算を算定している施設の入所者に対して口腔ケア

を実施し、当該入所者に係る口腔ケアについて介護職員へ具体的な技術

的助言及び指導をした場合において、当該入院患者ごとに算定するもの

である。 

② 当該施設が口腔衛生管理加算に係るサービスを提供する場合におい

ては、当該サービスを実施する同一月内において医療保険による訪問歯

科衛生指導の実施の有無を入院患者又はその家族等に確認するととも

に、当該サービスについて説明し、その提供に関する同意を得た上で行

うこと。 

③ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入院患者に対して口腔ケアを行

う歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点

（ただし、歯科医師から受けた指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所

者に対する口腔ケアを行うにあたり配慮すべき事項とする。）、当該歯科

衛生士が実施した口腔ケアの内容、当該入院患者に係る口腔ケアについ

て介護職員への具体的な技術的助言及び指導の内容及びその他必要と

思われる事項に係る記録（以下「口腔衛生管理に関する実施記録」とい

う。）を別紙様式３を参考として作成し、当該施設に提出すること。当

該施設は、当該口腔衛生管理に関する実施記録を保管するとともに、必

要に応じてその写しを当該入院患者に対して提供すること。 

④ 当該歯科衛生士は、介護職員から当該入所者の口腔に関する相談等に

必要に応じて対応するとともに、当該入院患者の口腔の状態により医療

保険における対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提

供されるよう当該歯科医師及び当該施設への情報提供を行うこと。 

⑤ 本加算は、医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する

月であっても算定できるが、訪問歯科衛生指導料が算定された日の属す

る月においては、訪問歯科衛生指導料が３回以上算定された場合には算

定できない。 

(27) 口腔衛生管理加算について 

５の(26)を準用する。 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

(29) 療養食加算について 

５の(28)を準用する。 

(28) 療養食加算について 

５の(27)を準用する。 
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(30) 在宅復帰支援機能加算について 

５の(31)を準用する。 

(29) 在宅復帰支援機能加算について 

５の(30)を準用する。 

(31) 認知症専門ケア加算について 

５の(33)を準用する。 

(30) 認知症専門ケア加算について 

５の(32)を準用する。 

(32) 認知症行動・心理症状緊急対応加算について 

５の(34)を準用する。 

(31) 認知症行動・心理症状緊急対応加算について 

５の(33)を準用する。 

(33) 排せつ支援加算について 

① 本加算は、全ての入院患者について、必要に応じ適切な介護が提供さ

れていることを前提としつつ、さらに特別な支援を行って排せつの状態

を改善することを評価したものである。したがって、例えば、入所者が

尿意・便意を職員へ訴えることができるにもかかわらず、職員が適時に

排せつを介助できるとは限らないことを主たる理由としておむつへの

排せつとしていた場合、支援を行って排せつの状態を改善させたとして

も加算の対象とはならない。 

② 「排せつに介護を要する入所者」とは、要介護認定調査の際に用いら

れる「認定調査員テキスト 2009 改訂版（平成 30 年４月改訂）」の方法

を用いて、排尿または排便の状態が、「一部介助」又は「全介助」と評

価される者をいう。 

③ 「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる」と

は、特別な支援を行わなかった場合には、当該排尿又は排便にかかる状

態の評価が不変又は悪化することが見込まれるが、特別な対応を行った

場合には、当該評価が６月以内に「全介助」から「一部介助」以上、又

は「一部介助」から「見守り等」以上に改善すると見込まれることをい

う。 

④ ③の見込みの判断を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容

を支援の開始前に医師へ報告することする。また、医師と連携した看護

師が③の見込みの判断を行う際、利用者の背景疾患の状況を勘案する必

要がある場合等は、医師へ相談することとする。 

⑤ 支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、

対象者が排せつに介護を要する要因を多職種が共同して分析し、それに

基づいた支援計画を別紙様式６の様式を参考に作成する。要因分析及び

支援計画の作成に関わる職種は、③の判断を行った医師又は看護師、介

護支援専門員、及び支援対象の入院患者の特性を把握している介護職員

を含むものとし、その他、疾患、使用している薬剤、食生活、生活機能

(32) 排せつ支援加算について 

５の(35)を準用する。 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 
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の状態等に応じ薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等を適宜

加える。なお、介護福祉施設サービスにおいては、支援計画に相当する

内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって支援

計画の作成に代えることができるものとすること。 

⑥ 支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性が取れた計画

を、個々の入院患者の特性に配慮しながら個別に作成することとし、画

一的な支援計画とならないよう留意する。また、支援において入院患者

の尊厳が十分保持されるよう留意する。 

⑦ 当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与した者が、入院

患者又はその家族に対し、現在の排せつにかかる状態の評価、③の見込

みの内容、⑤の要因分析及び支援計画の内容、当該支援は入院患者又は

その家族がこれらの説明を理解した上で支援の実施を希望する場合に

行うものであること、及び支援開始後であってもいつでも入院患者又は

その家族の希望に応じて支援計画を中断又は中止できることを説明し、

入院患者及びその家族の理解と希望を確認した上で行うこと。 

⑧ 本加算の算定を終了した際は、その時点の排せつ状態の評価を記録

し、③における見込みとの差異があればその理由を含めて総括し、記録

した上で、入院患者又はその家族に説明すること。 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

(34) 安全対策体制加算について 

５の(39)を準用する。 

（新設） 

(35) サービス提供体制強化加算について 

① ２の(21)①から④まで及び⑥並びに４の⒅③を準用する。 

② （略） 

(33) サービス提供体制強化加算について 

① ２の⒇①から④まで及び⑥を準用する。 

② （略） 

(36) （略） (34) （略） 

(37) 介護職員処遇改善加算について 

２の(22)を準用する。 

(35) 介護職員処遇改善加算について 

２の(21)を準用する。 

(38) 介護職員等特定処遇改善加算について 

２の(23)を準用する。 

(36) 介護職員等特定処遇改善加算について 

２の(22)を準用する。 

８ 介護医療院サービス 

⑴～⑹ （略） 

⑺ 所定単位数を算定するための施設基準について 

介護医療院サービス費の所定単位数を算定するためには、看護職員及び

介護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、医師、薬剤師、

及び介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要であ

８ 介護医療院サービス 

⑴～⑹ （略） 

⑺ 所定単位数を算定するための施設基準について 

介護医療院サービス費の所定単位数を算定するためには、看護職員及び

介護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、医師、薬剤師、

及び介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要であ
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ることに加えて、次に掲げる基準を満たす必要があること。 

① 介護医療院サービス費（施設基準第 68 号イからヘまで） 

イ （略） 

ロ 療養室が、次の基準を満たすこと。 

ａ （略） 

ｂ ユニット型の場合 

（a） （略） 

（b） 療養室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ

トの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、１のユ

ニットの入所者の定員は、おおむね 10 人以下としなければなら

ないこと。 

（c） １の療養室の床面積等は、10・65 平方メートル以上とするこ

と。ただし（a）ただし書の場合にあっては、21・３平方メートル

以上とすること。 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

（d） （略） 

ハ・ニ （略） 

② Ⅰ型介護医療院サービス費又はユニット型Ⅰ型介護医療院サービス

費を算定するための基準について 

３(6-1)②及び③を準用すること。この場合において、「当該基準を満

たす利用者については、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示す

いずれの状態に適合するものであるかについて、記載要領に示す記号を

用いてその状態を記入すること。」とあるのは、「当該基準を満たす入所

者については、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示すいずれの

状態に適合するものであるかについて、記載要領に示す記号を用いてそ

の状態を記入すること。また、すべての入所者（短期入所療養介護の利

用者を除く。）について、医療資源を最も投入した傷病名を、医科診療報

酬における診断群分類（ＤＰＣ）コードの上６桁を用いて記載すること。」

と読み替えるものとする。 

ることに加えて、次に掲げる基準を満たす必要があること。 

① 介護医療院サービス費（施設基準第 68 号イからヘまで） 

イ （略） 

ロ 療養室が、次の基準を満たすこと。 

ａ （略） 

ｂ ユニット型の場合 

（a） （略） 

（b） 療養室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ

トの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、１のユ

ニットの入所者の定員は、おおむね 10 人以下としなければなら

ないこと。 

（c） １の療養室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 

 

 

（ⅰ） 10・65 平方メートル以上とすること。ただし（a）ただし書の

場合にあっては、21・３平方メートル以上とすること。 

（ⅱ） ユニットに属さない療養室を改修したものについては、入

所者同士の視線の遮断の確保を前提とした上で、療養室を隔

てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差

し支えないこと。 

（d） （略） 

ハ・ニ （略） 

② Ⅰ型介護医療院サービス費又はユニット型Ⅰ型介護医療院サービス

費を算定するための基準について 

３(5-1)②及び③を準用すること。この場合において、「当該基準を満

たす利用者については、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示す

いずれの状態に適合するものであるかについて、記載要領に示す記号を

用いてその状態を記入すること。」とあるのは、「当該基準を満たす入所

者については、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示すいずれの

状態に適合するものであるかについて、記載要領に示す記号を用いてそ

の状態を記入すること。また、すべての入所者（短期入所療養介護の利

用者を除く。）について、医療資源を最も投入した傷病名を、医科診療報

酬における診断群分類（ＤＰＣ）コードの上６桁を用いて記載すること。」

と読み替えるものとする。なお、ＤＰＣコードの上６桁を用いた傷病名
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については、平成 30 年９月末までにおいては記載するよう努めるものと

する。  

③ Ⅱ型介護医療院サービス費又はユニット型Ⅱ型介護医療院サービス

費を算定するための基準について 

３(6-1)④を準用する。 

③ Ⅱ型介護医療院サービス費又はユニット型Ⅱ型介護医療院サービス

費を算定するための基準について 

３(5-1)④を準用する。 

④ 特別介護医療院サービス費又はユニット型特別介護医療院サービス

費について 

３(6-1)⑤を準用すること。 

④ 特別介護医療院サービス費又はユニット型特別介護医療院サービス

費について 

３(5-1)⑤を準用すること。 

⑻ 介護医療院サービス費を算定するための基準について 

① 介護医療院サービス費は、施設基準第 68 号の２に規定する基準に従

い、以下の通り、算定すること。 

イ・ロ （略） 

ハ 施設基準第 68 号の２ハに規定する介護医療院サービス費 

介護医療院サービスが、ユニットに属する療養室（介護医療院基準

第 45 条第２項第１号イ⑶を満たすものに限る。）（「ユニット型個室」

という。）の入居者に対して行われるものであること。 

ニ 施設基準第 68 号の２ニに規定する介護医療院サービス費 

介護医療院サービスが、ユニットに属する療養室（令和３年改正省

令による改正前の介護医療院基準第 45 条第２項第１号イ⑶（ⅱ）を満た

すものに限るものとし、介護医療院基準第 45 条第２項第１号イ⑶を満

たすものを除く。）（「ユニット型個室的多床室」という。）の入居者に

対して行われるものであること。 

② ユニットに属する療養室であって、介護医療院サービス費の注１によ

る届出がなされているものについては、ユニット型介護医療院サービス

費を算定するものとすること。 

⑻ 介護医療院サービス費を算定するための基準について 

① 介護医療院サービス費は、施設基準第 68 号の２に規定する基準に従

い、以下の通り、算定すること。 

イ・ロ （略） 

ハ 施設基準第 68 号の２ハに規定する介護医療院サービス費 

介護医療院サービスが、ユニットに属する療養室（介護医療院基準

第 45 条第２項第１号イ⑶（ⅰ）を満たすものに限る。）（「ユニット型個室」

という。）の入居者に対して行われるものであること。 

ニ 施設基準第 68 号の２ニに規定する介護医療院サービス費 

介護医療院サービスが、ユニットに属する療養室（介護医療院基準

第 45 条第２項第１号イ⑶（ⅱ）を満たすものに限るものとし、同（ⅰ）を満

たすものを除く。）（「ユニット型個室的多床室」という。）の入居者に

対して行われるものであること。 

 

② ユニットに属する療養室であって、介護医療院サービス費の注１によ

る届出がなされているものについては、ユニット型介護医療院サービス

費を算定するものとすること。 

⑼・⑽ （略） 

⑾ 安全管理体制未実施減算について 

安全管理体制未実施減算については、介護医療院基準第 40 条第１項に

規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月から基準に満た

ない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位数

から減算することとする。 

なお、同項第４号に掲げる安全対策を適切に実施するための担当者は、

令和３年改正省令の施行の日から起算して６月を経過するまでの間、経過

措置として、当該担当者を設置するよう努めることとしているため、当該

⑼・⑽ （略） 

（新設） 
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期間中、当該減算は適用しない。 

⑿ 栄養管理に係る減算について 

栄養管理の基準を満たさない場合の減算については、介護医療院基準第

４条に定める栄養士又は管理栄養士の員数若しくは介護医療院基準第 20

条の２（介護医療院基準第 54 条において準用する場合を含む。）に規定す

る基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌々月から基準を満たさな

い状況が解決されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位数が

減算されることとする（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っ

ている場合を除く。）。 

（新設） 

⑾ 療養環境減算について 

① ３の(6-1)⑥を準用する。 

② （略） 

⑾ 療養環境減算について 

① ３の(5-1)⑥を準用する。 

② （略） 

⒁ （略） ⑿ （略） 
⒂ 入所者が外泊したときの費用の算定について 

５の⒃（④のニを除く。）を準用する。この場合において「入院又は外

泊」とあるのは、「外泊」と読み替えるものとする。 

⒀ 入所者が外泊したときの費用の算定について 

５の⒂（④のニを除く。）を準用する。この場合において「入院又は外

泊」とあるのは、「外泊」と読み替えるものとする。 

⒃ 入所者が試行的退所したときの費用の算定について 

７の⒇を準用する。 

⒁ 入所者が試行的退所したときの費用の算定について 

７の⒄を準用する。 

⒄ 入所者が他医療機関へ受診したときの費用の算定について 

７の(21)を準用する。 

⒂ 入所者が他医療機関へ受診したときの費用の算定について 

７の⒅を準用する。 

⒅ 初期加算について 

６の⒅を準用する。 

⒃ 初期加算について 

６の⒃を準用する。 

⒆ 再入所時栄養連携加算について 

５の(21)を準用する。 

⒄ 再入所時栄養連携加算について 

５の⒅を準用する。 

⒇ 退所時指導等加算について 

７の(23)を準用する。 

⒅ 退所時指導等加算について 

７の⒇を準用する。 

(21) 従来型個室に入所していた者の取扱いについて 

５の(23)を準用する。 

⒆ 従来型個室に入所していた者の取扱いについて 

５の⒇を準用する。 

（削る） 

 

(22) 栄養マネジメント強化加算について 

５の(24)を準用する。 

⒇ 栄養マネジメント加算について 

５の(21)を準用する。 

(21) 低栄養リスク改善加算について 

５の(22)を準用する。 

(23) 経口移行加算について 

５の(25)を準用する。 

(22) 経口移行加算について 

５の(23)を準用する。 
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(24) 経口維持加算について 

５の(26)を準用する。 

(23) 経口維持加算について 

５の(24)を準用する。 

（削る） (24) 口腔衛生管理体制加算について 

４の⑾を準用する。 

(25) 口腔衛生管理加算について 

５の(27)を準用する。 

(25) 口腔衛生管理加算について 

５の(26)を準用する。 

(26) 療養食加算について 

５の(28)を準用する。 

(26) 療養食加算について 

５の(27)を準用する。 

(27) 在宅復帰支援機能加算について 

５の(31)を準用する。 

(27) 在宅復帰支援機能加算について 

５の(30)を準用する。 

(28) （略） (28) （略） 

(29) 緊急時施設診療費に関する事項 

入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる場合に

は、速やかに協力病院等の病院へ入院させることが必要であるが、こうし

た場合であっても、介護医療院において緊急その他やむを得ない事情によ

り施設診療を行うときがあるので、緊急時施設診療費は、このような場合

に行われる施設診療を評価するために設けられていること。 

① 緊急時治療管理 

６の(32)①を準用する。 

② （略） 

(29) 緊急時施設診療費に関する事項 

入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる場合に

は、速やかに協力病院等の病院へ入院させることが必要であるが、こうし

た場合であっても、介護医療院において緊急その他やむを得ない事情によ

り施設診療を行うときがあるので、緊急時施設診療費は、このような場合

に行われる施設診療を評価するために設けられていること。 

① 緊急時治療管理 

６の(30)①を準用する。 

② （略） 

(30) 認知症専門ケア加算について 

５の(33)を準用する。 

(30) 認知症専門ケア加算について 

５の(32)を準用する。 

(31) 認知症行動・心理症状緊急対応加算について 

５の(34)を準用する。 

(31) 認知症行動・心理症状緊急対応加算について 

５の(33)を準用する。 

(32) 重度認知症疾患療養体制加算について 

３(6-1)⑦及び⑧を準用する。 

(32) 重度認知症疾患療養体制加算について 

３(5-1)⑦及び⑧を準用する。 

（削る） (33) 移行定着支援加算について 

転換を行って介護医療院を開設した等の旨を地域の住民に周知するこ

と、当該介護医療院の入所者やその家族等に説明することについては、ホ

ームページや掲示等で周知するとともに、質問、相談等に丁寧に応じ、そ

の際には、その説明日時、説明内容等を記録すること。また、当該介護医

療院の入所者やその家族等に対しては、質問、相談等の有無に関わらず、

少なくとも１度は丁寧に説明を行う機会を設けること。併せて、当該介護

医療院の職員から適切に説明することが可能となるよう、職員に対して
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は、研修を開催する等して、職員にも周知すること。 

入所者及び家族等と地域住民等との交流が可能となるよう、例えば、介

護医療院でお祭り等の行事を実施する場合には、地域住民等に周知するこ

と。また、地域の行事や活動等に入所者、家族等及び職員が参加できるよ

うに取り組むこと。 
(33) 排せつ支援加算について 

５の(36)を準用する。 

(34) 排せつ支援加算について 

５の(35)を準用する。 

(34) 自立支援促進加算について 

  ５の(37)を準用する。 

（新設） 

(35) 科学的介護推進体制加算について 

５の(38)を準用する。 

（新設） 

(36) 長期療養生活移行加算について 

① 長期療養生活移行加算は、療養病床に１年以上入院していた者に対し

て、介護医療院サービスを提供した場合に算定できるものである。 

② 療養病床から介護医療院に直接入所した者に対して算定できるもの

であり、療養病床を有する医療機関から転換を行って介護医療院を開設

した場合は、転換を行った日が起算日となる。 

③ 療養病床との違いを含め、生活施設としての取組について、入所者や

その家族等に説明するとともに、質問、相談等に丁寧に応じること。説

明等を行った日時、説明内容等はを記録をしておくこと。 

④ 入所者及び家族等と地域住民等との交流が可能となるよう、介護医療

院で合同の行事を実施する場合には、地域住民等に周知すること。また、

地域の行事や活動等に入所者やその家族等及び職員が参加できるよう

に取り組むこと。 

（新設） 

(37) 安全対策体制加算について 

５の(39)を準用する。 

（新設） 

(38) サービス提供体制強化加算について 

① ２の(21)①から④まで及び⑥並びに４の⒅③を準用する。 

② （略） 

(35) サービス提供体制強化加算について 

① ２の⒇①から④まで及び⑥を準用する。 

② （略） 

(39) 介護職員処遇改善加算について 

２の(22)を準用する。 

(36) 介護職員処遇改善加算について 

２の(21)を準用する。 

(40) 介護職員等特定処遇改善加算について 

２の(23)を準用する。 

(37) 介護職員等特定処遇改善加算について 

２の(22)を準用する。 

 


